
令和７年度第３回茅野市行財政審議会 次第 

 

日時 12 月 16 日(火)午後６時 30 分～ 

場所 茅野市役所８階 大ホール 

  

 

１ 開会 

 

 

２ 副市長挨拶 

 

 

３ 会長挨拶 

 

 

４ 会議事項 

（１）令和７年度改革実行項目の取組状況について 

（資料１－１、１－２） 

 

 

（２）令和７年度優先改革事項の取組状況について 

（資料２－１、２－２） 

 

 

（３）行財政改革に関する提言書（案）について (資料３)  

 

 

（４）その他 

 

 

５ その他 

・提言書提出 令和８年１月８日（木）13 時 30 分 

 

６ 閉会 
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令和７年度改革実行項目の取組状況について 

 

各項目の上半期（４月～９月）取組結果 

(１)住民自治 

改
革
項
目
① 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動(

共
助)

の
新
た
な
仕
組
み
作
り 

改革内容①－1 
公民館活動等の目的、機能等を検証し、時代に合った活動に改善【主管課：

中央公民館】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

1 学びと実践の

場としての公

民館活動の見

直し 

本館、地区館、分館

の組織や活動の実

態と課題を調査し、

必要に応じて改善

点の助言や事例紹

介などを行う。 

－ 【令和６年度取組完了】 

改革内容①－2 
スリムな区・自治会活動に向けた先進事例の紹介や、移住者や若い世代の声

等の共有【主管課：パートナーシップのまちづくり推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

2 改革先進事例

の紹介 

既存の改革事例集

を元に、近年、市内

外で区・自治会運営

を効率化した事例

を情報収集し、事例

集をバージョンア

ップする。 

地区区長会で事例

集を説明・共有し、

各区に改革の必要

性を投げかける。 

  取組方針について

市区長会長会、各地

区区長会、モデル区

会議で検討する。 

  モデル区会議を 4 回開催し、

各区の取組や課題を共有し

た。 

3 移住者や若者

の声の共有 

移住者や若者から

の違う視点の意見

を吸い上げ、共有す

る方法を検討し、実

施する。 

  取組方針について

市区長会長会、各地

区区長会、モデル区

会議で検討する。 

  移住者とのゆいわーくカフ

ェを開催した。 

4 市からの依頼

事項の見直し 

行政連絡事務委託

業務やお願い事項、

役員選出などの市

からの依頼事項を

精査し、スリム化す

る。 

－ 【令和６年度取組完了】 

改革内容①－3 
情報伝達の会議や区内伝達手段にＤＸを活用した手法の導入を支援【主管課：

パートナーシップのまちづくり推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

5 報告や情報共

有を主目的と

した会議や、紙

回覧板等を電

子化する紹介 

zoom などを使った

オンライン会議の

紹介やスマートフ

ォンのアプリを使

った回覧板の方法

を紹介し、その導入

を支援する。 

  先進事例を全市的

に展開する。 

  モデル区会議を 4 回開催し、

先進区の取組を共有した。 

資料１－１

【R7.12.16茅野市行財政審議会】
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改
革
項
目
① 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動(

共
助)

の
新
た
な
仕
組
み
作
り 

改革内容①－4 消防団組織、活動についての見直し・改善【主管課：消防課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

6 消防団組織、活

動についての

見直し・改善 

団員定数、組織、活

動、報酬等の見直し

などを含めた消防

団のあり方を示し

た「茅野市消防団総

合計画」を策定、実

施する。 

－ 【令和６年度取組完了】 

改
革
項
目
② 

新
た
な
共
助
の
仕
組
み
作
り 

改革内容②－1 
ＤＸを活用したニーズ（困りごと）とサポート（支援）のマッチングによる

未来型ゆいの実現【主管課：ＤＸ推進課、市民課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

7 都市ＯＳの構

築と運用 

共通のデータ連携

基盤である都市Ｏ

Ｓを構築し、市民が

必要とするデジタ

ルマッチングツー

ルを導入する。 

  ＤＸ基本計画で定

めた事業を推進し、

未来型ゆいを実現

する。 

  ＤＸ基本計画を公表し、ＤＸ

で目指す社会や進めるため

の具体的な手順、重点テーマ

等を示した。 

  重点テーマに掲げている防

災分野について、プラットフ

ォームの構築に向け、関係各

課と協議した。 

8 ＤＸに必要な

スキルのサポ

ート等 

市民向けのスマー

トフォンやＰＣな

どの電子端末の操

作方法の講座を開

催する。また、本人

確認に必要となる

マイナンバーカー

ドの普及を推進す

る。 

  地域情報化講習会

のパソコン初心者

お助け隊にスマー

トフォンお助け隊

を追加する。 

  地区 CC での出張講

習会を継続し、開催

回数を検討する。 

  スマートフォン講座（スマー

トフォン基礎講座、のらざあ

講習会、LINE 講習会）、パソ

コン講座（基礎講座、パソコ

ン初級者サポート・相談室）

を実施した。 

  マイナンバーセン

ターを最大限活用

し、カードの保有率

を維持する。併せ

て、カードの新規申

請については、引き

続き高齢者施設や

福祉施設など体が

不自由な方を対象

にカード取得を勧

める。 

  更新、新規申請ともに増加し

ている。更新手続きの失念を

防ぐため、広報ちので更新方

法の記事を掲載した。なお、

高齢者施設や福祉施設への

出張申請を引続き実施した。

9 月末時点での全国の保有率

は 79.6％、茅野市は 79.4％

となっている。 

改
革
項
目
③ 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
関
連
団
体
の

役
割
、
必
要
性
等
を
検
証
し
、
時
代
に
合
っ
た
活
動
に
転
換 

改革内容③－1 
パートナーシップのまちづくり関連団体の役割や活動の手法を、時代に合っ

た内容へ見直し【主管課：パートナーシップのまちづくり推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

9 パートナーシ

ップのまちづ

くり関連団体

の課題の整理 

パートナーシップ

のまちづくり関連

団体の役割や活動

手法等について検

証して課題を整理

し、時代に合ったあ

り方へのバージョ

ンアップを検討す

る。 

  パートナーシップ

のまちづくりにつ

いて整理し、何らか

の形（指針、計画、

条例等）にまとめ、

市民参加によるま

ちづくりの方法を

明確にする。 

  協働に関する研修を実施し

た。 

  パートナーシップのまちづ

くり推進チーム会議におい

て情報共有及び意見交換を

行った。 
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改
革
項
目
③ 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
関
連
団
体
の
役
割
、
必
要
性

等
を
検
証
し
、
時
代
に
合
っ
た
活
動
に
転
換 

改革内容③－2 
事務局等における市の関与の在り方を検証し、必要に応じた見直しを実施【主

管課：パートナーシップのまちづくり推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

10 パートナーシ

ップのまちづ

くり関連部署

の業務を検証

し、課題を整理 

パートナーシップ

のまちづくり関連

部署の業務を検証

して課題を整理し、

時代に合ったあり

方へのバージョン

アップを検討する。 

  パートナーシップ

のまちづくりにつ

いて整理し、市民と

行政の役割分担に

ついて話し合いを

行う。 

  協働に関する研修を実施し

た。 

  パートナーシップのまちづ

くり推進チーム会議におい

て情報共有及び意見交換を

行った。 

改革内容③－3 
市民の声を多様なツールにより集め、政策に反映する仕組みの見直し【主管

課：ＤＸ推進課、パートナーシップのまちづくり推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

11 デジタルツー

ル等の活用に

よる、市民意見

を集約する新

たな仕組み作

り 

分野別の関連市民

団体の意見に加え、

広く市民から意見

を聞くことができ

る仕組みを、デジタ

ルツールを使って

構築する。 

  デジタルツール等

で市民意見を集約

する仕組みを展開

し、より多くの市民

が参加できる仕組

みにする。 

  国の制度を活用し、民間事業

者からデジタル人材の派遣

を受けた。 

  派遣を受けたデジタル人材

と民間事業者と協力して、

様々の方を対象とした意見

聴取に取り組んだ。 

  デジタル人材の発案により、

意見集約をするためのアン

ケートフォーム（案）を作成

した。 

(２)政策運営 

改
革
項
目 
① 
市
民
の
声
を
政
策
へ
反
映
す
る
仕
組
み
作
り 

改革内容①―1、2 
若者に選ばれるための提案を広く市民から募集し、政策へ反映 

ＤＸを活用した若者の意見集約【主管課：ＤＸ推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

12 若者の意見集

約 

デジタルツールを

用いることでアン

ケートの回答がし

やすい環境を整え、

より多くの若者の

意見集約を図る。 

  デジタルツール等

で市民意見を集約

する仕組みを展開

し、より多くの市民

が参加できる仕組

みにする。 

  国の制度を活用し、民間事業

者からデジタル人材の派遣

を受けた。 

  デジタル人材の発案により、

意見集約をするためのアン

ケートフォーム（案）を作成

した。 

改革内容①－3 統計データ等を政策立案に活かす仕組み作り【主管課：企画課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

13 統計データを

政策立案に活

かす仕組み作

り 

統計データによる、

合理的証拠に基づ

いた政策立案を行

う。（EBPM の導入） 

（EBPM…ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ･

ﾍﾞｰｽﾄﾞ･ﾎﾟﾘｼｰ･ﾒｲｷﾝ

ｸﾞ証拠に基づく政

策立案） 

  市民意識調査を統

計データとして活

用し、事業の選択と

集中や将来的な政

策立案に市民の声

を反映させる行政

評価の仕組みづく

りを進める。 

  下半期に実施する市民意識

調査について、準備事務を進

めるとともに、15－18 歳アン

ケートの実施方法について

多くの回答を得るため実施

方法の検討を進めた。 
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改
革
項
目
② 

政
策
や
業
務
の
タ
イ
ム
リ
ー
な

検
証
と
公
開
の
仕
組
み
作
り 

改革内容②－1、2 

事業の優先度判断や選択と集中のための事業仕分け 

政策実施状況をタイムリーに市民に周知する広報活動の徹底【主管課：企画

課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

14 毎年の行政評

価（事後評価）

の手法や対象、

広報の見直し 

事業の優先度判断

や事業仕分けがで

きるように、毎年の

行政評価（事後評

価）の手法や対象を

見直す。また、政策

実施状況をタイム

リーに市民へ周知

するための広報の

仕方を見直す。 

  第 6 次茅野市総合

計画の進行管理の

ため、従来の事務事

業評価～施策・分野

別計画の評価方法

を見直し、全庁的に

評価を実施する。併

せて、広報の方法、

タイミングを検討

する。 

  評価者の負担軽減と上位の

評価者が全体像を短時間で

掴むことを主な目的に、従来

の様式の見直しを行い、評価

を実施した。また、事務事業

点検表（事務事業評価）につ

いては予算決算委員会前に、

市ホームページへ掲載した。 

改
革
項
目
③ 

行
政
の
Ｄ
Ｘ
推
進
の
加
速
化 

改革内容③－1 既存データを活用した市民サービスの充実【主管課：ＤＸ推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

15 都市ＯＳの構

築と運用 

（再掲） 

多様なデータを一

元管理するための

都市ＯＳを構築し、

運用することで、

様々な主体が実施

する市民等のサー

ビスの基盤を整備

する。 

  ＤＸ基本計画で定

めた事業を推進し、

未来型ゆいを実現

する。 

  ＤＸ基本計画を公表し、ＤＸ

で目指す社会や進めるため

の具体的な手順、重点テーマ

等を示した。 

  重点テーマに掲げている防

災分野について、プラットフ

ォームの構築に向け、関係各

課と協議した。 

改革内容③－2 
行政手続のＤＸ推進や未来型ゆいの実現による市民サービスの向上【主管課：

ＤＸ推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

16 オンライン申

請の推進 

市への申請・届出等

について整理し、オ

ンライン化を推進

する。 

  押印廃止した手続

きは、原則電子申請

化する方針で前年

の調査をもとに電

子申請様式の作成

を各課に求める。 

  電子申請の利用を

促すよう広報等で

周知する。 

  行政手続きのオンライン化

については、子育て関係の手

続きが 4 件、選挙関係の手続

きが 42 件、引越しワンスト

ップが 299 件の申請があっ

た。 

改
革
項
目
④ 

市
組
織

・
職
員

・
業
務
の

改
革 

改革内容④－1 組織の壁を越えたプロジェクト型組織の活用【主管課：企画課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

17 組織を横断し

たテーマ型の

プロジェクト

チームや兼務

の活用の推進 

全庁的または複数

部署に関係する新

規や臨時的な業務

について、専門的な

立場で対応する必

要がある場合に、期

間限定でのプロジ

ェクトチーム設置

や兼務の活用を行

う。 

  行政評価の中で、組

織を横断した連携

ができる部署の調

査を実施する。ま

た、調査の結果、部

署を横断した連携

の可能性があった

場合には、実際に連

携が可能か担当部

署と協議する。 

  行政評価の2次評価委員会の

中で、横断的な取組が可能な

事業について確認した。今

後、連携の必要性や可能性に

ついて調査、研究が必要であ

る。 
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改
革
項
目
④ 

市
組
織

・
職
員

・
業
務
の
改
革 

改革内容④－2 行政のＤＸ推進による業務の効率化【主管課：ＤＸ推進課、総務課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

18 AI・RPA を活用

した業務の効

率化 

AI-OCR や RPA を活

用し、業務の効率化

と正確性の向上を

図る。 

  AI・RPA 導入プロジ

ェクトチーム人員

の拡充を図り、各部

へプロジェクトメ

ンバーを配置する。 

  業務時間を 1,000

時間短縮する。 

  AI・RPA ツールによる業務効

率化を図った。 

実績：【総務課】健康診断ストレ

スチェックシートの結果送付

の自動化、【総務課】昇給通知送

付の自動化、【市民課】納付通知

作成自動化（3 業務、60h 労働

時間短縮） 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

19 庁内事務の効

率化 

庁内での電子決裁

の検討と、会議資料

におけるペーパー

レス化を促進する。 

  システム導入に向

けた仕様書、プロポ

ーザルの実施要綱

等を検討する。 

  電子決裁及び文書管理シス

テムの導入に向けた調査、視

察、見積を徴取し検討した。 

  テレワーク端末等

を利用したフリー

アドレス事務の試

験導入を継続また

は拡大する。財務会

計システムの更改

に合わせて電子決

裁を導入する。 

  庁内会議は全てペ

ーパーレス化する

ため、モバイル端末

等を導入する。 

  ノートパソコン700台をリー

ス契約した。令和 7 年 12 月

末までに各職員にノートパ

ソコンを配布できるように

キッティング作業を行い、会

議資料のペーパーレス化を

進める。 

改革内容④－3 
将来リスクに対応した政策立案能力や、ＤＸに対応できる職員の育成【主管

課：総務課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

20 「人財育成ビ

ジョン」の推進 

これからの時代に

求められる職員像

を明らかにし、効果

的な人財育成を行

うため「人財育成ビ

ジョン」（令和 5 年

度改定）に基づい

て、職員の育成を行

う。 

  改定した人財育成

ビジョンをもとに、

未来を見据えた人

財育成を実施して

いく。（採用計画、研

修体系、職場環境の

醸成など） 

  管理職の研修（リスクマネジ

メント、ハラスメントなど）

を実施した。 

  評価者研修を全評価者に実

施した。 

  職員が講師となる研修を新

規で 2 件実施した。 

改革内容④－4 行政サービスの民間委託などによる業務のスリム化【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

21 行政サービス

の民間委託な

どの検証 

業務のスリム化を

進めるため、行政サ

ービスの民間委託

などを検証する。 

  民間委託や指定管

理制度を検証し、限

られた資源を有効

に活用した業務の

スリム化を検討す

る。 

  PPP/PFIの手法につ

いて検討する。 

  PPP 財団との協定を締結し、

職員向けの公民連携基礎研

修と一部の施設でPPP/PFIの

導入可能性についての意見

交換を実施した。 
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改
革
項
目
④ 

市
組
織

・
職
員

・

業
務
の
改
革 

改革内容④－5 庁内外の会議を効果的・効率的に実施する手法を導入【主管課：ＤＸ推進課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

22 オンライン会

議の環境整備 

庁内外の会議でオ

ンライン会議がで

きる環境整備を行

い、必要に応じてオ

ンライン会議を推

進する。 

  全職員にノートパ

ソコンを配備し、オ

ンライン会議の方

法を全職員に周知

する。 

  ノートパソコン700台のリー

ス契約を締結した。オンライ

ン会議が容易にできるよう

にネットワーク構成を検討

するため、様々なソリューシ

ョン検討を実施した。 

(３)財政運営 

改
革
項
目
① 

健
全
な
財
政
運
営
の
推
進 

改革内容①－1 
適切な市債残高および適切な基金残高を維持した財政運営の実施【主管課：

財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

23 適切な市債残

高および適切

な基金残高の

維持 

市債残高の減少並

びに財政調整基金

と減債基金の残高

40億円を確保する。 

  令和 7 年度末市債

の残高計画を 262

億 9000 万円とす

る。 

  令和 7 年度末財政

調整基金と減債基

金の残高計画を 39

億円とする。 

  令和6年度末市債残高は前年

度より 7.8 億円減少し約 264

億 6 千万円となった。 

  令和6年度決算で約8億 9千

万円の繰越金が出たことか

ら基金を取り崩さずに済み、

財政調整基金、減債基金の合

計残高は約 37 億 9 千万円と

なった。 

  令和 6 年度決算を受けて、9

月補正にて公共施設整備基

金に 1 億円を積み増した。 

改
革
項
目
② 

歳
出
の
最
適
化
の
推
進 

改革内容②－1 
補助金等に関する基本指針の見直しによる、補助対象経費や終期設定の見直

し【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

24 補助金等に関

する基本指針

の見直し 

「補助金等に関す

る基本指針」の見直

しを行い、補助対象

経費や終期設定な

どの補助要件や基

準を改める。 

－ 【令和６年度取組完了】 

改革内容②－2 
硬直財政の原因となっている歳出の特定と削減検討【主管課：財政課、上下

水道課、保険課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

25 歳出の削減検

討 

介護福祉金や入院

時食事療養費補助

など一般財源のみ

の市単独事業につ

いて見直しを検討

する。 

  歳出全体の見直し、

削減を進める。 

  見直しが完了して

いない補助金等の

進捗を管理する。 

  部枠予算による市

単独事業の見直し

を実施する。 

  期初の予算執行方針等説明

会において、経費削減や今年

度予算に反映できなかった

補助金等の見直しを再度徹

底した。 

  来年度の予算編成では、本市

の適切な財政規模を見据え

た部枠予算を導入し、職員の

創意工夫や事務事業の見直

しが進む仕組みを整えた。 
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改
革
項
目
② 

歳
出
の
最
適
化
の
推
進 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

26 特別会計への

繰出金の縮小 

下水道事業会計…

繰出金の段階的縮

小により予算の縮

減を図る。 

  交付税措置額の推

計を更新していく

とともに、交付税措

置額を基本とした

繰出金で経営して

いけるように財政

運営を行う。 

  交付税措置額の推計に基づ

き、今後の繰出金の額の見込

みを算定した。 

R8：550,000 千円 

R9：520,000 千円 

R10：500,000 千円 

R11：480,000 千円 

R12：460,000 千円 

国保診療所特別会

計…北山診療所の

損失に対する繰出

金。令和 6 年度まで

に収支を黒字化し

令和 7 年度以降繰

出金を皆減する。 

 

－ 【令和５年度取組完了】 

改革内容②－3 大規模事業の複数年化等の検討による財政負担の平準化【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

27 大規模事業の

複数年化等の

検討 

大規模事業につい

て、複数年での事業

実施を検討し、財政

負担の平準化を図

る。 

  実施計画を毎年見

直し、実施計画に基

づき事業を実施す

る。 

  令和7年度の中期財政需要推

計では、5 年間で合計 58.8 億

円の財源不足が生じる結果

となった。前年度の推計より

は好転したものの、依然とし

て今後の財政推計は厳しい

見通しとなっている。 

改
革
項
目
③ 

歳
入
確
保
の
推
進 

改革内容③－1 公共施設使用料等受益者負担の見直し【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

28 公共施設使用

料と減免制度

の見直し 

公共施設の使用料

及び使用料の減免

について見直しを

行う。 

  6月議会に施設使用

料等の改正条例を

提案し、令和7年 10

月 1 日から施行す

る。 

  改正条例が6月定例市議会で

可決となり、10 月 1 日の改定

に向けた規則改正、市民周知

等を行なった。 

改革内容③－2 イベント等広告収入の確保【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

29 広告収入の確

保 

広告収入の確保を

拡大し、自主財源の

確保に努める。 

  財政課が主導して

ネーミングライツ

導入に向けた取組

を進める。 

  特定募集型(市が公募した

施設について企業、団体等

が応募するもの)の募集に

向け、公募施設の選定を関

係課と協議した。募集施設

が決定した段階で要綱等を

策定する。 
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改
革
項
目
③ 

歳
入
確
保
の
推
進 

改革内容③－3 ふるさと納税による収入の確保【主管課：地域創生課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

30 ふるさと納税

の取組強化と

企業版ふるさ

と納税の推進 

ふるさと納税の登

録サイトを拡大す

る。また、企業版ふ

るさと納税の積極

的な活用を促進す

る。 

  返礼品事業者、返礼

品目、現地決済型の

拡大やリピーター

獲得に向けた新規

取組を実施し、更な

る寄付額増大に取

組む。 

  返礼品拡充、現地決済型推

進のため市内事業者と交渉

した。 

  過去に茅野市にふるさと納

税寄付をした人への定期DM

を発信した。 

(４)公共施設の再編 

改
革
項
目
① 

施
設
再
編
の
取
組 

改革内容①－1、2 

施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、維持すべ

き施設の特定 

茅野市公共施設再編計画の各施策の実施状況を年度単位で検証し、具体的な

効果に向けた取組を実施【主管課：財政課、都市計画課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

31 方針未定施設

の方針決定 

「茅野市公共施設

再編計画」で施設の

機能や性能につい

て、検討となってい

るものについて方

針を決定する。 

  「茅野市公共施設

再編計画」の見直し

年であるため、検討

となっている施設

の方針を決定する。 

  計画の進捗が遅れているこ

とから、茅野市公共施設再編

計画を今年度中に見直すこ

ととした。各所管課を集めて

説明会を開催し、見直しを依

頼した。 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

32 譲渡・廃止施設

の実行管理 

「茅野市公共施設

再編計画」で譲渡・

廃止が決定してい

る施設の実行管理

を行う。 

  「茅野市公共施設

再編計画」で譲渡・

廃止が決定してい

る施設の実行管理

を行う。 

  なごみの家は、施設譲渡に向

け鑑定士に鑑定評価を依頼

した。 

  菅沢教職員住宅は解体を進

めている。 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

33 公共施設の計

画的な保全管

理 

各施設の大規模改

修については、優先

順位に基づいて、実

施計画により一括

管理で施設保全を

行う。 

  中長期改修計画の

各施設の改修時期

（目安）に基づき、

公共施設再編計画、

公共施設保全指針

の調査を行ない、効

率よく施設の維持

及び長寿命化を図

りながら、改修費用

の平準化に努める。 

  施設カルテの完成に向けて、

建設後 30 年以上経過した RC

造施設 15 施設についてコン

クリート躯体調査を実施し

ている。今後、得られたデー

タを基に施設カルテを完成

させる。 
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改
革
項
目
① 

施
設
再
編
の
取
組 

改革内容①－3 施設の複合化やＤＸ活用による運営の効率化【主管課：各担当課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

34 施設の複合化、

運営の効率化 

施設の複合化やＤ

Ｘ活用による運営

の効率化の検討 

  施設方向性の調査・

利用頻度調査から

市内類似機能の施

設について複合化

を検討する。 

  ＤＸ活用による運

営の効率化を検討

する。 

  10 月 1 日からのキャッシュ

レス決済の導入に向け準備

を進めた。 

  講座やアンケートの一部を

電子申請で受け付けた。 

  宮川地区 CC 事務所の中央公

民館への移転に向け協議し

た。 

  各種証明書のコンビニ交付

を推進するため、チラシを配

布した。 

改革内容①－4 民間活用を検討するためのサウンディング調査の実施【主管課：財政課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

35 サウンディン

グによる民間

活力投入の市

場調査の実施 

施設の有効活用に

あたって、民間活用

を検討するためサ

ウンディング（民間

事業者との意見交

換等を通し、事業に

対して様々なアイ

ディアや意見を把

握する調査）による

市場調査を行う。 

  サウンディング調

査を行う施設を検

討し、調査を実施す

る。 

  温泉施設で民間譲渡を必須

条件とするサウンディング

型市場調査の実施要領を作

成し、公開した。 

改革内容①－5 
施設の毎月利用状況のフィードバックによる活用対策の検討【主管課：各担

当課】 

№ 取組 取組内容 令和７年度取組計画 上半期取組結果 

36 施設の活用対

策の検討 

施設の毎月の利用

状況をフィードバ

ックすることで、施

設の活用対策の検

討を行う。 

  施設の毎月の利用

状況をフィードバ

ックすることで、施

設の活用対策の検

討を行う。市民活動

センターや中央公

民館など貸室の有

効活用を検証する。 

  一部の施設で利便性向上を

図るため、利用実態から予約

可能期間、利用期間を変更し

た。 

  毎月の利用状況を調査し、マ

イナンバーセンターのあり

方検討の資料として活用し

た。 



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 1

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

本館、地区館、分館の組織や活動
の実態と課題を調査し、必要に応
じて改善点の助言や事例紹介など
を行う。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・分館活動実態調査内容・方法等に
ついて検討中。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・分館活動実態調査及び内容案を専
門委員会へ諮り決定
・今年の分館活動がほぼ実施された
時期となる10月に各分館に調査票を
配布し、12月に回収する予定で準備
中。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・学習専門委員会において、分館組
織、分館活動についてのアンケート
をまとめ、各地区分館長主事連絡会
を通じて情報提供を実施。
・学習専門委員会において、地域の
公民館活動に知見のある講師の助言
を得るなど、分館活動のあり方につ
いて検討中。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

・分館活動実態調査項目（分館組
織、役員任期、実施事業・経費、他
との連携、中央・地区公民館への希
望等）調査時期・方法を固める。

・分館活動実態調査内容・方法につい
ての案を作成.
・今後、専門委員会、地区公民館で案
を確認後、実態調査を実施する。

・分館活動実態調査を実施し、結果
をまとめる。
・先進的公民館活動について、講
座・研修会・大会への参加、視察の
実施、雑誌・インターネット等によ
り情報収集を図る。

・学習専門委員会で検討し、各分館に
分館組織等、分館事業についてのアン
ケート調査を配布、回収を実施。
・アンケート調査結果を集計中。
・広報専門委員会で、自治会・市民活
動・ＮＰＯ公民館支援を行っている岐
阜市の活動を取材し、公民館報で紹介
した。

・分館活動の参考にするため、実態
調査結果・取組事例等を各地区分館
長主事連絡会等で意見交換を交えて
紹介し、各分館へ展開していく。

・学習専門委員会で検討した内容を踏
まえ、分館職員研修会において、知見
の深い講師による地域の公民館活動に
ついての講演、参加者によるこれから
の公民館活動についてのワークショッ
プを実施。
・学習専門委員会で公民館活動につい
て、課題調査を実施。
・地区館、分館への改善点の助言、事
例紹介については、随時行っている。

取　組 目指すところ

学びと実践の場としての公民館活動の見直
し

必要なこと、時代に合った活
動の実施ができている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

中央公民館

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①－1 公民館活動等の目的、機能等を検証し、時代に合った活動に改善

1

【R7.12.16茅野市行財政審議会】
資料１－２



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 2

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

既存の改革事例集を元に、近年、市内外
で区・自治会運営を効率化した事例を情
報収集し、事例集をバージョンアップす
る。
地区区長会で事例集を説明・共有し、各
区に改革の必要性を投げかける。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・課内協議で方針確認
・御柱祭で区長・自治会長多忙なた
め調査等は下半期に見送り

＜課題＞
・事例情報収集するためのアンケー
ト作成、調査実施
・課内プロジェクトチーム立上げ、
検討開始

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（10回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・7/10　市区長会長会
・効率的な区・自治会運営の協議に
係るモデル区募集（9/29〆切）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・モデル区会議開催（5回）

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・モデル区会議開催（4回）

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①－2 スリムな区・自治会活動に向けた先進事例の紹介や、移住者や若い世代の声等の共有

取　組 目指すところ

改革先進事例の紹介
区や自治会に加入しやすく、
区民の負担が少ない環境で活
動がされている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・取組方針について市区長会長会、
各地区区長会、モデル区会議での検
討

・区・自治会から改革事例収集。
・他自治体の改革事例収集。

・「区・自治会役員等の負担軽減・担
い手不足への対応」の取組開始
1/31　地域経営会議
2/3　部課長会議
2/14　全庁説明会
2～3月　庁内プロジェクトチーム会議
＜課題＞
・Ｒ5実施予定の実態調査に合せて事
例を把握

・区・自治会から改革事例収集。
・他自治体の改革。事例集
・取集した情報をまとめて既存の事
例集を改訂し、区・自治会に配付し
て改革の提案を行う。

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（4回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・実態調査（H31,R4,R5区長対象）
・モデル区会議開催（5回）

・引続き改革の提案 ・モデル区会議開催（5回）
＜課題＞
モデル区における改革が区の構造的な
問題により進んでいない。また全国的
にも区・自治会の衰退が進んでおり、
提案できる改革事例が少ないことか
ら、今後の取組方針を区長会長会等で
検討する必要がある。

2



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 3

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

移住者や若者からの違う視点の意
見を吸い上げ、共有する方法を検
討し、実施する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・課内協議で方針確認

〈課題〉
・課内プロジェクトチーム立上げて
検討開始 Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（10回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・7/10　市区長会長会
・効率的な区・自治会運営の協議に
係るモデル区募集（9/29〆切）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・モデル区会議開催（5回）

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・移住者とのゆいわーくカフェの開
催（1回）

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①－2 スリムな区・自治会活動に向けた先進事例の紹介や、移住者や若い世代の声等の共有

取　組 目指すところ

移住者や若者の声の共有

移住者や若者の声が区・自治
会運営に反映され、区・自治
会への加入につながってい
る。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・取組方針について市区長会長会、
各地区区長会、モデル区会議での検
討

・課内プロジェクトチーム立上げ
・方針取組内容検討

・「区・自治会役員等の負担軽減・担
い手不足への対応」の取組開始
1/31　地域経営会議
2/3　部課長会議
2/14　全庁説明会
2～3月　庁内プロジェクトチーム会議
＜課題＞
・Ｒ5実施予定の実態調査により実態
把握

・区・自治会実態調査の中で、移住
者や若者世代の参画状況把握。
・地域の若者・移住者意識調査実
施。
・調査結果に基づき、方策検討。

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（4回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・実態調査（H31,R4,R5区長対象）
・モデル区会議開催（5回）

・方策を区に提案。 ・モデル区会議開催（5回）
＜課題＞
モデル区における改革が区の構造的な
問題により進んでいない。また全国的
にも区・自治会の衰退が進んでおり、
提案できる改革事例が少ないことか
ら、今後の取組方針を区長会長会等で
検討する必要がある。

3



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 4

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

行政連絡事務委託業務やお願い事
項、役員選出などの市からの依頼
事項を精査し、スリム化する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・区・自治会依頼事項の見直しのた
めの庁内調査準備

〈課題〉
・まちづくり懇談会を受けて全庁的
取組が必要
・調査実施
・区・自治会の負担感を具体的に実
態調査

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（10回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・7/10　市区長会長会
・効率的な区・自治会運営の協議に
係るモデル区募集（9/29〆切）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・モデル区会議開催（5回）
・要望書手続の簡素化（LoGoフォー
ルによる提出対応）
・区長宛文書要領策定による回覧文
書の削減
・区長宛文書の電子データ化試行

Ａ

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①－2 スリムな区・自治会活動に向けた先進事例の紹介や、移住者や若い世代の声等の共有

取　組 目指すところ

市からの依頼事項の見直し
区や自治会に加入しやすく、
区民の負担が少ない環境で活
動がされている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・区・自治会依頼事項の庁内調査・
課題抽出

・「区・自治会役員等の負担軽減・担
い手不足への対応」の取組開始
1/31　地域経営会議
2/3　部課長会議
2/14　全庁説明会
2～3月　庁内プロジェクトチーム会議
＜課題＞
・依頼事項の実態把握と担当課協議

・行政連絡事務委託業務やお願い事
項、役員選出を関係課と協議し、見
直し案作成。
・見直し案を区・自治会に伝達し、
R6年区政から実施。

・庁内プロジェクトチーム会議開催
（4回）
・6/26　先進地視察（塩尻市）
・実態調査（H31,R4,R5区長対象）
・モデル区会議開催（5回）

・行政連絡事務委託業務やお願い事
項、役員選出を関係課と協議し、見
直し案作成
・見直し案を区・自治会に伝達し、
Ｒ7区政から実施

・モデル区会議開催（5回）
・役員選出・推薦依頼の一本化（依
頼、様式、提出期限）

＜総括＞
市からの依頼事項の見直しについて
は、一定の成果が挙げられたため行革
での進捗管理は終了したい。

4



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 5

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

zoomなどを使ったオンライン会議
の紹介やスマートフォンのアプリ
を使った回覧板の方法を紹介し、
その導入を支援する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・課内協議

〈課題〉
・ＰＪＴ立ち上げて調査、研究
・回覧文書ＰＤＦ化実施 Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・ＤＸ推進課主導による都市ＯＳ導
入に係る協議
・都市ＯＳプレ運用

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・モデル区会議開催（5回）
・都市ＯＳ地域コミュニティサービ
スの機能改善協議
・回覧板アプリの導入検討

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・モデル区会議開催（4回）
・DX推進課、防災課との協議（2回）

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①-3 情報伝達の会議や区内伝達手段にＤＸを活用した手法の導入を支援

取　組 目指すところ

報告や情報共有を主目的とした会議や、紙
回覧板等を電子化する紹介

先進事例を基に、区や自治会
が効率的な活動を行う。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・先進事例の全市的に展開

・市回覧文書ＰＤＦ化、スマート
フォンのアプリを使った周知方法等
の導入についてＰＪＴで調査・研究
する。
・回覧文書ＰＤＦ化はＲ6.1月から
実施

庁内プロジェクトチームによる検討
（2/9、3/3）
＜課題＞
・R5区・自治会負担軽減の取組と合わ
せて検討を進める.

・モデル地区における都市ＯＳによ
り電子化の検討を行う。
・区・自治会の会議等運営方法を実
態調査し、活用するDX手法を検討す
る。

・モデル区との会議（５回）
・モデル区４区のうち２区で回覧板電
子化の導入検討
・区長宛文書の電子化についてモデル
区と検討

・区で活用できるＤＸ手法を引続き
検討。
・ＤＸモデル区を選定し、試験導入
を行う。

・モデル区会議開催（5回）
・回覧板アプリの導入検討
・先進区の取組支援（小堂見区）と水
平展開
＜課題＞
ＤＸ化に対する機運の醸成が必要。今
後は先進区の事例を全市的に広く共有
する必要がある。

5



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 6

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

団員定数、組織、活動、報酬等の
見直しなどを含めた消防団のあり
方を示した「茅野市消防団総合計
画」を策定、実施する。

Ｒ５～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・「茅野市消防団総合計画」策定の
ため庁内調整会議を開催し、関係課
と調整中。消防団の団員定数やポン
プ車の台数の見直しなどについて、
各地区での協議を進めている。
＜課題＞
・地区ごとの状況の違いにより、全
市一斉の施行は取り止めとし、地区
ごとに施行することとする。
・各地区からの依頼により区長会へ
出席し、説明を実施する。

Ａ

令和5年度
(2023年度)

・昨年度10地区に対し一定の説明は
終了したが、今年度についても要望
により区長会・区での説明を実施し
ている。
・来年度予算の関係も含め未実施の7
分団の状況を確認したところ、9月現
在で令和6年4月より5分団が施行、2
分団が継続審議の予定となってい
る。

Ａ

令和6年度
(2024年度)

・残り３分団の再編が可能となった
場合、全消防団員の年報酬改正が必
要となるため、茅野市消防委員会へ
諮問し、改正額（案）を検討済。
・３分団の状況としては宮川分団は
１０月区長会で承認される見込み。
玉川分団はR７年４月１日実施に向け
地区ごとの協議を実施。豊平地区区
長会としては承認されるが一部の区
で計画実施に難色。

Ａ

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

・茅野市消防団総合計画施行。

・令和5年4月1日施行で計画し策定
委員会、庁内調整会議、各地区区長
会への説明を行う。
（市内10地区では消防団員の状況や
区・自治会の考え方の違いもあり、
全市一斉での施行を止め、計画は10
地区ごとに進めることとする。）
・令和5年3月議会に団員定数及び出
動手当の改定を上程する。

・「消防団総合計画」を3月に策定し
たが、各地区ごとに協議が整った分団
から施行することとなり令和5年4月1
日より１０分団中３分団が施行となっ
た。
・団員定数の見直しと出動手当につい
ては３月議会に提案し可決いただいて
いる。
・令和５年度についても残り７分団の
協議を積極的に進めて行く。

・概ね3年間で市内全地区での施行
を目指す。団員定数削減や部の統合
については区・自治会単位での理解
を頂ける計画となるよう区長会や地
区運営協議会を通じ協議を行う。

・令和５年度中において４分団の協議
が整い令和６年４月１日より施行す
る。
・令和６年度からの施行に合わせ３月
議会にて団員数の条例改正を実施
・残り３分団についても令和７年４月
１日施行に向け、区長会等での協議を
実施している。

・概ね3年間で市内全地区での施行
を目指す。団員定数削減や部の統合
については区・自治会単位での理解
を頂ける計画となるよう区長会や地
区運営協議会を通じ協議を行う。

・令和6年度において残り3分団も全て
再編成が合意となり、令和7年度より
全分団に於いて消防団総合計画の施行
となる。
・団員定数については608名で条例改
正（3月議会可決）
・団員手当についても条例改正（3月
議会可決）

取　組 目指すところ

消防団組織、活動についての見直し・改善
実態や目的に合わせた新たな
消防団活動を行う。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

消防課

柱

改革項目① 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組み作り

改革内容①－4 消防団組織、活動についての見直し・改善

6



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 7

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

共通のデータ連携基盤である都
市ＯＳを構築し、市民が必要と
するデジタルマッチングツール
を導入する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・データ連携を行う基礎となる都市
OSの構築を実施中（R5.3公開予
定）。
・各分野におけるユーザー向けサー
ビスの構築は順次実装予定(現在、健
康福祉のPHR閲覧アプリ、交通ののら
ざあアプリ、観光の信州八ヶ岳あぷ
り、登山アプリとのID連携を構築
中)。
・オープンデータカタログサイトの
公開に向けて準備中（R5.3予定）。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・都市ＯＳの拡張機能として、区自
治会の回覧板を電子化し、オプトイ
ンに基づいて地域住民が閲覧できる
機能を構築中。モデル区を中心に運
用を固めていく。
・ＤＸ基本計画は、茅野市ＤＸ外部
評価委員会を中心に検討を開始し
た。
・Ｒ６年度事業構築の中で、ＬＧ系
データを活用した市民サービス（見
守りサービス）の検討を開始した。

Ｂ

ＤＸ推進課

柱

改革項目② 新たな共助の仕組み作り

改革内容②－1 ＤＸを活用したニーズ（困りごと）とサポート（支援）のマッチングによる未来型ゆいの実現

取　組 目指すところ

都市ＯＳの構築と運用

医療や福祉、防災、交通等の分野でニーズ
(困りごと)とサポート(支援)のマッチングを
都市ＯＳ(共通のデータ連携基盤)上で効率的
に行う。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・データ連携基盤である都市ＯＳの設
計と構築。
・情報提供及びサービスのインター
フェイスであるポータルサイト構築。
・サービス利用のためのオプトイン機
能を実装。
・オープンデータカタログサイトの構
築。
・ＤＸ基本計画の検討によるルールや
市民参加方法の検討。
・市内の各業界団体や各種審議会から
構成する「DX推進協議会」「外部評価
委員会」を設立。
・DX基本計画の策定に向け、市民の困
りごとを収集するためのインタ
ビュー・ワークショップの実施。

・データ連携基盤（都市ＯＳ）の構
築とインターフェースとなる「茅野
市どっとネット」の公開（R5.3）。
・公開時に連携したサービスに対し
てのオプトイン機能を実装。今後追
加するサービスや連携項目について
オプトイン取得を可能とした。
・「茅野市オープンデータカタログ
サイト」を公開し、従前市公式ＨＰ
で掲載していた情報を移行、新規
データの掲載を実施（R5.3）。
・ＤＸ基本計画素案を検討するとと
もに、市民の代表である「茅野市Ｄ
Ｘ推進協議会」「茅野市ＤＸ外部評
価委員会」を設立（R4.12）。
・市民向けにデプスインタビューを
実施し、住所地や年代等で分類した
各セグメントの生活のお困りごとを
調査。

・ＤＸ基本計画の策定（3か年を単位
とし、見直し更新をしていく予定。策
定時期は、第6次総合計画と連動を予
定）
・市役所基幹系データ等の情報連携の
検討。
・ヘルスヘア領域サービス等の展開。

・回覧板の電子化については、1地
区、4区への導入支援を行い、区民
周知用のチラシや区役員向け操作マ
ニュアルの整備を実施。今後パート
ナーシップのまちづくり推進課とも
協働して横展開していく。
・オープンデータカタログサイトと
に掲載している公共施設AEDデータ
と全国AEDマップの連携を実施。
・災害時要支援者向けの見守りサー
ビスの検討は、ユースケースを個別
避難計画策定支援として検討中。
・ＤＸ基本計画の策定は、総論部分
について令和6年度にパブリックコ
メントを予定。各論は事業化なども
巻き込みながら検討していく。
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令和6年度
(2024年度)

・DX基本計画（総論）について、外
部評価委員会での概ねの検討が終了
し、現在まとめ作業に取り組んでい
る。
・子育て支援策の強化を図るため、
総務省「地域課題解決のためのス
マートシティ推進事業」を活用し、
①小児オンライン医療相談アプリの
導入 ②導入済みの母子手帳アプリの
機能拡張 ③両アプリの都市OS接続に
着手した。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・令和７年４月にDX基本計画を公表
し、DXで目指す社会や、進めるため
の具体的な手順、重点テーマ等を示
した。
・DX基本計画で重点テーマに掲げて
いる防災分野について、プラット
フォームの構築に向け、関係各課と
の協議を行った。

令和8年度
(2026年度)

・ＤＸ基本計画で定めた事業の推進に
よる未来型ゆいの実現。

・ＤＸ基本計画で定めた事業の推進に
よる未来型ゆいの実現。

・ＤＸ基本計（各論）の検討・策定、
未来型ゆいの実現（サービス群との
データ連携）。

・DX基本計画を策定し、令和７年４
月１日から施行する。
・小児オンライン相談アプリの運用
を令和６年11月１日から開始した。
また、母子手帳アプリの機能拡張を
実施し、令和７年１月15日から運用
を開始した。
・更に、小児オンライン相談アプリ
と母子手帳アプリとを都市OSに接続
させ、都市OSIDによる両アプリへの
シングルサインオンを可能にし、
ユーザーの利便性向上を図った。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 8-企

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

市民向けのスマートフォンやＰＣな
どの電子端末の操作方法の講座を開
催する。また、本人確認に必要とな
るマイナンバーカードの普及を推進
する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・コロナ禍で茅野市情報プラザが休
館となったR2.4月以降、毎月、ワー
クラボ八ヶ岳を会場に、地域情報化
講習会とパソコン初級者お助け隊を
開催。茅野市情報プラザ閉館後も継
続。
＜課題＞
・「のらざあ」講習会と地域での出
張講習会の実施。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・スマートフォン主体の研修会を４
月、６月、８月に実施。
「のらざあ」の出張講習会を地区Ｃ
Ｃにて開催する計画をたて、８月に
所長会議にて了承される。１０月に
ちの、宮川地区以外の８地区にて実
施予定。
上半期地域情報化講習会延べ人数532
人

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・北山CC・湖東CC・泉野CCにて「の
らざあ」講習会を計画し実施。
「実績」
のらざあ講習会
R6.7北山CC（参加者1名）R6.7湖東CC
（参加者0名）R6.8泉野CC（参加者4
名）
R6.7スマートフォンお助け隊（参加
者2名）
上半期地域情報化講習会延べ人数255
人

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

「スマートフォン基礎講座」「のら
ざあ講習会」「LINE講習会」等ス
マートフォン
　　講習会を５・６・７・９月に実
施。
　　PCについては、8月に「基礎講
座」、５～９月毎月「パソコン初級
者サポート・相談室」を実施。
　　上半期地域情報化講習会延べ人
数160名

令和8年度
(2026年度)

ＤＸ推進課

柱

改革項目② 新たな共助の仕組み作り

改革内容②－1 ＤＸを活用したニーズ（困りごと）とサポート（支援）のマッチングによる未来型ゆいの実現

取　組 目指すところ

ＤＸに必要なスキルのサポート等
市民のデジタルデバイドの解消とマイナンバー
カードの普及率向上

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・地域情報化講習会のパソコン初心
者お助け隊にスマートフォンお助け
隊を追加する。
・地区ＣＣでの出張講習会を継続
し、開催回数を検討する。

・茅野市ICT活用戦略の住民の情報
リテラシー向上の推進、情報化拠点
施設の運営充実において、茅野市情
報プラザ休館・閉鎖後の補完事業と
して、講習会の実施や住民のICT利
用普及を手助けする活動を行う。

・ワークラボ八ヶ岳を会場に、地域情
報化講習会とパソコン初級者を継続。
・課題であった「のらざあ」講習会を
計画し実施。
「実績」
R4.12.6(参加者4名)R4.12.13（参加者
3名）R5.2.7（参加者6名）R5.2.14
（参加者2名）R5.2.21（参加者4名）

・毎月の地域情報化講習会をスマー
トフォン主体の構成に変更し、デジ
タルデバイド解消を進める。スマー
トフォン講習会には「のらざあ」を
取り入れる。また、地域での出張講
習会を地区ＣＣで開催する。

・10月にちの、宮川地区以外の８地区
のコミュニュティにて「のらざあ」講
習会を計画し実施。
「実績」
R5.10.3米沢CC（参加者3名）R5.10.6
中大塩（参加者5名）R5.10.10北山CC
（参加者1名）R5.10.13湖東CC（参加0
人）R5.10.17豊平CC（参加者0人）
R5.10.18泉野CC（参加者2人）
R5.10.19金沢CC（参加者0人）
下半期地域情報化講習会延べ人数512
人

・地域情報化講習会のパソコン初心
者お助け隊にスマートフォンお助け
隊を追加する。
・地区ＣＣでの出張講習会を継続
し、開催回数を検討する。

・スマートフォン入門講座を令和6年
11月、12月、令和7年1月、2月、3月に
実施。
「実績」
・パソコン初心者お助け隊（参加者延
べ人数53人）
・スマートフォン入門講座（参加者延
べ人数138人）
・プログラミング講座（参加者延べ人
数606人）
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 8-市

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

市民向けのスマートフォンやＰＣな
どの電子端末の操作方法の講座を開
催する。また、本人確認に必要とな
るマイナンバーカードの普及を推進
する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

【マイナンバー関係】
・6月から8月までの参議院選挙及び
県知事選挙時の期日前投票に合わせ
て、市役所で夜間、休日にマイナン
バーカード交付申請窓口を開設(受付
件数583件)。マイナンバーセンター
を7月にリニューアル、8月各地区Ｃ
Ｃで出張センターを開設(受付件数75
件)。9月ワクチン会場にて出張マイ
ナンバーセンター開設(受付件数49
件)。９月末現在の全国の交付率は
48.96％、茅野市は44.25％。
＜課題＞
　マイナンバーカード取得の推奨に
ついて、カードの利便性が上がらな
いため説明ができない。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

【マイナンバー関係】
・Ｒ5.2月までに申請するとマイナポ
イントの対象とされていたことか
ら、3月以降の申請が減少した。
　なお、８月末現在の全国の交付率
は75.85％、茅野市は75.30％。
〈課題〉
　国としてマイナンバーカードの信
用を回復しなければ、カードの申請
は増えてこないこと、またカードの
利活用が進まなければカード申請は
増えないと思われる。

Ｂ

市民課

柱

改革項目② 新たな共助の仕組み作り

改革内容②－1 ＤＸを活用したニーズ（困りごと）とサポート（支援）のマッチングによる未来型ゆいの実現

取　組 目指すところ

ＤＸに必要なスキルのサポート等
市民のデジタルデバイドの解消とマイナン
バーカードの普及率向上

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

【マイナンバー関係】
 国のマイナンバーカード交付率は
R4.6.1現在、44.7％となっている。
一方、茅野市は39.6％で、国の交付
率を下回っている。このことから国
の交付率を超えることを目標にす
る。そのために、県知事選挙や参議
院選挙時の期日前投票時に市役所に
おいて平日はもとより夜間、土日の
マイナンバーカードの申請受付窓口
を設置したり、各地区コミュニティ
センターにおいて出張マイナンバー
センターを開催したりする。また、
市内大型店や事業所、ワクチン会場
においても出張マイナンバーセン
ターを開設し、マイナンバーカード
の交付申請受付を行う。

【マイナンバー関係】
・ワクチン接種会場にて出張マイナン
バーカード申請窓口開設(1回受付件数
12件)。企業訪問による出張センター
開設(受付件数8社87件)。保育園の入
所受付時に出張センター開設(受付件
数18園91件)、11月から市内の大型店
で出張センターを開設(5会場13回受付
件数326件)。中央病院で3日間出張セ
ンター開設(受付件数8件)、12月から
区・自治会公民館へ出張センター開設
(32回31区受付件数488件)、10地区の
コミュニティセンター及びゆいわーく
茅野でカード申請受付開始(受付件数
183件)。3月末現在の全国の交付率は
67.0％、茅野市は63.9％。
＜課題＞
　マイナンバーカード取得の推奨につ
いて、カードの利便性が上がらないた
め説明ができない。

　国の交付率より上回ることを目標
に、引き続きマイナンバーカード取
得を勧奨していく。これからは、高
齢者施設や福祉施設など体が不自由
な方を対象にカード取得の取組を勧
める。また、マイナンバーセンター
以外でも、引き続き、本庁や各地区
コミュニティセンター窓口でも申請
受付を行い、交付率100％に向けた
取組を実施。

【マイナンバー関係】
・上半期に続き申請が停滞している
が、下半期は高齢者や障碍者施設に出
向き、マイナンバーカードの申請を受
けている。
　なお、３月末現在の全国の交付率は
78.66％、茅野市は77.77％。
〈課題〉
　茅野市として住民票等証明書のコン
ビニ交付以外にマイナンバーカードの
利活用を考えなければカード申請は増
えないと思われる。

10



令和6年度
(2024年度)

【マイナンバー関係】
・昨年度に引き続き、高齢者施設や
福祉施設の出張申請を行った。ま
た、ケアマネージャーからの要望に
より、個人宅への出張申請も始まっ
ており、個別・困難案件が多くなっ
てきている。また、12月に廃止され
る健康保険証の影響から徐々に申
請・交付件数が増えてきている。
なお、９月末現在の全国の交付率は
81.6％、茅野市は80.3％。
〈課題〉
健康保険証をきっかけとするカード
交付は住民の不信感が拭えず、暫定
的に保有件数は伸びても継続的な増
加は見込めない。カードへの信頼回
復、利活用や情報連携が進むことで
カード更新を見据えた安定的なカー
ド保有につながると考える。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

【マイナンバー関係】
・カード更新件数、電子証明書更新
件数が昨年度に比べて急増してい
る。また、R7.12の健康保険証の最終
期限を目前とし、新規でのカード申
請件数も増えている。国から更新手
続きの案内通知は郵送されている
が、市としても更新手続きを忘れな
いように広報ちので更新方法の記事
を掲載してPRしている。なお、ご自
身でカードを作ることが困難な高齢
者施設や福祉施設への出張申請を引
き続き行っている。9月末時点での全
国の保有率は79.6％、茅野市は
79.4％。
（課題）
マイナ保険証、マイナ免許証、スマ
ホ電子証明書など、マイナンバー
カードの利活用が始まっているが、
マイナンバーカードの交付・更新を
主として取り扱う市民課において
は、カードに関わる事務以外の新し
い制度を説明することが困難な事例
が増えてきている。今後は市独自の
利活用も含めて、市としてカードの
便利さなどをPRしていくことがカー
ド保有率の維持につながるものと考
える。

令和8年度
(2026年度)

　本格的なカード更新時期を迎え、
新規でのカード交付率という指標で
はなく、継続してカードを利用して
いくカード保有率の維持を指標とす
る。そのため、土・日・祝日営業を
行っているマイナンバーセンターの
利点を最大限活かし、カードを更新
しやすい体制を継続していく。正規
職員１名以外は会計年度任用職員が
業務を担っているため、会計年度任
用職員のスキルアップを図ってい
く。併せて、カードの新規申請につ
いては令和６年度に続き、高齢者施
設や福祉施設など体が不自由な方を
対象にカード取得の取組を勧める。

　国の交付率より上回ることを目標
に、引き続きマイナンバーカード取
得を勧奨していく。令和５年度の下
半期に続き、高齢者施設や福祉施設
など体が不自由な方を対象にカード
取得の取組を勧める。また、マイナ
ンバーセンター以外でも、引き続
き、本庁や各地区コミュニティセン
ター窓口でも申請受付を行い、交付
率100％に向けた取組を実施。

【マイナンバー関係】
・12月に廃止される健康保険証をきっ
かけに新規でカード申請をされる方が
増えた。また、成人の方の本格的な
カード更新が始まり、併せて電子証明
書の更新件数が急増している。窓口体
制を強化するため、本庁およびマイナ
ンバーセンターにおいて会計年度任用
職員を各1名増員し対応を行ってい
る。高齢者施設への出張申請も引き続
き実施し、ご自身での申請が困難な方
へのサポートも行っている。２月末現
在の全国および茅野市のカード保有率
は同率で78.0％。
※カード更新の時期を迎え、R7.2末は
カード交付率ではなくカード保有率
（交付枚数から死亡や有効期限切れな
どにより廃止されたカードの枚数を除
いたもの）のみ公表されている。
〈課題〉
カード更新の時期を迎え、健康保険証
利用や運転免許証との一体化などの運
用は始まっているが、カードのさらな
る利活用が進むことでカードの継続的
な保有につながるものと思われる。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 9

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連団
体の役割や活動手法等について検
証して課題を整理し、時代に合っ
たあり方へのバージョンアップを
検討する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連団体
からのヒアリング実施。
・推進会議準備委員会にて課題共
有。

＜課題＞
・課題共有、テーマ設定、進め方設
計。
・コロナ禍における活動再開支援。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・7/3　パートナーシップのまちづく
り推進本部員会議
・7/4　部課長会議
・8/18　パートナーシップのまちづ
くり推進会議
・9/5　パートナーシップのまちづく
り推進会議準備委員会

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・7/2協働に関する研修
・パートナーシップのまちづくり推
進会議準備委員会における協議（指
針等策定に向けた検討）
・パートナーシップのまちづくり推
進チーム会議における課題共有

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・7/22協働に関する研修
・パートナーシップのまちづくり推
進チーム会議における情報共有及び
意見交換（1回）

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目③ パートナーシップのまちづくり関連団体の役割、必要性等を検証し、時代に合った活動に転換

改革内容③－1 パートナーシップのまちづくり関連団体の役割や活動の手法を、時代に合った内容へ見直し

取　組 目指すところ

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連団体の課題の
整理

関連団体と市が共に時代に
合った内容でﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのま
ちづくりを進めている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・パートナーシップのまちづくりと
は何かについて整理し、何らかの形
（指針、計画、条例等）にまとめ、
市民参加によるまちづくりの方法を
明確にする。

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連団体
のヒアリングにより課題抽出。
・推進会議準備委員会にて抽出課題
に基づいたテーマ設定、解決のプロ
セス設計。
・推進会議にてテーマに基づいて市
民・職員共同協議開始。

・推進会議準備委員会（10～3月）
・3/30　コロナ禍での活動再開をテー
マに推進会議開催

＜課題＞
・コロナ禍における活動再開支援
・当初取組計画の実施

・令和４年度取組計画の実施
・各分野別団体、各コミュニティ等
において市民・職員共同でそれぞれ
検討を進める。
・今後のあり方について全関係者で
合意形成。

パートナーシップのまちづくり推進会
議・準備委員会において住民自治の必
要性を協議
（庁内）パートナーシップのまちづく
り推進チーム会議において分野別活動
団体の課題等を共有
＜課題＞
・推進会議、分野別活動団体との課題
共有

・合意したあり方に基づいて各分
野、コミュニティの見直し実施。

・パートナーシップのまちづくり推進
会議準備委員会における協議（指針等
策定に向けた検討）
・パートナーシップのまちづくり推進
チーム会議における課題共有
・研修講師と準備委員との意見交換
＜課題＞
パートナーシップのまちづくりに対す
る認識の相違
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 10

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部
署の業務を検証して課題を整理
し、時代に合ったあり方へのバー
ジョンアップを検討する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部署
ヒアリング実施。
・推進会議準備委員会にて課題共有

＜課題＞
・引続き庁内ヒアリング、課題共
有、テーマ設定、進め方設計、庁内
検討体制整備。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・7/3　パートナーシップのまちづく
り推進本部員会議
・7/4　部課長会議
・8/18　パートナーシップのまちづ
くり推進会議
・9/5　パートナーシップのまちづく
り推進会議準備委員会
＜課題＞
・市側の課題抽出

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・7/2協働に関する研修
・パートナーシップのまちづくり推
進会議準備委員会における協議（指
針等策定に向けた検討）
・パートナーシップのまちづくり推
進チーム会議における課題共有

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・7/22協働に関する研修
・パートナーシップのまちづくり推
進チーム会議における情報共有及び
意見交換（1回）

令和8年度
(2026年度)

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進課

柱

改革項目③ パートナーシップのまちづくり関連団体の役割、必要性等を検証し、時代に合った活動に転換

改革内容③-2 事務局等における市の関与の在り方を検証し、必要に応じた見直しを実施

取　組 目指すところ

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部署の業務を
検証し、課題を整理

関連団体と市が共に時代に
合った内容でﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのま
ちづくりを進めている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・パートナーシップのまちづくりと
は何かについて整理し、市民と行政
の役割分担について話し合いを行
う。

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部署
のヒアリングにより課題抽出。
・推進会議準備委員会にて抽出課題
に基づいたテーマ設定、解決のプロ
セス設計。
・推進会議にてテーマに基づいて市
民・職員共同協議開始。

・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり関連部署ヒ
アリング実施。

＜課題＞
・引き続き庁内ヒアリング、課題共
有、テーマ設定、進め方設計、庁内検
討体制整備。

・令和４年度取組計画の実施
・各分野別団体、各コミュニティ等
において市民・職員共同でそれぞれ
検討を進める。
・今後のあり方について全関係者で
合意形成。

パートナーシップのまちづくり推進会
議・準備委員会において住民自治の必
要性を協議
（庁内）パートナーシップのまちづく
り推進チーム会議において分野別活動
団体の課題等を共有
＜課題＞
・推進会議、分野別活動団体との課題
共有

・合意したあり方に基づいて各分
野、コミュニティの見直し実施。

・パートナーシップのまちづくり推進
会議準備委員会における協議（指針等
策定に向けた検討）
・パートナーシップのまちづくり推進
チーム会議における課題共有
・研修講師と準備委員との意見交換
＜課題＞
パートナーシップのまちづくりに対す
る認識の相違
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 11

担当部署

（１）住民自治

内容 時期

分野別の関連市民団体の意見に加
え、広く市民から意見を聞くこと
ができる仕組みを、デジタルツー
ルを使って構築する。

～Ｒ７

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・Decidim（参加型ウェブプラット
ホーム）仮想環境において、職員に
よる実証実験を開始。
・市民アンケートでweｂ回答が回答
の43.5％を占める。
＜課題＞
・会議やアンケート等の従来方法に
併せて実施する、Webによる新たな方
法で、いかに多くの市民に参加して
もらえるのか。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・Decidim（参加型ウェブプラット
ホーム）が利用者の操作性が難し
く、一般市民との親和性が低いこと
が判明。
・関連する委員会の意見集約にＴＥ
ＡＭＳを導入するなど、ツールの選
定を進めていく

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・国の地域活性化企業人制度を活用
し、民間事業者から、情報発信・情
報収集を主な業務としたデジタル人
材の派遣を受けた。
・派遣を受けたデジタル人材、業務
委託をしている民間事業者と協力
し、高校生、子育てをしている方、
高齢者など、様々の方を対象とした
意見聴取に取り組んでいる。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・国の地域活性化企業人制度を活用
し、民間事業者から、情報発信・情
報収集を主な業務としたデジタル人
材の派遣を受けた。
・派遣を受けたデジタル人材、業務
委託をしている民間事業者と協力
し、子育てをしている方、移住をさ
れた方など、様々の方を対象とした
意見聴取に取り組んだ。
・デジタル人材の発案により、意見
集約をするためのアンケートフォー
ム（案）の作成を行った。

令和8年度
(2026年度)

・デジタルツール等による、市民意
見を集約する仕組みを展開し、より
多くの市民が参加できる仕組にす
る。

・茅野市ICT活用戦略のSNSによる情
報発信において、従来方法とは別に
新たな方法を模索し、デジタルツー
ル等による、市民意見を集約する新
たな仕組み作りを試行する。
・市民アンケートの回答方法として
web回答を実施する。

・意見集約のためのツールについて
は、引き続き検討を行う。
・市民アンケート（WELL-Being)にあ
たり、アンケートフォーム
（questant)を活用し、回答者のうち
web回答が23.0％を占めた（R4.12）

・デジタルツール等による市民意見
を集約する新たな仕組み作りとし
て、Decidimを試験的に運用し、有
効性、効果等を検証して本格実施へ
移行する。

・DX基本計画策定の中で、意見の収
集、参加の促進の方策を検討した。
・DXに関わる事業者や委員など市民の
方とはteamsを活用したコミュニケー
ション、データ共有を積極的に行っ
た。

・デジタルツール等による、市民意
見を集約する仕組みを展開し、より
多くの市民が参加できる仕組にす
る。

・派遣を受けたデジタル人材、業務委
託をしている民間事業者と協力し、DX
推進に係る意見をWebアンケートで65
名から収集した。
・アンケート結果から、「茅野市のデ
ジタルの取り組みを知りたい。学べる
場は少人数が良い。」など、今後の広
報活動に役立つ情報を得ることができ
た。

取　組 目指すところ

デジタルツール等の活用による、市民意見
を集約する新たな仕組み作り

政策に反映する仕組みの見直
しの実施

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

ＤＸ推進課、Ｐまちづくり推進課

柱

改革項目③ パートナーシップのまちづくり関連団体の役割、必要性等を検証し、時代に合った活動に転換

改革内容③-3 市民の声を多様なツールにより集め、政策に反映する仕組みの見直し
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 12

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

デジタルツールを用いることでア
ンケートの回答がしやすい環境を
整え、より多くの若者の意見集約
を図る。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・Decidim（参加型ウェブプラット
ホーム）仮想環境において、職員に
よる実証実験を開始。

＜課題＞
・会議やアンケート等の従来方法に
併せてWebにより実施し、いかにに参
加してもらうか。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・Decidim（参加型ウェブプラット
ホーム）が利用者の操作性が難し
く、一般市民との親和性が低いこと
が判明。
・関連する委員会の意見集約にTeams
を導入するなど、ツールの選定を進
めていく

Ｃ

令和6年度
(2024年度)

・国の地域活性化企業人制度を活用
し、民間事業者から、情報発信・情
報収集を主な業務としたデジタル人
材の派遣を受けた。
・派遣を受けたデジタル人材の発案
により、CHUKOランドチノチノの利用
者から意見を聞く準備を進めてい
る。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

・国の地域活性化企業人制度を活用
し、民間事業者から、情報発信・情
報収集を主な業務としたデジタル人
材の派遣を受けた。
・デジタル人材の発案により、意見
集約をするためのアンケートフォー
ム（案）の作成を行った。

令和8年度
(2026年度)

ＤＸ推進課

柱

改革項目① 市民の声を政策へ反映する仕組み作り

改革内容①－１、2
若者に選ばれるための提案を広く市民から募集し、政策へ反映
ＤＸを活用した若者の意見集約

取　組 目指すところ

若者の意見集約
デジタルツールでの意見集約
の実施し、政策へ反映

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・デジタルツール等による、市民意
見を集約する仕組みを展開し、より
多くの市民が参加できる仕組にす
る。

・茅野市ICT活用戦略のSNSによる情
報発信において、従来方法とは別に
新たな方法を模索し、デジタルツー
ル等による、若者の意見を集約する
新たな仕組み作りを試行する。

・Decidimの導入を検討したが、使い
勝手が悪く活用が困難。導入費用も多
額のため、意見集約のためのツールに
ついては、引き続き検討を行う。
・市民アンケート（WELL-Being)にあ
たり、アンケートフォーム
（questant)を活用し、回答者のうち
web回答が23.0％を占めた（R4.12）

・Decidim以外で、新たなデジタル
ツール等による、若者の意見を集約
する仕組み作りを検討する。

・ＤＸ基本計画策定の中で、意見の収
集、参加の促進の方策を検討した。
・ＤＸに関わる事業者や委員など市民
の方とはTeamsを活用したコミュニ
ケーション、データ共有を積極的に
行った。

・Decidim以外で、新たなデジタル
ツール等による、若者の意見を集約
する仕組み作りを検討する。

・派遣を受けたデジタル人材、CHUKO
ランドチノチノとで協力し、CHUKOラ
ンドチノチノ利用者を対象としたアン
ケートを実施したが、回答人数は４人
に留まり、期待した効果を得ることが
できなかった。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 13

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

統計データによる、合理的証拠に
基づいた政策立案を行う。（EBPM
の導入）
（EBPM…ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ﾍﾞｰｽﾄﾞ･ﾎﾟﾘｼｰ･
ﾒｲｷﾝｸﾞ  証拠に基づく政策立案）

～Ｒ５

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・空き家対策事業で、空き家状況
調査の実施。市内の空き家情報を
調査し、事業展開を検討してい
く。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・第6次総合計画の基本計画の策
定にあたっては、可能な限り現状
のデータに基づく立案となるよう
に徹底し、適切なKPIの設定も含
めてデータによる検証が可能な計
画体系を構築することとした。

Ｃ

令和6年度
(2024年度)

・総合計画の基本計画の進行管理
において、定量的な評価を行うべ
く、可能な限り統計データに基づ
くKPIを設定した。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

・下半期に実施する市民意識調査
について、準備事務を進めるとと
もに、15－18歳アンケートの実施
方法について多くの回答を得るた
め実施方法の検討を進めた。

令和8年度
(2026年度)

・市民意識調査を統計データと
して活用し、事業の選択と集中
や将来的な政策立案に市民の声
を反映させる行政評価の仕組み
づくりを進める。

・経験や勘に基づくものではな
く、実験や今あるデータをもと
に検証するEBPMを導入できる事
業やEBPMの導入が必要な事業の
検証。

茅野市の統計情報を統一的な
フォーマットでオープンデータ化
し、これまで検索が難しかった統
計データ容易に参照できるように
し、ＥＢＰＭを導入できる環境を
整えた。

・第6次総合計画で掲げる事業
でEBPMを導入し、行政評価の中
でEBPMの導入がされていて、効
果が評価ができる仕組みをつく
る。

・行政評価において重点化した施
策に基づき、各課において、第６
次茅野市総合計画の基本計画の元
となるフォーマットを作成する中
で、可能な限り統計データに基づ
くKPIを取り入れるよう依頼した。

・財源が限られる中、新規の政
策立案のケースがあまりないこ
とを勘案し、行政評価におい
て、事業の優先度等の判断材料
に統計データ等を活用する方法
を検討する。

・計画期間満了に伴う総合戦略の
見直しにおいて、統計データに基
づくKPIの再設定を行うとともに、
施策や事業の更新を行った。
・来年度からの事務事業評価の再
開において、統計データを活かし
たKPIも取り入れることとした。

取　組 目指すところ

統計データを政策立案に活かす仕組み作り ＥＢＰＭを行う仕組み作り

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

企画課

柱

改革項目① 市民の声を政策へ反映する仕組み作り

改革内容①-3 統計データ等を政策立案に活かす仕組み作り
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 14

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

事業の優先度判断や事業仕分けができる
ように、毎年の行政評価（事後評価）の
手法や対象を見直す。また、政策実施状
況をタイムリーに市民へ周知するための
広報の仕方を見直す。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・今まで行っていた、事務事業評価
と施策評価について見直し、ＰＤＣ
Ａサイクルが適正に機能する評価シ
ステムになるように検討中。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・行政評価において、施策の重点化
を意識した作業実施を各部署へ依頼
するとともに、その結果を総合計画
の基本計画策定に活かし、事業の選
択と集中を図る手法を試行してい
る。

Ｃ

令和6年度
(2024年度)

・第6次茅野市総合計画の基本計画に
おいて、重点化した施策の評価を行
うためのKPIを設定することができ
た。今後、そのKPIと事業のKPIを連
動させ優先度判断等につながる仕組
みを検討する。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

・評価者の負担軽減と、上位の評価
者が全体像を短時間で掴むことを主
な目的に、従来の様式の見直しを行
い、評価を実施した。また、事務事
業点検表（事務事業評価）について
は９月の予算決算委員会前に、市HP
への掲載を行った。

令和8年度
(2026年度)

・第6次茅野市総合計画の進行管理
のため、従来の事務事業評価～施
策・分野別計画の評価方法を見直
し、全庁的に評価を実施する。併せ
て、広報の方法、タイミングを検討
する。

・第6次総合計画策定に合せて、行
政評価の手法、仕方について検討す
る。また、広報の仕方について見直
しを検討する。

総合計画に位置付ける施策のイメージ
が概ね固まり、それを評価するシステ
ムの検討を始めるが、策定作業が来年
度となるため、取組の進捗が遅れる見
込み。

・第6次総合計画策定に合せて、行
政評価の手法、仕方について検討す
る。また、広報の仕方について見直
しを検討する。

・行政評価において重点化した施策に
基づき、第６次茅野市総合計画の基本
計画の元となるフォーマットの作成を
各課に依頼し、とりまとめた。

・第6次茅野市総合計画の基本計画
において、施策の重点化とその評価
に相応しい指標の設定を検討し、事
業の優先度判断等につながる仕組み
を構築する。
・広報の仕方について、引き続き見
直しを検討する。

・来年度、事務事業評価を再開するこ
ととし、これまでの施策評価と連動さ
せる中で、事務事業レベルの優先度判
断を行う仕組みを検討する。
・このことについて、総合企画会議に
付議し、庁内の意志統一を図ることが
できた

取　組 目指すところ

毎年の行政評価（事後評価）の手法や対
象、広報の見直し

事業の優先度判断や事業仕分けを
し易くする。また、政策実施状況
を市民が分かっている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

企画課

柱

改革項目② 政策や業務のタイムリーな検証と公開の仕組み作り

改革内容②－1,2
事業の優先度判断や選択と集中のための事業仕分け
政策実施状況をタイムリーに市民に周知する広報活動の徹底
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 15

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

多様なデータを一元管理するため
の都市ＯＳを構築し、運用するこ
とで、様々な主体が実施する市民
等のサービスの基盤を整備する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・データ連携を行う基礎となる都市
OSの構築を実施中（R5.3公開予
定）。
各分野におけるユーザー向けサービ
スの構築は順次実装予定(現在、健康
福祉のPHR閲覧アプリ、交通ののらざ
あアプリ、観光の信州八ヶ岳アプ
リ、登山アプリとのID連携を構築
中)。
オープンデータカタログサイトの公
開に向けて準備中（R5.3予定）。 Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・都市ＯＳの拡張機能として、区自
治会の回覧板を電子化し、オプトイ
ンに基づいて地域住民が閲覧できる
機能を構築中。モデル区を中心に運
用を固めていく。
・ＤＸ基本計画は、茅野市ＤＸ外部
評価委員会を中心に検討を開始し
た。
・Ｒ６年度事業構築の中で、ＬＧ系
データを活用した市民サービス（見
守りサービス）の検討を開始した。

Ｂ

ＤＸ推進課

柱

改革項目③ 行政のDX推進の加速化

改革内容③－1 既存データを活用した市民サービスの充実

取　組 目指すところ

都市ＯＳの構築と運用
（再掲）

都市ＯＳ運用による市民サー
ビスの充実

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・データ連携基盤である都市ＯＳの
設計と構築。
・情報提供及びサービスのインター
フェイスであるポータルサイト構築
・サービス利用のためのオプトイン
機能を実装。
・オープンデータカタログサイトの
構築。
ＤＸ基本計画の検討によるルールや
市民参加方法の検討。
・市保有データである住基情報との
データ連携に向けた調査・検討。
・今後データ提供や運用の拡大が見
見込まれるため、セキュリティ対策
や、個人情報影響評価の実施、情報
利活用・提供に向けた同意取得のス
キームを検討していく（一部サービ
ス提供はR5.3予定）。

・データ連携基盤（都市ＯＳ）の構築
とインターフェースとなる「茅野市
どっとネット」の公開（Ｒ5.3）。
・公開時に連携したサービスに対して
のオプトイン機能を実装。今後追加す
るサービスや連携項目についてオプト
イン取得を可能とした。
・「茅野市オープンデータカタログサ
イト」を公開し、従前市公式ＨＰで掲
載していた情報を移行、新規データの
掲載を実施（Ｒ5.3）。
・ＤＸ基本計画素案を検討するととも
に、市民の代表である「茅野市ＤＸ推
進協議会」「茅野市ＤＸ外部評価委員
会」を設立（Ｒ4.12）。
・市民向けにデプスインタビューを実
施し、住所地や年代等で分類した各セ
グメントの生活のお困りごとを調査。

・ＤＸ基本計画の策定。
・市役所基幹系データ等の情報連携
の検討。
・ヘルスヘア領域サービス等の展
開。

・回覧板の電子化については、1地
区、4区への導入支援を行い、区民周
知用のチラシや区役員向け操作マニュ
アルの整備を実施。今後パートナー
シップのまちづくり推進課とも協働し
て横展開していく。
・オープンデータカタログサイトとに
掲載している公共施設ＡＥＤデータと
全国ＡＥＤマップの連携を実施。
・災害時要支援者向けの見守りサービ
スの検討は、ユースケースを個別避難
計画策定支援として検討中。
・ＤＸ基本計画の策定は、総論部分に
ついて令和6年度にパブリックコメン
トを予定。各論は事業化なども巻き込
みながら検討していく。
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令和6年度
(2024年度)

・DX基本計画（総論）について、外
部評価委員会での概ねの検討が終了
し、現在まとめ作業に取り組んでい
る。
・子育て支援策の強化を図るため、
総務省「地域課題解決のためのス
マートシティ推進事業」を活用し、
①小児オンライン医療相談アプリの
導入 ②導入済みの母子手帳アプリの
機能拡張 ③両アプリの都市OS接続に
着手した。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・令和７年４月にDX基本計画を公表
し、DXで目指す社会や、進めるため
の具体的な手順、重点テーマ等を示
した。
・DX基本計画で重点テーマに掲げて
いる防災分野について、プラット
フォームの構築に向け、関係各課と
の協議を行った。

令和8年度
(2026年度)

・ＤＸ基本計画で定めた事業の推進
による未来型ゆいの実現。

・ＤＸ基本計画で定めた事業の推進
による未来型ゆいの実現。

・ＤＸ基本計画で定めた事業の推進
による未来型ゆいの実現（サービス
群とのデータ連携）。

・DX基本計画を策定し、令和７年４月
１日から施行する。
・小児オンライン相談アプリの運用を
令和６年11月１日から開始した。ま
た、母子手帳アプリの機能か直を実施
し、令和７年１月15日から運用を開始
した。
・更に、小児オンライン相談プリと母
子手帳アプリとを都市OSに接続させ、
都市OSIDによる両アプリへのシングル
サインオンを可能にし、ユーザーの利
便性向上を図った。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 16

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

市への申請・届出等について整理
し、オンライン化を推進する。

R４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・行政手続きオンライン化対象の子
育て・介護関係等２６手続きについ
て、R5年度の運用開始に向けシステ
ムを改修中。

＜課題＞
・マイナンバーカード取得者以外も
使用できる申請方法を併せて検討。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・行政手続きのオンライン化につい
ては、子育て介護関係の手続きは申
請数3件(児童手当２件、介護１件)。
先行して始まった引っ越しワンス
トップで274件申請があった。
<課題>
・申請が行えることの周知ともに受
け入れる体制づくり。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・行政手続きのオンライン化につい
ては、子育て介護関係の手続きは申
請数8件(児童手当6件、介護2件)。
引っ越しワンストップで232件申請が
あった。
<課題>
・ホームページで申請が分かりやす
く周知できるように内容の検討を実
施したが、階層が深く検索しづらい
ため、掲載位置の検討を行う。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

行政手続きのオンライン化について
は、子育て関係の手続きが４件、選
挙関係の手続きが42件、引越しワン
ストップが299件申請があった。
〈課題〉
マイナポータル（ぴったりサービ
ス）では、住民情報行政システムと
連携できる国の標準様式において様
式のカスタムができないため使い勝
手が悪い。Logoフォームのオプショ
ンによる連携も可能であるが、それ
なりの費用がかかるため今後のシス
テムの利便性向上に期待。

令和8年度
(2026年度)

ＤＸ推進課

柱

改革項目③ 行政のDX推進の加速化

改革内容③-2 行政手続のＤＸ推進や未来型ゆいの実現による市民サービスの向上

取　組 目指すところ

オンライン申請の推進
市への申請・届出の件数の拡
大による市民の利便性の向上

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・押印廃止を行った手続きについて
は原則電子申請化する方針で、前年
の調査をもとに電子申請様式の作成
を各課に求める。
・前年調査にもとづく進捗状況の管
理。
・市民に対し電子申請の利用を促す
よう広報等による周知。

・茅野市ICT活用戦略のながの電子
申請サービスを活用した電子申請の
拡大及び電子決裁、事務文書の電子
化の検討において、電子申請を可能
にする手続きを拡大し、住民の利便
性向上を図る。
・国の定めたデジタル・ガバメント
実行計画に沿ってオンライン申請を
進める。

行政手続きオンライン化対象２６業務
について、ぴったりサービスを通した
申請ができるようにシステム改修が完
了。
既存のながの電子申請を利用した、庁
内庁外における申請作成についても各
担当課において対応を進めている。

・行政手続きオンライン化対象の子
育て・介護関係等２６手続きについ
て、運用を開始する。
・外部からの申請・届出における電
子申請への切替についての調査を実
施。すぐに切り替えが可能なもの
は、ながの電子申請の更改後
（R6.2）、速やかに電子申請を開始
できるよう準備を進める。

・行政手続きのオンライン化について
は、子育て介護関係の手続きは申請数
5件(児童手当3件、介護2件)。先行し
て始まった引っ越しワンストップで
259件申請があった。
<課題>
・ホームページで申請が分かりやすく
周知できるように内容の検討。

・前年調査にもとづく進捗状況の管
理。
・電子申請に合せた業務フローの見
直し。
・市民に対し電子申請の利用を促す
よう広報等による周知。

・行政手続きのオンライン化について
は、子育て関係の手続き申請数3件、
選挙関係の手続き申請数61件。引っ越
しワンストップで402件申請があっ
た。
ホームページでの掲載位置を調整し、
検索しやすいレイアウトとなった。
<課題>
・ホームページでの周知だけでなく、
広報誌での周知も検討する。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 17

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

全庁的または複数部署に関係する新
規や臨時的な業務について、専門的
な立場で対応する必要がある場合
に、期間限定でのプロジェクトチー
ム設置や兼務の活用を行う。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・茅野市AI・RPA導入プロジェクト
チームを、試験導入から設置へ移
行。
・ＤＸ、移住・交流、ゼロカーボン
等の推進室や、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種
対策室等で兼務を実施。

＜課題＞
・プロジェクトチームや兼務する職
員には主業務があり、活動には限界
があるため、人材の拡充が必要。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・DX推進によるスマートフォン及び
「のらざあ」アプリの普及啓発に係
るタスクフォースを3部4課で設置し
取組を推進した。
・個別避難計画策定のプロジェクト
チームについては調整が難航してお
り、来年度になる見通し。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・第６次茅野市総合計画の基本計画
において、政策や施策の連携による
相乗効果や重複の排除を見据えた各
部署の連携・協力体制を見える化し
た。その内容に基づき、来年度の組
織や具体的な連携・協力体制の検討
を行う。

Ｂ

・第5次茅野市総合計画の政策横断
プロジェクトに加え、兼務による推
進室、対策室等を組織して新たな業
務や臨時的な業務に対応していく。

令和５年度組織改正に向けたすべての
部のヒアリングの中で、庁内横断的な
プロジェクトチームや、短期間で成果
を上げるタスクフォース的なチームの
組成が必要な取組を把握したが、プロ
ジェクトチーム結成までには至らな
かった。

・組織を横断したテーマ型のプロ
ジェクトチームを継続しつつ、兼務
等により組織した推進室、対策室の
中で、継続的な業務については専任
の職員を配置する組織とすることを
検討する。
・防災課と地域福祉課による個別避
難計画策定のプロジェクトチーム設
置。

・DX推進によるスマートフォン及び
「のらざあ」アプリの普及啓発は継続
してタスクフォースを設置し推進し
た。
・ICT教育に係るプログラミング教室
や先生ための勉強会等をDX推進課と学
校教育課で取り組んだ。
・庁内の技術職員の連携体制を整える
ため茅野市建設工事技術管理研究会の
設置継続することとし横連携た。工事
における実務要覧の改定と茅野市の建
設事業における現状や対策をまとめ
た。
・個別避難計画策定については検討し
た結果、プロジェクトチームを設置せ
ずに策定可能となった。

・第６次茅野市総合計画の基本計画
を策定する過程で、施策や事業の連
携による相乗効果や重複の排除を見
据えた各部署の連携・協力体制を模
索し、形にする。

・第６次茅野市総合計画の確実な実践
により庁内の連携を図るとともに、国
の交付金等の活用を見据え、具体的な
取組の推進において、関係部署の連
携・協力体制を構築することができ
た。
・学校教育課が学校と保護者の連絡
ツールとして導入、運用している健康
観察アプリ「LEBER for school」へ、
DX推進課と健康づくり推進課が後発で
連携する形で医療相談機能の拡張を
行った。機能拡張には国の交付金が使
われており、現在ではアプリの広報な
どの面で３部署が連携し運用してい
る。

取　組 目指すところ

組織を横断したテーマ型のプロジェクト
チームや兼務の活用の推進

行政の刷新及び合理化の積極
的な推進

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

企画課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④－1 組織の壁を越えたプロジェクト型組織の活用
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令和7年度
(2025年度)

・行政評価の２次評価委員会の中
で、横断的な取組が可能な事業につ
いて、副市長の意向とともに確認す
ることができた。今後は、連携の必
要性や可能性について調査、研究が
必要。

令和8年度
(2026年度)

・行政評価の中で、組織を横断した
連携ができる部署の調査を実施す
る。また、調査の結果、部署を横断
した連携の可能性があった場合には
実際に連携が可能か担当部署との協
議を行う。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 18

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

AI-OCRやRPAを活用し、業務の効
率化と正確性の向上を図る。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

茅野市ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェク
トチームによる業務調査・実装によ
り、対象業務の拡大を図った。（６
業務、599ｈ労働時間短縮）

＜課題＞
プロジェクトチームに参加する職員
には主業務があり、活動には限界が
あるため、人材の拡充が必要。

Ａ

令和5年度
(2023年度)

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チームによる業務効率化を図った。
（４業務、100ｈ労働時間短縮）上半
期は手作業、紙媒体のデジタル化を
主として業務選定を行った。
【課題】効率化ツールを継続利用、
新規開拓するために職員のデジタル
に対する意識改革が必要。研修等を
盛り込んだ活動も視野に入れ活動す
る。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・AI・RPAによる業務効率化を図っ
た。「実績：幼児教育課旅費計算自
動化、旅費明細書作成自動化、健診
データ転記自動化（3業務、80ｈ労働
時間短縮）」
【課題】システム更改等による、配
布してきた効率化ツールの修正が多
く新規案件に割けるリソースが不足
している。今後はRPAツールを使用で
きる人材の教育が必要となる。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

AI・RPAツールによる業務効率化を
図った。「実績：【総務課】健康診
断ストレスチェックシートの結果送
付の自動化、【総務課】昇給通知送
付の自動化、【市民課】納付通知作
成自動化（3業務、60h労働時間短
縮）」
【課題】今後、業務環境がLGからイ
ンターネット系に変わっていく可能
性があるため、新たな自動化ツール
の選定及び内製化ができるような仕
組みを構築していく必要がある。

ＤＸ推進課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④-2 行政のＤＸ推進による業務の効率化

取　組 目指すところ

AI･RPAを活用した業務の効率化
AI･ＲＰＡ対象業務を拡大し、
業務時間を短縮する。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チーム人員の拡充を図り、各部へプ
ロジェクトメンバーの配置をする。
・業務時間を1000時間短縮する。

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チームを継続し、更なる対象業務の
拡大を行い、業務時間を1000時間短
縮する。

茅野市ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チームによる業務調査・実装により、
対象業務の拡大を図り、業務時間を
1148時間短縮した。

プロジェクトチームの設置期間を延長
し、更なる業務時間短縮を目指す。

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チームを継続し、更なる対象業務の
拡大と業務時間の短縮を図るため、
人員の拡充を図る。また、ＢＰＲに
ついて企業との連携及び協力を推進
する。
・業務時間を1000時間短縮する。

・ＡＩ・ＲＰＡによる業務効率化を
図った。「実績：公用車使用簿電子
化・PC事務室利用簿電子化、地域福祉
課申請書電子化（3業務、75ｈ労働時
間短縮）」
【課題】効率化ツールを継続利用、新
規開拓するために職員のデジタルに対
する意識改革が必要。研修等を盛り込
んだ活動も視野に入れ活動する。

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チーム人員の拡充を図る。
また、ＢＰＲについて企業との連携
及び協力を継続する。
・業務時間を1000時間短縮する。

・ＡＩ・ＲＰＡによる業務効率化を
図った。「実績：総務課給与通知メー
ル送信自動化（1業務、20ｈ労働時間
短縮、情報センタへの依頼料削減）」
【課題】
令和8年度末で業務環境が変更される
ことに伴い、現行のRPAシステムの置
換を検討しなくてはならない。現行の
RPAツールの使用実績を伸ばすと同時
に、新システムへの移行実証を行う。
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令和8年度
(2026年度)

・ＡＩ・ＲＰＡ導入プロジェクト
チーム人員の拡充を図り、各課へプ
ロジェクトメンバーの配置をする。
・業務時間を1000時間短縮する。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 19-総

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

庁内での電子決裁の検討と、会議
資料におけるペーパーレス化を促
進する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・庁内グループウェアを提供している㈱
電算から、文書管理システムと電子決裁
システムの運用等について、ヒアリング
を行った。
＜課題＞
・両システムとも、既製のシステムの大
幅なカスタマイズが必要となるため、導
入経費と管理経費が割高になる可能性が
高い。また、会議資料におけるペーパー
レス化については、職員の使用端末のモ
バイル化が必要と考える。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

長野県市町村自治振興組合主催の
「文書管理・電子決裁システム合同
勉強会」へ参加し、事例研究を行っ
た。（5月、6月）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・電子決裁及び文書管理システムの
導入に向けた調査、視察、見積徴取
等による検討を行った。（5月～8
月）

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・電子決裁及び文書管理システムの
導入に向けた調査、視察、見積徴取
等による検討を行った。（5月～9
月）

令和8年度
(2026年度)

総務課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④-2 行政のＤＸ推進による業務の効率化

取　組 目指すところ

庁内事務の効率化

電子決裁の実施と会議資料の
ペーパーレス化を拡大し、紙
の削減と文書管理を改善す
る。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・システム導入に向けた仕様書、プ
ロポーザル実施要綱等の検討

・導入システムの決定（設計、入
札）
・システム運用開始に向けた準備
（業者との打ち合わせ、職員への研
修会の実施…等）
・文書管理規程等の例規改正

・電子決裁及び文書管理システムの
導入に向けた調査、検討、課題の整
理等（令和９年度運用開始を目標と
する）

・ＤＸ推進課と電子決裁システムの運
用開始時期について協議を行い、令和
９年度からの運用を目指して調査、検
討、準備を進めることとした。

・電子決裁及び文書管理システムの
導入に向けた調査、検討、課題の整
理等

長野県市町村自治振興組合主催の「文
書管理・電子決裁システム合同勉強
会」へ参加し、事例研究を行った。
（10月、11月、12月、1月）
12月に行われた中期財政需要計画理事
者査定で、先進市視察等を行い、シス
テム導入の可否を令和６年度中に決定
することとした。

・電子決裁及び文書管理システムの
導入に向けた調査、検討、課題の整
理等
・次期庁内シンクライアントシステ
ム更改に合わせた電子決裁・文書管
理システム導入に向けた企画部門と
の協議、調整

12月に行われた中期財政需要計画理事
者査定で、令和９年度のシステム運用
開始を目指す方針を確認した。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 19-企

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

庁内での電子決裁の検討と、会議
資料におけるペーパーレス化を促
進する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・管理職へ配備したテレワークＰＣ
でのペーパーレス会議を実施。ま
た、Web会議によるペーパーレス化を
図る。
＜課題＞
・電子決裁は、会計伝票と事務文書
を分けて検討する。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・iPadを利用したペーパーレス会議
システムを稼働。定期的に開催する
会議で試験導入開始。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・ペーパーレス会議の推奨のため、
市役所庁舎及び、外部施設のＷｉ-Ｆ
ｉ環境の構築を実施し、より電波の
強い機器へ契約を変更した。令和9年
度までに、業務用端末をノートＰＣ
へ切り替えを行うことで、Ｗｉ-Ｆｉ
を活用した、会議資料等のぺーバー
レス化を拡大していく。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・令和7年8月にノートパソコン700台
をリース契約済み。令和7年12月末ま
でに各職員にノートパソコンを配布
できるようにキッティング作業を行
い、会議資料のペーパーレス化を拡
大していく。

令和8年度
(2026年度)

ＤＸ推進課

柱

改革項目④ ④市組織・職員・業務の改革

改革内容④－2 行政のＤＸ推進による業務の効率化

取　組 目指すところ

庁内事務の効率化

電子決裁の実施と会議資料の
ペーパーレス化を拡大し、紙
の削減と文書管理を改善す
る。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・テレワーク端末等を利用したフ
リーアドレス事務の試験導入を継続
または拡大する。ペーパーレス会議
推進を継続し、財務会計システムの
更改に合わせて電子決裁の導入を行
う。
・庁内会議は全てペーパーレス化に
するため、モバイル端末等の導入。

・茅野市ICT活用戦略の電子決裁、
事務文書の電子化の検討及びペー
パーレス会議、テレビ会議の推進に
おいて、テレワーク端末等を利用し
て進める。

議会棟・8階大ホール等での会議で市
民向けのSSID払出し等を行い、会議等
で利用した。
管理職以外に財政係へもテレワークPC
を配置。
電子契約についてスモールスタート可
能か契約検査係と検討開始
＜課題＞
・管理職端末について、所有者に庁内
会議時には持っていく意識付けが必
要。
・庁内のWiFi環境の強化

・テレワーク端末等を利用したフ
リーアドレス事務を試験的に一部導
入する。ペーパーレス会議推進を継
続し、電子契約の導入を行う。
・管理職まで配備しているテレワー
クＰＣを企画課・ＤＸ推進室等まで
拡大し、そこでの会議は全てペー
パーレスにする。

・ペーパーレス会議の推奨のため、市
役所７階のWiFi環境の構築により、よ
り電波の強い機器へ契約を変更した。
令和６年度には、全庁にWi-Fi環境の
構築を行いペーパーレス化を拡大して
いく。

・テレワーク端末等を利用したフ
リーアドレス事務の試験導入を継続
または拡大する。ペーパーレス会議
推進を継続し、財務会計システムの
更改後に電子決裁の導入について調
査・検討を行う。
・庁内会議は全てペーパーレス化に
するため、モバイル端末等の導入を
検討。

・令和7年度中に各職員にノートパソ
コンを配布できるように、購入につい
て令和6年3月末に業者選定委員会の承
認を得た。ノートパソコン購入後、早
期にキッティング作業を行い、会議資
料のペーパーレス化を拡大していく。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 20

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

これからの時代に求められる職員
像を明らかにし、効果的な人財育
成を行うため「人財育成ビジョ
ン」（令和45年度改定）に基づい
て、職員の育成を行う。

Ｒ５～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・月に１回の頻度で開催。目指す職
員像について、市民とのトークセッ
ションやグループワークをすすめて
いる。
＜課題＞
・社会の変化や職員の多様化などに
より、以前の人財育成ビジョンの評
価や意見のまとめが難しく想定より
時間がかかっている。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・職員パブリックコメントを実施。
６次総に関わる部分以外は、完成し
職員に周知した。
・今年から取り組めることについて
は進めている。（インターンシップ
の積極的広報、係長昇格認定研修の
内容見直し、人事評価研修の内容見
直しなど）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・人材マネジメントシステムの利用
開始。人事評価に利用している。
・採用活動では、これまで取り組ん
でいなかった採用説明会を実施。
・研修内容の見直し（管理職研修の
強化、内製講師による研修、他の事
業との横断的研修の実施など）

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・管理職の研修（リスクマネジメン
ト、ハラスメントなど）を実施。
・評価者研修を全評価者に実施。
・内製講師による研修を新規で2件実
施。
・人材マネジメントシステムの活用
方法の検討を始める。

令和8年度
(2026年度)

・改定した人財育成ビジョンをもと
に、未来を見据えた人財育成を実施
していく。（採用計画、研修体系、
職場環境の醸成など）

・改定した人財育成ビジョンをもと
に、未来を見据えた人財育成を実施
していく。（採用計画、研修体系、
職場環境の醸成など）

・これからの時代に求められる職員
像を改定委員会の議論により検討
し、未来を見据えた効果的な人財育
成を行うため「人財育成ビジョン」
の改定を行う。

・12月に人材育成に関する職員アン
ケート及び市民アンケートを実施。そ
の後、アンケート結果も参考に、改定
委員会で目指す職員像を決定し、年度
内に案をまとめた。

・職員パブリックコメントを実施
し、第６次総合計画とともに策定す
る。
・改定した人財育成ビジョンをもと
に、定期的な見直しを行いながら、
具体的な取組をすすめていく。（採
用計画、研修体系、職場環境の醸成
など）

・人財育成ビジョンに基づき、今年か
ら取り組めることについて進めている
（採用説明会の参加、来年度の研修計
画策定、職層ごとの受講すべき研修の
整理など）。
・人財の見える化、人事評価の効率
化、情報の共有などの効果を期待し、
人材マネジメントシステムを導入し
た。

・改定した人財育成ビジョンをもと
に、未来を見据えた人財育成を実施
していく。（採用計画、研修体系、
職場環境の醸成など）

・人財育成ビジョン等に基づき、下記
に取り組んだ。
　人財育成係の設置
　オンライン採用説明会の実施
　来年度の研修計画策定（講師選定や
　内製講師の育成に注力）

取　組 目指すところ

「人財育成ビジョン」の 改定推進 時代に対応した職員の育成

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

総務課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④-3 将来リスクに対応した政策立案能力や、DXに対応できる職員の育成

27



行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 21

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

業務のスリム化を進めるため、行
政サービスの民間委託などを検証
する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・公用車管理の民間委託等を検討し
たが、費用対効果が思うほど見込め
ず再検討とする。

＜課題＞
・これまでにも、市民課窓口の民間
委託等も検討したが、規模、費用対
効果がネックとなっている。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・PPP/PFIについては施設管理課とと
もに国のセミナーに参加し事例研究
等を行った。
・業務のスリム化については全事業
を対象に廃止や効率化を検討し、一
部の施設や事業については廃止の方
向性とした。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・民間委託や、PPP/PFIについて事業
者の提案や、説明等を聞いた。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・PPP財団との協定を締結し、職員向
けの公民連携基礎研修と一部の施設
でPPP/PFIの導入可能性についての意
見交換を実施した。

令和8年度
(2026年度)

・民間委託や指定管理制度を検証
し、限られた資源を有効に活用した
業務のスリム化を検討する。
PPP/PFIの手法について検討する。

・茅野市行政経営基本計画の行政組
織の効率化と職員数の効率化におい
て、民間委託や指定管理制度の推進
により、限られた資源を有効に活用
し、市民サービスの充実を図る。

費用対効果を念頭に置き、民間委託が
可能な業務の洗い出しを行った。対象
となりそうな業務は、数件程度であっ
た。また公共施設については、ＰＰＰ
/ＰＦＩの手法も今後検討していく方
向性になった。

・民間委託や指定管理制度を検証
し、限られた資源を有効に活用した
業務のスリム化を検討していく。
ＰＰＰ/ＰＦＩの手法について、検
討する。

・すずらんの湯、環境館の施設につい
て廃止とし、また白樺湖下水道組合を
解散し業務のスリム化をした。
・PPP/PFIについては引き続き研究を
行った。

・民間委託や指定管理制度を検証
し、限られた資源を有効に活用した
業務のスリム化を検討していく。

・6温泉施設、サンコーポラス旭ヶ
丘、市営プールの民間活用に関するサ
ウンディング調査を実施した。
・市営プールは民間譲渡の可能性があ
ることから令和7年夏の営業に向けて
プロポーザルを実施した。
・令和5年度末に廃止したすずらんの
湯のプロポーザルを実施した。
・下水道事業でウォーターPPPの導入
に向けた調査を実施中。

取　組 目指すところ

行政サービスの民間委託などの検証
業務のスリム化について、検
証ができている。

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④-4 行政サービスの民間委託などによる業務のスリム化
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 22

担当部署

（２）政策運営

内容 時期

庁内外の会議でオンライン会議が
できる環境整備を行い、必要に応
じてオンライン会議を推進する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

庁舎内Wi-Fi環境の一部改善を実施。
オンライン会議のための施設や備品
の整備を進め、ライセンスの充実も
図る。

＜課題＞
オンライン会議の準備にかかる労力
の軽減を図ることが必要。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

大型モニタの付属品を強化し、モニ
タ以外の備品予約なくオンライン会
議を実施できる状況を作った。

＜課題＞
庁内のWiFi速度低下による接続障害
発生。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

庁舎内及び外部施設のWi-Fi環境の改
善のため通信の早いWi-Fiへの切り替
え工事を実施。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

令和7年8月にノートパソコン700台の
リース契約を締結。オンライン会議
が容易にできるようネットワーク構
成を検討するため、様々なソリュー
ション検討を実施。

令和8年度
(2026年度)

ＤＸ推進課

柱

改革項目④ 市組織・職員・業務の改革

改革内容④－5 庁内外の会議を効果的・効率的に実施する手法を導入

取　組 目指すところ

オンライン会議の環境整備 会議の効果的、効率的な実施

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・全職員にノートパソコンを配備
し、オンライン会議の方法を全職員
に周知する。

・茅野市ICT活用戦略の電子決裁、
事務文書の電子化の検討及びペー
パーレス会議、テレビ会議の推進に
おいて、テレワーク端末等を利用し
て効果的、効率的な会議の実施を進
める。

第2応接室へ大型プロジェクタとイン
ターネットPCの設置と、大会議室・7
階会議室等へ大型モニタを設置。Web
会議で必要なカメラ・HDMIケーブル等
の備品も常設し、利便性を向上させ
た。
４～７階西側の旧リフレッシュコー
ナーを会議室予約に追加し、小人数で
の会議に利用しやすくした。

・庁舎内Wi-Fi環境の改善及びオン
ライン会議のための施設や備品等の
整備を引き続き進めていく。
・庁舎内の空きスペースや相談室を
オンライン専用の会議室に整備す
る。

・庁舎内Wi-Fi環境の改善及びオンラ
イン会議のため市役所７F階のWi-Fi環
境の構築を実施。次年度は全庁のWi-
Fi環境の構築を実施する。なお、職員
用ノートパソコンを今年度８０台導
入、次年度以降も定期的に職員へ配備
していく。

・庁舎内及び外部施設のWi-Fi環境
の改善のため通信の早いWi-Fiへの
切り替え工事の実施する。

・Wi-Fiを活用したオンライン会議を
推進するため、各個人ごとにノートパ
ソコンを配備できるよう調整してい
く。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 23

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

市債残高の減少並びに財政調整基
金と減債基金の残高40億円を確保
する。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

令和5年度予算編成に向けて、10年間
の財政推計の試算と推計に基づく予
算編成方針の提示。
＜課題＞
燃料価格及び物価高騰により、大幅
な歳出の増加が見込まれるため、基
金の取り崩しに頼らざるを得ない状
況になっている。また、建設単価の
上昇により、事業費が計画時の見込
みより上昇することにより、起債額
の増が見込まれている。

Ｄ

令和5年度
(2023年度)

令和４年度決算で約17億円の繰越金
が出たことから、当初予算で見込ん
だ財政調整基金・減債基金10.5億円
の繰入れを3.5億円に減額した。これ
により、令和5年度末の両基金の残高
見込みは32.3億円となった。当初予
算での見込みよりは改善したが、引
き続き計画を大きく下回る見込みで
ある。
令和4年度末市債残高は、245億8279
万円。令和5年度末市債残高は、280
億5000万円の見込。物価高騰によ
り、永明小中学校建設事業費が大幅
に増嵩したことなどにより、計画額
を大きく上回る見込み。

Ｄ

財政課

柱

改革項目① 健全な財政運営の推進

改革内容①-1 適切な市債残高および適切な基金残高を維持した財政運営の実施

取　組 目指すところ

適切な市債残高および適切な基金残高の維
持

基金に頼らない収支均衡の財
政運営

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・令和3年度末市債残高260億3126万
円を令和4年度末市債残高計画は256
億8000万円
　
・令和3年度末財政調整基金と減債
基金の残高35億2698万円を令和4年
度末残高計画は36億円

令和4年度は、予算で見込んだ2億円の
財政調整基金の繰入れを実施せずに決
算を打てることとなり、4年度末の両
基金の残高見込みは35億5000万円で概
ね計画通りの額となった。
一方、令和5年度予算編成において大
幅な財源不足に陥り、財政調整基金・
減債基金を合わせて10.5億円取り崩し
た。これにより、令和5年度末の両基
金の残高見込みは、25.3億円となり、
計画を大きく下回る見込みとなった。
令和４年度末市債残高は、246億4000
万円の見込。

・令和5年度末市債残高計画269億
5000万円

・令和5年度末財政調整基金と減債
基金の残高計画37億円

・令和5年度において永明小中学校建
設事業の起債借入を約38億円行ったこ
ともあり、令和5年度末市債残高は、
271億1167万円の見込みとなってい
る。
・令和5年度は、当初予算で見込んだ
基金繰入れ（財政調整基金＋減債基金
計10億5千万円）を実施せずに決算を
打てることとなった。また、追加交付
された交付税の一部（約7,500万円）
を減債基金に積み立てた結果、令和5
年度末の両基金の残高見込みは、約36
億6千万円となった。一方、令和6年度
当初予算編成で大幅な財源不足に陥
り、両基金を合わせて10億円を取り崩
す予算編成となり、令和6年度末の取
組計画を大きく下回る見込みとなって
いる。
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令和6年度
(2024年度)

・令和5年度に永明小中学校建設事業
の起債借入を約38億円行ったため、
令和5年度末市債残高は、約272億4千
万円となった。引き続き市債を借り
る場合は、交付税措置のある有利な
起債を中心に借り入れるとともに、
プライマリーバランスがプラスにな
るよう心掛ける。
・令和5年度決算で約10億7千万円の
繰越金が出たことから、財政調整基
金、減債基金ともに取り崩すことが
なかった。これにより、令和5年度末
の両基金の残高は、約36億円となっ
た。令和6年度当初予算でも、両基金
合わせて10億円の繰入れを計上して
おり、取崩額をできるだけ少なくす
るため、収入の増加と不要不急の予
算執行の抑制に努める。

Ｄ

令和7年度
(2025年度)

・永明小中学校建設事業はピークを
越えたことから起債借入が減少し、
令和6年度末市債残高は前年度より
7.8億円減少し約264億6千万円となっ
た。
・令和6年度決算で約8億9千万円の繰
越金が出たことから基金を取り崩さ
ずに済み、財政調整基金、減債基金
の合計残高は約37億9千万円となっ
た。
また、令和6年度決算を受けて、9月
補正にて公共施設整備基金に1億円を
積み増した。

令和8年度
(2026年度)

・令和7年度末市債残高計画262億
9000万円

・令和7年度末財政調整基金と減債
基金の残高計画39億円

・令和8年度末市債残高計画260億円

・令和8年度末財政調整基金と減債
基金の残高計画40億円

・令和6年度末市債残高計画269億
8000万円

・令和6年度末財政調整基金と減債
基金の残高計画38億円

・令和6年度において永明小中学校建
設事業の起債借入を約5.5億円行った
こともあり、令和６年度末市債残高は
274億9322万円の見込みとなってい
る。
・令和6年度は、当初予算で見込んだ
基金繰入れ（財政調整基金＋減債基金
計10億円）を実施せずに決算を打てる
見込みとなった。また、追加交付され
た交付税の一部（約1億145万円）を減
債積立金に積み立てた結果、令和6年
度末の両基金の残高見込みは、約37億
9千万円となった。一方、令和7年度当
初予算編成でも引き続き大幅な財源不
足に陥っており、両基金を併せて7億
円を取り崩す予算編成となっており、
取組計画を大きく下回る見込みとなっ
ている。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 24

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

「補助金等に関する基本指針」の
見直しを行い、補助対象経費や終
期設定などの補助要件や基準を改
める。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・令和５年度予算編成時のデータを
基に、下半期に補助金の性質に応じ
た分類を行う予定。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

「補助金等に関する基本指針」の見
直しに向けて、現状整理と課題の洗
い出し、見直しの方向性について担
当者レベルでの協議を行った。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・新たな指針を策定した。
・補助金等のチェックシートを作成
し各課に提出してもらい、ヒアリン
グを実施した。
・各課でも補助金の見直しを行い、
今年度で終了とする補助金を検討し
た。

Ａ

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

・「補助金等に関する基本指針」の
見直しに向けて、全ての補助金につ
いて、補助金の性質に応じた分類を
行う。

・令和５年度に予算計上予定の全ての
補助金について、内容を確認し、分類
分けを行った。補助期間の終期を定め
ていないものが多く、見直しのタイミ
ングが計れず、同じ内容、同じ金額で
補助しているものが多い。

・「補助金等に関する基本指針」の
見直しのため、補助対象経費や終期
設定などの補助要件や基準を改め
る。
（担当課へのヒアリング実施、補助
団体の収支等の確認　等）

・補助金に係る実態調査の実施により
課題抽出を行い、基準等の見直しの検
討を行った。

・新たな「補助金等に関する基本指
針」を策定し、この基本指針に基づ
いて、令和7年度の予算要求を行
う。

・上半期に引き続きヒアリングを実施
し、補助金等の見直しを行い、次年度
減額や、終了とする補助金等の検討を
行いR7年度予算に反映した。
・市に裁量がある事業のうち、負担金
26件、補助金を16件廃止した。
廃止による予算削減額△32,958千円
減額による予算削減額△50,204千円

取　組 目指すところ

補助金等に関する基本指針の見直し 新たな基準での補助の実施

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目② 歳出の最適化の推進

改革内容②－1 補助金等に関する基本指針の見直しによる、補助対象経費や終期設定に見直し
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 25

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

介護福祉金や入院時食事療養費補
助など一般財源のみの市単独事業
について見直しを検討する。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・子ども医療費対象年齢の見直しに
伴い、入院時食事療養費補助につい
て検討を行ったが、今後の検討とし
た。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・福祉医療費の見直しについて協議
を行った結果、子どもの対象年齢を
拡大する方針となったことで歳出は
増加する見込み。
・一部のCC職員については減員し、P
課職員が交代で勤務する体制を始め
た。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・補助金等に関する基本指針を改定
した。
・令和７年度予算に反映できるよ
う、補助金等のチェックシート作成
し、ヒアリング実施。いくつかの補
助金等は事業の縮小等により削減で
きる状態となった。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・期初の予算執行方針等説明会にお
いて、経費削減や今年度予算に反映
できなかった補助金等の見直しを再
度徹底した。
・来年度の予算編成では、本市の適
切な財政規模を見据えた部枠予算を
導入し、職員の創意工夫や事務事業
の見直しが進む仕組みを整えた。

令和8年度
(2026年度)

・歳出全体の見直し、削減を進め
る。
・見直しが完了していない補助金等
の進捗を管理する。
・部枠予算による市単独事業の見直
しを実施する。

・福祉医療費の対象年齢の見直しに
伴い、福祉医療費全体の給付費の見
直しを行う。

・福祉医療費制度について、金額の推
移、推計を行い、担当者レベルでの検
討は行ったが、見直しまでには至らな
かった。引き続き協議していく。

・福祉医療費の対象年齢の見直しに
伴い、福祉医療費全体の給付費の見
直しを行う。
・外部施設の正規職員を引き揚げる
検討と会計年度職員の採用を見直し
を行い人件費の削減を行う。
・上記を含めた歳出全体を見直し、
削減を進める。

・一部のCC職員については減員し、P
課職員が交代で勤務する体制を継続し
て実施。
・令和6年度の予算に向け優先改革事
項の推進により事業の見直しを行い予
算削減を進めた。(少年育成センター
事業費、不妊不育治療助成事業費、観
光振興事業費、生ごみ回収・堆肥化処
理事業費茅野市環境館管理運営費、観
光温泉施設管理運営費等)

・歳出全体を見直し削減を進める
・補助金等に関する基本指針の見直
しを行い補助金等の公平性等を図り
令和7年度予算に反映させる。
・予算額を制限した予算編成の実
施。

・市に裁量がある事業のうち、負担金
26件、補助金を16件廃止した。
廃止による予算削減額△32,958千円
減額による予算削減額△50,204千円
・部枠予算による市単独事業の見直し
に着手した。

取　組 目指すところ

歳出の削減検討
歳出の削減による新たな事業
への支援

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目② 歳出の最適化の推進

改革内容②-2 硬直財政の原因になっている歳出の特定と削減検討
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 26-水

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

下水道事業会計…繰出金の段階的縮小に
より予算の縮減を図る。
国保診療所特別会計…北山診療所の損失
に対する繰出金。令和6年度までに収支を
黒字化し令和7年度以降繰出金を皆減す
る。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

予算編成の段階で一般会計財政サイ
ドと協議。①収益的収支が赤字にな
らないこと②繰出金の総額が企業債
の交付税措置額を超えない範囲で協
議し、額を決定。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・予算編成の段階で一般会計財政サ
イドと協議。①収益的収支が赤字に
ならないこと②繰出金の総額が企業
債元利償還金に対する交付税措置額
を超えない範囲で協議し、額を決
定。
・R7からR9年度の使用料改定の要否
を検討するにあたり、下水道使用料
の現状分析を開始。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・予算編成に先立って、一般会計財
政サイドと協議。①収益的収支が赤
字にならないこと②繰出金の総額が
企業債元利償還金に対する交付税措
置額を超えない範囲で協議し、額を
決定。R7年度はR6年度比▲40,000千
円の570,000千円とした。
・11月にR7～R9の流域下水道維持管
理負担金の見直しが行われることか
ら、それを受けて下水道使用料改定
に向けた検討を行うための下準備を
進めた。

Ａ

令和7年度
(2025年度)

交付税措置額の推計に基づき、今後
の繰出金の額の見込みを算定した。
R8：550,000千円
R9：520,000千円
R10：500,000千円
R11：480,000千円
R12：460,000千円

令和8年度
(2026年度)

交付税措置額の推計を更新していく
とともに、交付税措置額を基本とし
た繰出金で経営していけるように財
政運営を行う。

・繰出金算定方法の精査（繰出基準
上、算定方法が不明確な部分がある
ため、一般会計財政サイドと協
議）。

Ｒ5年度予算編成の段階で一般会計サ
イドと協議。上半期と同様に①収益的
収支が赤字にならないこと②繰出金の
総額が企業債の交付税措置額を超えな
い範囲で額を決定した。Ｒ4年度比▲
20,000千円。

・繰出金算定方法の精査（繰出基準
上、算定方法が不明確な部分がある
ため、一般会計財政サイドと協
議）。
・下水道使用料の現状分析。

Ｒ6年度予算編成の段階で一般会計サ
イドと協議。上半期と同様に①収益的
収支が赤字にならないこと②繰出金の
総額が企業債の交付税措置額を超えな
い範囲で額を決定した。Ｒ5年度比▲
20,000千円。
・R7からR9年度の使用料改定の要否を
検討するにあたり、下水道使用料の現
状分析を継続。

・繰出金算定方法の精査（繰出基準
上、算定方法が不明確な部分がある
ため、一般会計財政サイドと協
議）。
・前年度の分析を踏まえ下水道使用
料改定の要否を検討。

令和8年度以降の交付税措置額を推計
し、今後の繰出金の額の見込みを算定
した。
R8：550,000千円
R9：520,000千円
R10：500,000千円
R11：480,000千円

取　組 目指すところ

特別会計への繰出金の縮小 繰出金の縮小

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

水道課

柱

改革項目② 歳出の最適化の推進

改革内容②-2 硬直財政の原因になっている歳出の特定と削減検討
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 26-保

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

下水道事業会計…繰出金の段階的縮小に
より予算の縮減を図る。
国保診療所特別会計…北山診療所の損失
に対する繰出金。令和6年度までに収支を
黒字化し令和7年度以降繰出金を皆減す
る。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

【国保診療所特別会計】
・令和５年４月から諏訪中央病院組
合へ経営を移譲予定。令和５年度以
降の取組については、現在、協議
中。ただし、地域社会の人口減少が
進行する状況下において、繰出金の
頼らない経営は困難であることが明
確になりつつある。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

令和５年４月から諏訪中央病院組合
の診療所として開所。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

高齢者・保険課

柱

改革項目② 歳出の最適化の推進

改革内容②-2 硬直財政の原因になっている歳出の特定と削減検討

取　組 目指すところ

特別会計への繰出金の縮小 繰出金の縮小

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

【国保診療所特別会計】
・北山診療所を含めた茅野市国保診
療所は、医療人材の恒久的な確保に
よる安定的な運営を目的として、諏
訪中央病院組合への経営移譲を計画
する。（経費等の見直しも目的の一
つである。）

【国保診療所特別会計】
国民健康保険診療所の経営移譲につい
ては、令和５年４月から経営移譲され
た。
令和４年度は、令和３年度と比較し
て、外来患者数が４７１人増加した。
収益の増加も見込まれており、赤字の
改善が図られている。

令和５年３月をもって諏訪中央病院
組合に経営移譲されたため、組合と
の覚書等を鑑み、取組計画は終了と
したい。

泉野診療所を除く、茅野市国民健康保
険各診療所の令和５年度収支も黒字見
込みであること確認済み。このことを
鑑みて、各診療所については、諏訪中
央病院組合に経営移譲されているた
め、取組計画は終了とする。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 27

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

大規模事業について、複数年での
事業実施を検討し、財政負担の平
準化を図る。

Ｒ５～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・永明小中学校以降の大規模事業に
ついては、方針が未確定。
・財政推計により「未来への投資の
ためには、新たな財源確保と歳出構
造の改革の推進が必要である」こと
を庁内周知した。

Ｄ

令和5年度
(2023年度)

都市計画課において今ある施設を維
持した場合の長期改修計画を策定し
た。これにより、全ての施設を維持
していくことは不可能であることが
はっきりしたことから、公共施設再
編計画をベースに施設の統廃合を検
討していく。維持していく施設が決
まったら、大規模改修等の実施を優
先順位を付けて平準化していく。
また、令和６年度予算編成に合わせ
て、中期の財政需要を的確に把握す
るため、中期財政需要計画を新たに
策定することとした。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

令和6年度当初予算編成に合わせ、令
和6年度から令和10年度までの5年間
に中期財政需要推計を行ったとこ
ろ、5年間で合計81億2千万円を超え
る財源不足が生じる結果となった。
財源不足を基金で賄おうとすると、
早ければ令和8年度末には全ての基金
が枯渇する見込みとなった。そうし
た事態を避けるため、収入の増加や
行財政改革、それらに伴う組織と職
員配置の見直しに全庁をあげて取り
組んでいく。

Ｂ

財政課

柱

改革項目② 歳出の最適化の推進

改革内容②-3 大規模事業の複数年化等の検討による財政負担の平準化

取　組 目指すところ

大規模事業の複数年化等の検討 財政負担の平準化

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・令和13年度までの10年間の財政推
計を行う。

令和5年度予算編成による財源不足に
より、財政推計の前提が大きく崩れ
た。今後の財政運営にあたり、現状を
踏まえた財政推計を行い、持続可能な
財政運営に向けた議論を進めていく必
要がある。

最新の財政を踏まえ、抜本的な歳出
削減を行う。

予算編成に併せて、今後の財政運営や
行財政改革の基礎資料として活用する
ための中期財政需要計画をまとめ、そ
れに基づく予算額推計を作成した。

・実施計画を毎年見直し、実施計画
に基づき事業を実施する。

予算編成に併せて、今後の財政運営や
行財政改革の基礎資料として活用する
ための中期財政需要計画をまとめ、そ
れに基づく予算額推計を作成した。
学校再編や一組所管の施設の更新な
ど、事業実施の時期や事業規模が未定
のものも多く、将来の財政運営は不透
明感が増している。
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令和7年度
(2025年度)

令和7年度当初予算編成に合わせて
行った中期財政需要推計（R7～R11）
では、5年間で合計58.8億円の財源不
足が生じる結果となった。前年度に
行った推計よりは好転したものの依
然として今後の財政推計は厳しい見
通しとなっている。
　また、今年度決算からは基金の取
崩しが現実味を帯びている。
　収支均衡の財政を目指し、行財政
改革、公共施設再編、事務事業の見
直し等の歳出削減に向けた取組につ
いて、より一層危機感を持って臨ん
でいく必要がある。

令和8年度
(2026年度)

・実施計画を毎年見直し、実施計画
に基づき事業を実施する。

・実施計画を毎年見直し、実施計画
に基づき事業を実施する。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 28

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

公共施設の使用料及び使用料の減
免について見直しを行う。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・減免の現状について各課に調査し
取りまとめをした。9月27日の審議会
に施設使用料等の算出に関する基本
方針と減免状況を報告した。
＜課題＞
・減免だけを考えるのではなく、施
設の目的、使用料の設定の仕方を含
めて検討すべきとの意見を頂いた。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

庁内会議である使用料等審査委員会
を３回開催。基本方針の改定につい
て検討し、案を作成した。

Ａ

令和6年度
(2024年度)

・使用料および減免の内容を審議し
た。
・概ね方向性は定まったが、まだ懸
念が残されている事項もある。
・各団体ヘ説明会を実施し、意見交
換を行った。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・改正条例が6月定例市議会で可決と
なり、10月1日の改定に向けた規則改
正、市民周知等を行なった。

令和8年度
(2026年度)

財政課

柱

改革項目③ 歳入確保の推進

改革内容③-1 公共施設使用料等受益者負担の見直し

取　組 目指すところ

公共施設使用料と減免制度の見直し
受益負担の適正化による維持
管理費の確保

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・6月議会に施設使用料等の改正条
例を提案し、令和7年10月1日から施
行する。

・施設使用料等の算出に関する基本
方針の改定案を庁内で検討する。減
免の考え方についても、基本方針内
に盛り込む。

基本方針の改定のための庁内協議に向
けた論点整理を行った。

・上半期中に基本方針の素案をまと
め、審議会で意見をいただく。下半
期中に正式決定する。

行財政審議会の意見を聞き、基本方針
の見直しをした。
令和６年度の見直し作業に向けた準備
として、施設担当部署への説明会の実
施、各施設における見直し方針の取り
まとめ、庁内における検討を実施し
た。

・新たな基本方針に基づき、各施設
の使用料改定案をまとめ、12月議会
に提出し令和7年4月1日に施行す
る。並行して、減免についても基本
方針に基づいて見直しを実施し、令
和7年4月1日から新たな基準を運用
開始する。

・令和7年4月1日からの施行に向けて
取組み、条例案等を作成してきたが、
各団体との対話が不足している等の理
由から施行を半年先送りした。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 29

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

広告収入の確保の拡大し、自主財
源の確保に努める。

Ｒ５～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・ネーミングライツ制度の来年度か
らの導入のため、実施要綱（案）を
作成した。
＜予定＞
・茅野市広告審査委員会の審査
・例規審査委員会での審査

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・部課長会議において各部署へ実施
依頼（5/1）

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・具体的な取組は実施できなかっ
た。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

特定募集型(市が公募した施設につい
て企業、団体等が応募するもの)の募
集に向け、公募施設の選定を関係課
と協議。募集施設が決定した段階で
要綱等を策定する予定。

令和8年度
(2026年度)

財政課

柱

改革項目③ 歳入確保の推進

改革内容③-2 イベント等広告収入の確保

取　組 目指すところ

広告収入の確保 歳入の確保

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・茅野市ネーミングライツ導入ガイ
ドラインでは施設等を所管する課等
が手続きを進めることになっている
が、所管課だけでは導入が進まない
のが現状である。財政課が主導し
ネーミングライツ導入に向けた取組
を進めていく。

・ネーミングライツ実施要綱の作
成。

・茅野市広告審査委員会の審査
・例規審査委員会での審査
・ネーミングライツ実施要綱
（R5.4.1施行）

・ネーミングライツ実施要綱施行
（R5.4.1施行）の実施
・ネーミングライツ導入ガイドライ
ンの実施（R5.4.1施行）

・各部署において実施

・企業版ふる里納税と併せて実施 ・ネーミングライツについての概要、
募集案内をHPに掲載した。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 30

担当部署

（３）財政運営

内容 時期

ふるさと納税の登録サイトを拡大
する。また、企業版ふるさと納税
の積極的な活用を促進する。

Ｒ５～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・R5からの登録サイトの拡大に向け
て準備中

＜課題＞
・登録サイトを拡大し、件数増加し
た場合の事務処理対応（人件費の増
加）

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・個人版ふるさと納税ポータルサイ
トの拡大　「さとふる」運用開始

・企業版ふるさと納税の紹介、依頼
　訪問　３社

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・個人版ふるさと納税ポータルサイ
トの拡大「JREMALLふるさと納税」、
現地決済型ふるさと納税「ふるさと
応援納税」運用開始
・返礼品事業者セミナー　実施1回
・新規返礼品事業者の増加（新規登
録事業者11事業者）、返礼品目の増
加（430品目→490品目）
・委託事業者（さとふる）との連携
強化

Ａ

令和7年度
(2025年度)

・市内事業者との交渉（返礼品拡
充・現地決済型）
・過去に茅野市にふるさと納税寄付
をした人への定期ＤＭの発信

○更なる寄付額増台に向けた取組
・返礼品事業者や返礼品目の拡大と
充実
・現地決済型ふるさと納税を取り扱
うホテル、旅館、飲食店等の拡大
・リピーター獲得に向けた新規取組
の実施

○寄附額2.8億円へ向けた取り組み
・登録サイトの比較（拡販能力、事
務処理の効率化）
・販路（サイト）拡大含めた予算要
求
・企業版ふるさと納税の促進のため
の営業ツール準備

・令和4年度ふるさと納税実績額
　個人版　215,748,000(2,967件)
　企業版　28,300,000(8件)
　合計　244,048,000円(2,975件)

・令和5年度へ向けた取組
　サイト（販路）拡大への準備
　企業版ふるさと納税活用動画の制作
　（企業向け紹介動画）

○寄附額4億円へ向けた取り組み
・（個人版）ふるさと納税の登録サ
イトの拡大、返礼品の拡充及び周知
活動
・企業版ふるさと納税の促進のため
企業等への周知（訪問等）

・令和5年度ふるさと納税実績額
　個人版　341,527,300（5,013件）
  企業版　17,050,000（11件）
　合計　　358,577,300円

・課題
　返礼品の拡大・拡充
　受注増加に向けた返礼品事業者への
　細かなフォロー体制の構築

〇更なる寄付額増大に向けた取組
・返礼品事業者、返礼品目の新規拡
大と返礼品事業者のフォローアップ
の充実に向けた、現状（課題）の整
理と体制づくり。
・現地決済型ふるさと納税の戦略的
導入の検討。

・令和6年度ふるさと納税実績額
　個人版　520,931,088円（9,309件）
　企業版　　3,300,000円（11件）
　合計　　524,231,088円

取　組 目指すところ

ふるさと納税の取組強化と企業版ふるさと
納税の推進

歳入の確保

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

地域創生課

柱

改革項目③ 歳入確保の推進

改革内容③-3 ふるさと納税による収入の確保
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令和8年度
(2026年度)

ふるさと納税実績
Ｒ４ 244,048,000円（個人2,967件、企業8件）
Ｒ３ 229,988,103円（個人3,977件、企業1件）
Ｒ２ 121,448,500円（2,271件）
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 31

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

「茅野市公共施設再編計画」で施
設の機能や性能について、検討と
なっているものについて方針を決
定する。

Ｒ5

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・家庭教育センターについて方針決
定の方向で進んでいる。
・市営住宅のみどりケ丘団地の立替
について、県との共同事業を実施す
る方針とした。 Ｄ

令和5年度
(2023年度)

・令和4年度末時点の検討状況につい
て調査を実施。
・検討が進んでいない施設について
は、理事者協議を行い方向性を協議
した。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・公共施設のあり方に関するアン
ケートを実施し結果をまとめた。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

・計画の進捗が遅れていることか
ら、茅野市公共施設再編計画を今年
度中に見直すこととした。各所管課
を集めて説明会を開催し、見直しを
依頼した。

令和8年度
(2026年度)

・茅野市公共施設再編計画の見直し
年であるため、検討となっている施
設の方針を決定する。

・「茅野市公共施設再編計画」で施
設の機能や性能について、検討と
なっている施設について、検討状況
の調査の実施。
・検討が進んでいない施設について
はスケジュールを示し、方針の決定
をする。

建物の今後の方向性が定まっていない
施設について、担当者レベルでは方向
性を検討してきたが、最終決定までは
至っていない。

・「茅野市公共施設再編計画」で施
設の機能や性能について、検討と
なっている施設について、検討状況
の調査の実施。庁内会議を経て最終
決定をする。

・①行政だけで方向性を決定するも
の、②市民との議論の中で、方向性
を決定するもの、の仕分けを行い、
①については方向性を決定してい
く。②については、すぐに方向性が
決定できないため、ますは市民との
議論の場を設ける。

・検討となっている施設については、
検討する内容を検討し方向性を定め、
優先改革事項の進捗管理の中で状況を
毎月確認した。

・優先改革事項以外の「茅野市公共
施設再編計画」で検討等となってい
る施設について方針を決定する。

・6温泉施設、サンコーポラス旭ヶ
丘、市営プールの民間活用に関するサ
ウンディング調査を実施し、方針を決
定した。
・千駄刈自然学校、プールを廃止し
た。
・施設使用料の見直しに併せて相撲
場、野外音楽堂の廃止を決定した。
・Ｒ7の中間見直しに向けて各施設ご
とで方針の検証した。

取　組 目指すところ

方針未定施設の方針決定
施設の維持管理費の抑制・削
減

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①-1、2
施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、維持すべき施設の特定
茅野市公共施設再編計画の各施設の実施状況を年度単位で検証し、具体的な効果に向けた取組を実施
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 32

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

「茅野市公共施設再編計画」で譲
渡・廃止が決定している施設の実
行管理を行う。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・茅野市体育錬成館の廃止の決定。
・リバーサイドクリニック、北山診
療所、泉野診療所について運営を令
和5年度から諏訪中央病院に移譲決
定。 Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・野外音楽堂：現状、倒壊等の危険
性も見られないため、国の補助金に
係る処分制限を受けなくなる令和8年
以降に解体を予定
・泉野診療所：R6は隔週1日の開所に
減らしたうえで、R6年度末をもって
閉鎖する方針で検討中
・旧ひばりヶ丘団地：新規募集は停
止しており、現在は17世帯が入居
中。入居者のほとんどは高齢者であ
り、退去いただくことは現実的に難
しいことから、入居者がいなくなる
までは現状維持とする。
・教職員住宅：
・古紙類梱包施設：施設としての稼
働は終了しているが、建物の解体に
は多額の経費が必要となることか
ら、当面は現状のままとする方針
・不燃物処理場：施設としての稼働
は終了しているが、建物の解体や土
壌の入れ替えなどには多額の経費が
必要となることから土地の賃貸借契
約終了については具体的な目途は
たっていない。
なごみの家・・事業を行っているNPO
法人も今年度末を目安に解散する方
針となったことから、来年度中に建
物を解体する方針で検討中

Ｂ

・「茅野市公共施設再編計画」で譲
渡・廃止が決定している施設の実行
管理。

・譲渡協議の施設については、協議は
行っているものの譲渡の結論には至っ
ていない（ふれあいの里など）。廃止
施設については、廃止と決まった施設
でも解体までは至っていない（不燃物
処理場など）。
・体育錬成館は廃止、解体した。

・「茅野市公共施設再編計画」で譲
渡・廃止が決定している施設の実行
管理。

・施設の開館日や開館時間の縮減に
よる経費の削減

・すずらんの湯：R5年度末をもって廃
止となった
・茅野市環境館：R5年度末をもって廃
止となった
・蓼科有機センター：民間譲渡の方針
で決定。市による堆肥化施設の運営は
廃止し、施設の能力を有効に活用でき
る民間事業者を募集し、その事業者
に、令和6 年度中に譲渡する方針。
・泉野診療所：R6年度から開所日を月
２回としR6年度で廃止に向けて検討す
る方向。
・なごみの家：令和6年に解体または
譲渡の検証を行った。

取　組 目指すところ

譲渡・廃止施設の実行管理 施設の維持管理費の抑制

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①-1、2
施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、維持すべき施設の特定
茅野市公共施設再編計画の各施設の実施状況を年度単位で検証し、具体的な効果に向けた取組を実施
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令和6年度
(2024年度)

・市営プールをR６年度の営業をもっ
て営業を終了した。施設について
は、民間譲渡含め検証中。
・スポーツ施設は使用料改定に向け
た検討の中で、野外音楽堂と、相撲
場は廃止の方向とした。
・小学校の施設の今後のあり方につ
いて検討するため、これからの学校
のあり方に係わる素案検討委員会を
立ち上げ委員会を開催した。
・泉野診療所：R６年度末では廃止予
定。
・なごみの家：売却の方向で検討。
・白樺湖入口トイレを閉鎖した。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・なごみの家は、施設譲渡に向け鑑
定士に鑑定評価を依頼した。
・菅沢教職員住宅は解体を進めてい
る。

令和8年度
(2026年度)

・「茅野市公共施設再編計画」で譲
渡・廃止が決定している施設の実行
管理を行う。

・「茅野市公共施設再編計画」で譲
渡・廃止が決定している施設の実行
管理。

・使用料の見直しに併せて野外音楽堂
と相撲場は廃止を決定した。
・なごみの家は、譲渡の方針で検討を
進めた。
・泉野診療所は、令和6年度末で廃止
した。
・小堂見第1、2教職員住宅を解体し
た。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 33

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

各施設の大規模改修については、
優先順位に基づいて、実施計画に
より一括管理で施設保全を行う。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・茅野市公共施設保全指針に基づき
実施している。
＜課題＞
・公共施設再編計画、公共施設保全
指針に基づいて施設の保全を行う
が、公共施設再編計画で多くの施設
で課題解決に至らず「検討」となっ
ているため、本来実施すべき施設の
長寿命化や維持管理が計画的に進め
られない。

Ｂ

令和5年度
(2023年度)

・茅野市公共施設保全指針に基づき
実施している。
＜課題＞
・改修計画は概ね5箇年は計画できて
いるが、公共施設再編計画の進捗状
況により、「中長期改修計画」の作
成が難しい状況である。

Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・茅野市公共施設保全指針に基づき
実施している。
・施設カルテの年度末の完成に向
け、調査を行っている最中。
＜課題＞
・改修計画は概ね5箇年は計画できて
いるが、公共施設再編計画の進捗状
況により、「中長期改修計画」の作
成が難しい状況である。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・施設カルテの完成にむけて、建設
後30年以上経過したRC造施設15施設
についてコンクリート躯体調査を実
施中。今後、得られたデータを基に
施設カルテを完成させます。

都市計画課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①-1、2
施設目的や、類似施設、利用状況等による個別施設の方針決定と、維持すべき施設の特定
茅野市公共施設再編計画の各施設の実施状況を年度単位で検証し、具体的な効果に向けた取組を実施

取　組 目指すところ

公共施設の計画的な保全管理 大規模改修の平準化

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

・中長期改修計画（R5作成予定）の
各施設の改修時期（目安）に基づ
き、公共施設再編計画、公共施設保
全指針の調査を行ない、効率よく施
設の維持及び長寿命化を図りなが
ら、改修費用の平準化に努める。

・茅野市公共施設保全指針に基づく
調査を実施して点数化を行なう。ま
た、各施設担当者が実施する日常点
検の結果を参考にする。
・改修費用の平準化を実現するため
に必要な中長期的な改修計画を作成
する準備（施設情報調査、特に機械
類）。

・各施設の建築設備の状況を図面確認
段階であるが、リストアップできた。
今後は、現地調査を実施し、リスト
アップしたものと現況の整合を図り、
「中長期改修計画」作成の基礎資料と
する。

・茅野市公共施設保全指針に基づく
調査の継続。
・施設情報調査を実施して中長期的
な改修計画「中長期改修計画」を作
成する。

・概ね中長期改修計画ができている
が、再編計画の進捗状況により調整が
必要で完成ではない。

・茅野市公共施設保全指針に基づく
調査の継続。
・公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの資料にするた
め、施設情報調査を実施して「施設
カルテ」を作成する。

・概ね中長期改修計画ができている
が、再編計画の進捗状況により調整が
必要で完成ではない。
・概ね「施設カルテ」が完成したが、
最終確認作業が必要。
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令和8年度
(2026年度)

・中長期改修計画（R5作成予定）の
各施設の改修時期（目安）に基づ
き、公共施設再編計画、公共施設保
全指針の調査を行ない、効率よく施
設の維持及び長寿命化を図りなが
ら、改修費用の平準化に努める。
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 34

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

施設の複合化やDX活用による運営
の効率化の検討

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・全施設の空調管理を一元で管理す
る検討を行ったが、新たな空調シス
テムの導入コストの面で見合わせ
た。

Ｃ

令和5年度
(2023年度)

・家庭教育センターについて、執務
は生涯学習課内で行うこととしたう
えで、これまでの役割を育ちあいち
の、こども課、生涯学習課に移管す
ることで、施設としては廃止するこ
ととした。

Ｃ

令和6年度
(2024年度)

・公共施設のあり方に関するアン
ケートを実施し民意を確認した。
・各施設におけるキャッシュレス決
済の導入の検討を行った、

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・10月1日からのキャッシュレス決済
の導入に向け準備を進めた。
・講座やアンケートの一部を電子申
請で受け付けた。
・宮川地区ＣＣ事務所の中央公民館
への移転に向け協議した。
・各種証明書のコンビニ交付を推進
するため、チラシを配布した。

令和8年度
(2026年度)

・施設方向性の調査・利用頻度調査
から市内類似機能の施設について複
合化を検討する。
・DX活用による運営の効率化の検討
する。

・公共施設再編計画に基づく施設ご
との対応方針について取組み、方向
決定に向けた調査を実施する。
・DX活用による運営の効率化の検
討。

・体育錬成館を廃止し、その機能をち
の地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの体育館の半面を改
修して複合化を図った。
・DX活用による運営の効率化では、施
設の予約しステムと連動した外部施設
の開錠施錠システムなどを検討してい
る。

・施設方向性の調査・利用頻度調査
から市内類似機能の施設について複
合化を検討する。
・空き部屋を利用した複合化も検討
する。
・DX活用による運営の効率化の検
討。

・宮川地区ＣＣと中央公民館を一体化
できないか協議。

・施設方向性の調査・利用頻度調査
から市内類似機能の施設について複
合化を検討する。
・DX活用による運営の効率化の検
討。

・令和8年4月に宮川地区ＣＣ事務所の
中央公民館へ移転することを決定。
・来年度には一部の施設でキャッシュ
レス決済を導入予定。

取　組 目指すところ

施設の複合化、運営の効率化 施設の維持管理費の抑制

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

各担当課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①-3 施設の複合化やDX活用による運営の効率化
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 35

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

施設の有効活用にあたって、民間活
用を検討するためサウンディング
（民間事業者との意見交換等を通
し、事業に対して様々なアイディア
や意見を把握する調査）による市場
調査を行う。

～Ｒ６

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・サウンディング調査についての研
修に参加。

Ｄ

令和5年度
(2023年度)

・7月に庁内担当者有志でサウンディ
ング活用に関するセミナーを受講。
・優先改革事項の検討の中で、具体
的にサウンディング調査を行う施設
を選定した。 Ｂ

令和6年度
(2024年度)

・6温泉施設のサウンディング調査の
実施要項を作成し、参加事業者の募
集を開始した。
・サンコーポラス旭丘のサウンディ
ング調査の実施に向けて要綱等を整
理し準備を行った。

Ｂ

令和7年度
(2025年度)

・温泉施設で民間譲渡を必須条件と
するサウンディング型市場調査の実
施要領を作成し、公開した。

令和8年度
(2026年度)

・サウンディング調査を行う施設を
検討し、調査を実施する。

・サウンディング調査の仕組みつい
ての理解。
・「茅野市公共施設再編計画」で施
設の機能や性能について、検討と
なっている施設について、検討状況
の調査の実施し、サウンディング調
査を行う施設の検討、洗い出しを行
う。

・サウンディング調査は、新しい手法
であるため、茅野市では令和元年度に
一度だけ実施した経過があるが、まだ
まだ全庁的に理解が乏しい。全国の事
例等を研究し、理解を深める必要があ
る。そのため、サウンディング調査を
行う施設の検討、洗い出しまでには
至っていない。

・サウンディング調査の手順等を確
認し、サウンディング調査を行う施
設を検討し、サウンディング調査を
実施する。
・蓼科有機センターについて、サウ
ンディング調査を行う。
・サウンディング調査の事例研究

・蓼科有機センターのサウンディング
調査を行った。
・６温泉施設のサウンディング調査に
向けた実施要領の作成

・６温泉施設のサウンディング調査
に向けた実施要領の作成

・6温泉施設、サンコーポラス旭ヶ
丘、市営プールの民間活用に関するサ
ウンディング調査を実施した。
・市営プールは民間譲渡の可能性があ
ることから令和7年夏の営業に向けて
プロポーザルを実施し、民間譲渡に向
けて取組んだ。

取　組 目指すところ

サウンディングによる民間活力投入の市場
調査の実施

施設の有効活用

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

財政課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①-4 民間活用を検討するためのサウンディング調査の実施
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行財政改革基本方針改革実行項目の取組の進捗管理シート 36

担当部署

（４）公共施設の再編

内容 時期

施設の毎月の利用状況をフィード
バックすることで、施設の活用対
策の検討を行う。

Ｒ４～

○各年度の取組計画と取組状況

上半期（4月～9月）

令和4年度
(2022年度)

・コロナ禍で施設の利用者が減少傾
向にあったため、毎月の利用状況の
フィードバックでの施設活用対策の
検討は見合わせた。

Ｄ

令和5年度
(2023年度)

・利用されていない施設の活用の検
討や営利目的による使用などによる
貸出が可能なのか等施設の活用につ
いて検討した。

Ｃ

令和6年度
(2024年度)

・中央公民館内の施設について、使
用が少ない施設の確認を行った。

Ｃ

令和7年度
(2025年度)

・一部の施設で利便性向上を図るた
め、利用実態から予約可能期間、利
用期間を変更した。
・毎月の利用状況を調査し、マイナ
ンバーセンターのあり方検討の資料
として活用した。

令和8年度
(2026年度)

・施設の毎月の利用状況をフィード
バックすることで、施設の活用対策
の検討を行う。市民活動センターや
中央公民館など貸室の有効活用を検
証する。

・施設の毎月の利用状況をフィード
バックすることで、施設の活用対策
の検討を行う。市民活動センターや
中央公民館など貸室の有効活用を検
証する。

・市民活動センターや中央公民館など
各貸室の利用状況については把握して
いるが、施設の活用対策の検討までは
至らなかった。

・施設の毎月の利用状況をフィード
バックすることで、施設の活用対策
の検討を行う。市民活動センターや
中央公民館など貸室の有効活用を検
証する。

・利用されていない施設の活用の検討
や営利目的による使用などによる貸出
が可能なのか等施設の活用について検
討した。

・施設の毎月の利用状況をフィード
バックすることで、施設の活用対策
の検討を行う。市民活動センターや
中央公民館など貸室の有効活用を検
証する。

・施設の使用料の見直しに併せて施設
の活用対策を検討した。

取　組 目指すところ

施設の活用対策の検討 適正な施設管理

年度 取組計画
取組計画の実績 自己

評価下半期（10月～3月）

各担当課

柱

改革項目① 施設再編の取組

改革内容①－5 施設の毎月利用状況のフィードバックによる活用対策の検討
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1 
 

令和７年度優先改革事項の取組状況について 

 

各事項の上半期(４月～９月)取組結果 

№ 改革内容 上半期取組計画 上半期取組結果 

1 （少年育成センター事業費） 

市民委員による巡視活動等の廃止 

【担当課：こども課】 

－ 【令和５年度取組完了】 

2 （小泉山体験の森整備活用事業

費） 

市が事務局として関わることの見

直し 

【担当課：生涯学習課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

3 （多留姫文学自然の里整備活用事

業費） 

市が事務局として関わることの見

直し 

【担当課：生涯学習課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

4 （温泉施設管理運営費） 

温泉施設の集約、民営化 

【担当課：社会福祉課】 

  民間譲渡を必須条件とす

るサウンディング型市場

調査を実施する。 

  個別の企業に対するアプ

ローチを行う。 

  民間譲渡を必須条件とするサウ

ンディング型市場調査の実施要

領を作成し、公開した。 

  協定を締結した PPP 財団から PPP

手法の助言を受けた。 

5 （サンコーポラス旭ヶ丘管理費） 

施設の民営化 

【担当課：都市計画課】 

  市の運営を基本としつつ、

民間事業者からの問い合

わせに対応する。 

  問い合わせを受けたが進展はな

かった。 

6 （保育所運営費、保育所施設維持

管理費） 

民営化、適正配置の検討 

【担当課：幼児教育課】 

  学校統廃合の方向性を踏

まえて、地域における保育

園のあり方を検討する。 

  今後の園児数の推移から1地区に

複数ある保育園の統廃合を含め

た適正な配置を検討した。 

  未満児入所の増加に伴い、未満児

室の確保に向けて都市計画課と

施設整備を検討した。 

7 （地域創生推進事業費） 

教育資金利子補給事業の廃止 

【担当課：地域創生課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

  

【R7.12.16茅野市行財政審議会】
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2 
 

№ 改革内容 上半期取組計画 上半期取組結果 

8 （みんなのまちづくり支援事業

費） 

補助金による支援内容の再構築 

【担当課：パートナーシップのま

ちづくり推進課】 

  みんなのまちづくり支援

事業の課題等を整理し、見

直しを行う。 

  見直し方針について、庁外の関係

者と協議した上で庁議に諮った。 

9 （地区コミュニティ運営協議会支

援事業費） 

運協のあり方、負担金の見直し 

【担当課：パートナーシップのま

ちづくり推進課】 

  運協のあり方、活動負担

金・助成金の見直しを行

う。 

  地域コミュニティに係る負担金・

補助金の見直しの方向性につい

て庁議に諮った。 

10 （社会福祉協議会助成事業費） 

社会福祉協議会の事業の見直し 

【担当課：社会福祉課】 

  重層的支援体制整備事業

を実施する。 

  保健福祉 SC と社協とのデ

ータを共有する。 

  重層的支援体制整備事業が始ま

り、CSW 連絡会で重層的支援体制

整備事業における社協の役割を

説明した。 

  保健福祉 SC と社協とのデータ共

有のための取扱合意書を締結し、

社協用の端末を配備したことか

ら、保健福祉 SC 職員と社協職員

がデータで情報共有できる環境

が整った。 

11 （ふれあい保健福祉事業） 

事業の精査 

【担当課：保健福祉サービスセン

ター】 

  ふれあい保健福祉事業検

討会議を実施する。 

  機能訓練事業廃止の条例

改正手続きを行う。 

  令和 6 年度事業実績を踏

まえた個別事業の拡充・縮

小・休廃止を検討する。 

  ふれあい保健福祉事業検討会議

の実施により、ケアマネジメント

の視点を共有した利用決定の可

否につなげることができた。 

  機能訓練事業の廃止以外で事業

の抜本的な見直しには至ってい

ない。 

12 （不妊・不育治療助成事業費） 

保険適用外となった 43 歳以上に

係る市単独での助成の廃止 

【担当課：健康づくり推進課】 

－ 【令和５年度取組完了】 

13 （観光振興支援事業費） 

映画祭の開催方法の見直し 

【担当課：観光課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

14 （観光まちづくり推進事業費） 

DMO の改革、事業の整理 

【担当課：観光課】 

－ 【令和６年度取組完了】 



3 
 

№ 改革内容 上半期取組計画 上半期取組結果 

15 （産学公等連携推進事業費） 

産業振興プラザの体制見直し 

【担当課：商工課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

16 （各種がん検診等事業費） 

自己負担額の見直し 

【担当課：健康づくり推進課】 

 

 

 

【令和５年度取組完了】 

17 （地区こども館運営費） 

運営方法の見直し 

【担当課：こども課】 

  地区こども館のあり方や

開館時間の見直しを検討

するため、関係者への説明

と意見交換を実施する。 

  拠点のあり方について、

CC、図書館分館、学童クラ

ブを含む方向性を庁内で

協議する。 

  利用者アンケートや関係者との

意見交換を実施し、地区こども館

のあり方や開館時間の見直しに

ついて検討した。 

  拠点のあり方について、CC、図書

館分館、学童クラブを含む方向性

を庁内で協議した。 

18 （歳入） 

税収の確保（観光客を対象とした

新税の創設検討） 

【担当課：観光課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

19 （歳入） 

税収の確保（企業誘致による税収

の確保） 

【担当課：商工課】 

  工場立地法の緑地規制緩

和による設備投資を促進

する。(事業者への説明な

ど) 

  地域未来投資促進法の重

点促進区域指定により工

場立地を促進する。（事業

者との調整、土地利用調整

計画の素案の作成等） 

  製造業の企業や工場誘致

だけでなく、IT 系やファ

ブレス企業等の成長産業

分野への働きかけを行う。 

  空き工場・空き土地の情報

収集と情報提供を行う。 

  企業訪問による誘致活動

を行う。 

  工場立地法の緑地規制緩和を周

知した。 

  地域未来投資促進法による工場

立地について、事業者との調整、

長野県との土地利用調整計画の

協議を行った。 

  産業用地整備庁内ワーキンググ

ループを発足し、候補地の選定、

候補地でクリアすべき課題の洗

い出しを開始した。今年度中に候

補地の選定を行い、企業誘致に向

けた取組を加速させる。 

  



4 
 

№ 改革内容 上半期取組計画 上半期取組結果 

20 （歳入） 

更なる寄附金の確保 

【担当課：地域創生課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

21 （生ごみ回収・堆肥化処理事業費） 

蓼科有機センターの譲渡 

【担当課：美サイクルセンター】 

  農村更正協会と用地返還

について協議する。 

  構築物、物品の処分に係る

手続き（議会議決等）を行

う。 

  用地返還に関する手続きを進め、

6 月末日をもって残存する構築物

は無償譲渡し、用地返還が完了し

た。 

【取組完了】 

22 （茅野環境館管理運営費） 

環境館の廃止 

【担当課：美サイクルセンター】 

－ 【令和６年度取組完了】 

23 （地区コミュニティセンター管理

運営費） 

拠点数と人員体制の見直し 

【担当課：パートナーシップのま

ちづくり推進課】 

  集落支援員制度を導入す

る。 

  職員体制の適正化に向け

た検討を行う。 

  出張所機能の縮小を検討

する。 

  集落支援員制度を導入し、一部の

CC の正規職員を会計年度任用職

員に切り替えた。 

  一部のCCの業務縮小と宮川CC事

務所の中央公民館移転に向けた

準備を進めた。 

24 （市民活動センター運営費、ひと・

まちプラザ管理費） 

中央公民館と組織・機能の統合 

【担当課：パートナシップのまち

づくり推進課】 

  関係者（教育委員、社会教

育委員、公民館運営審議

会、ゆいわーく運営委員

会）と協議する。 

  令和8年4月の統合に向けて検討

を進めた。引き続き理事者の意見

等を伺いながら統合に向けて関

係者と協議する。 

25 （小学校運営費、小学校施設管理

費、小学校施設整備費） 

規模・配置の検討 

【担当課：学校教育課】 

  保護者対象の地域対話を

開催する。 

  市民アンケート実施する。 

  第 2 回保護者対象の地域対話（各

小学校区）を開催した。 

  第１回地域全体の地域対話（各地

区）を開催した。 

  県内の小規模学校を視察した。 

26 （保健福祉サービスセンター施設

管理費） 

サービス提供体制の見直し 

【担当課：保健福祉サービスセン

ター】 

  福祉 21 ビーナスプランの

課題を検討する。 

  重層的支援を考慮した保

健福祉サービスセンター

業務の整理を行う。 

  第 4 次福祉 21 ビーナスプランの

策定に向けた工程を整理し、進め

方やスケジュールを共有した。 

  重層的支援体制整備事業のうち

保健福祉 SC が行う多機関協働事

業の実施に向けた業務整理に着

手した。 

27 （千駄刈自然学校管理運営費） 

千駄刈自然学校の廃止 

【担当課：観光課】 

－ 【令和６年度取組完了】 
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№ 改革内容 上半期取組計画 上半期取組結果 

28 （観光温泉施設管理運営費） 

すずらんの湯の廃止 

【担当課：観光課】 

－ 【令和６年度取組完了】 

29 （市民館費） 

施設複合化の促進や施設の売却 

【担当課：生涯学習課】 

  今後の市民館運営のあり

方（R10～指定管理の是非

を含む）について協議す

る。 

  図書室の設置見直しにつ

いて協議する。 

  今後の指定管理についての議論

を進めるため、指定管理者への職

員退職派遣を行うほか、中川行政

アドバイザーを委嘱し、文化ホー

ルのあり方に関する検討を行っ

た。 

  現時点では、収益性のある取組を

継続して行うことは難しいとい

う結論が得られた。 

30 （博物館運営費、博物館施設管理

費） 

建物維持の必要性と必要機能の精

査 

【担当課：博物館】 

  有料入館者の増加を図る

ため、学校、企業等との連

携により魅力的な企画展

等を検討、実施する。 

  収入増加のため物販を開

始し、販売商品の拡充を検

討する。また、ネーミング

ライツの導入を検討する。 

  施設のあり方を検討する

ために、PPP、資料収蔵の

検討、建物の躯体調査を実

施する。 

  EPSON や各種団体と協力して講座

を開催し、応募者が 15 倍の人気

講座となった。 

  水や冊子の販売を開始した。 

  コンクリート躯体調査を実施し

た。 

  協定を締結したPPP財団から博物

館の運営についてアドバイスを

受けた。 

31 （スケートセンター・ゴルフ練習

場・プール管理運営費） 

施設維持・運営方法の検討 

【担当課：スポーツ健康課】 

  プールは、施設譲渡を進め

る。 

  スケートセンターは、答申

の付帯意見を検討する。 

  プールは、事業者への譲渡が完了

した。 

  スケートセンターは、付帯意見の

検討を進めたが、時間を要するこ

とから、存廃の判断時期を延期し

た。 

 



○優先改革事項の取組スケジュールと取組状況一覧　(令和６年度分～(取組完了項目を除く))

予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
・６温泉施設のサウンディング用
の実施要領、エントリーシート作
成
・ホームページ上に実施要領の公
開と現地見学会の案内を掲載

・６温泉の実
施要領作成

・６温泉の実
施要領公表、
現地見学会の
案内

・６温泉エン
トリーシート
作成

・６温泉の現
地見学会開催
（休館日）

・６温泉のサ
ウンディング
受付

・６温泉のサ
ウンディング
実施

・６温泉のサ
ウンディング
結果まとめ

・６温泉のサ
ウンディング
結果に対する
理事者協議実
施

・６温泉施設とゆうゆう館のサウ
ンディング用の実施要領、エント
リーシートを作成し、ホームペー
ジ上に公開した。観光課、商工課
にも周知を依頼した。現地見学会
への応募が２件あったので、今後
のサウンディングに向けて準備を
進める。

河原の湯の実
施要領作成

縄文の湯、金
鶏の湯の実施
要領作成

望岳の湯、塩
壺の湯の実施
要領作成

ゆうゆう館の
実施要領作成
都市計画課か
ら意見聴取

実施要領、エ
ントリーシー
トをホーム
ページにて公
開

実施要領、エ
ントリーシー
トをホーム
ページにて公
開

サウンディン
グの現地見学
会を２社に対
して実施

サウンディン
グの現地見学
会に参加した
企業からの質
問への回答

サウンディン
グ型市場調査
に２社からエ
ントリー受付

サウンディン
グ型市場調査
を実施し２社
より提案あり

サウンディン
グ型市場調査
結果を理事者
へ報告

サウンディン
グ型市場調査
結果をホーム
ページで公開

・民間譲渡を必須条件とするサウ
ンディング型市場調査を再度実施
・すずらんの湯のプロポーザル参
加事業者やスポーツ施設関係事業
等の個別企業に対するアプローチ

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件として
再度作成

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件として
再度作成

・実施要領公
開
・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・現地見学
会、サウン
ディング随時
受付・実施
・個別企業ア
プローチ

・サウンディ
ング型市場調
査結果につい
て理事者協議

・サウンディ
ング型市場調
査結果実現性
検討

・サウンディ
ング型市場調
査結果実現性
検討

・サウンディ
ング型市場調
査結果実現性
検討

・サウンディ
ング型市場調
査結果実現性
検討

・民間譲渡を必須条件とするサウ
ンディング型市場調査の実施要領
を作成し、公開した。
・ＰＰＰ財団による縄文の湯と河
原の湯の現地確認を実施し、民間
譲渡に向けたトライアルサウン
ディングの手法についての助言を
いただいた。

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件とした
内容で検討

・実施要領を
民間譲渡を必
須条件とした
内容で作成

・実施要領作
成完了
・サウンディ
ング型市場調
査実施及び実
施要領公開の
起案

・サウンディ
ング型市場調
査実施要領の
公開
・ＰＰＰ財団
への協力依頼

・サウンディ
ング型市場調
査実施要領の
公開
・ＰＰＰ財団
への協力依頼

・サウンディ
ング型市場調
査について２
社から問合せ
がありエント
リーの意向を
確認
・ＰＰＰ財団
による縄文の
湯と河原の湯
の現地確認実
施

・サウンディ
ング型市場調
査について３
社からエント
リー
・１社につい
て現地見学会
実施

・サウンディング型市場調査の準
備

・サウンディ
ング型市場調
査の内容検討

・サウンディ
ング型市場調
査要領・説明
資料作成

 ・サンコーポ
 ラス自治会ま
 たは住民への
 説明サンコー
ポラス旭ヶ丘
入居者アン
ケートの実施

・サウンディ
ング型市場調
査の公表 ・質
 問書受付

・サウンディ
ング型市場調
査の現地見学
会・個別対話
の実施 説明会
 の開催

 ・サウンディ
 ング型市場調
 査の実施

・サウンディ
ング型市場調
査の結果集
計、公表

・アンケート
及び調査結果
に基づいた今
後の方向性の
検討

・サウンディング型市場調査の準
備
・サンコーポラス旭ヶ丘入居者ア
ンケートの実施

サウンディン
グ型市場調査
内容検討。

不動産事業者
ヒアリング。
（立地条件が
問題とのこ
と）

サウンディン
グ型市場調査
実施要領等内
容検討。

サウンディン
グ型市場調査
実施要領等内
容検討。

金沢地区区長
会への検討事
項の概要説明
サンコーポラ
ス旭ヶ丘自治
会への検討事
項の説明及び
意見交換

サンコーポラ
ス旭ヶ丘入居
者アンケート
の実施

サウンディン
グ型市場調査
参加事業者の
募集開始

・サウンディ
ング型市場調
査個別対話の
実施（２社）

サンコーポラ
ス旭ヶ丘入居
者アンケート
の集計

・サウンディ
ング型市場調
査の結果公表
（市ＨＰ）

・アンケート
及び調査結果
に基づいた今
後の方向性の
検討

・今後の方向
性について理
事者協議。民
営化は難しい
ため、市が運
営していくこ
とで方向性を
決めた。

・民間事業者からの問合せへの対
応

・民間事業者
からの問合せ
への対応

・民間事業者からの問合せに対応
した。

-

・事業者へ対
応

-

・事業者へ対
応

- -

・事業者へ対
応

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）

都市計画課

【サンコーポラス旭ヶ丘管理費】
施設の民営化

（短）
市場調査

令和6年度
(2024年度)

・サウンディング型市場調査の実
施
・調査結果に基づいた今後の方向
性の検討

Ｂ・サウンディング型市場調査の実
施
・アンケート及び市場調査に基づ
く今後の方向性の検討。
・上記に基づき、理事者及び財政
課との協議により、改革を中止
し、市により前向きに運営してい
くことで結論が出すことができ
た。

【サンコーポラス旭ヶ丘管理費】
施設の民営化

（中）
調査結果に基づく検討

令和7年度
(2025年度)

・民間事業者からの問合せへの対
応

令和8年度
(2026年度)

8,619 1,070

5

4 社会福祉課

【温泉施設管理運営費】
温泉施設の集約、民営化

（短）
サウンディング調査等の実施
老朽化等により大型設備が故障し
た施設は、閉館を含め継続可否を
判断

令和6年度
(2024年度)

・６温泉施設の現地見学会を実施
・６温泉施設のサウンディング実
施
・サウンディング結果を受けて、
６温泉施設の今後の対応方針を理
事者と協議

B
2社より提案を受けたが、いずれも
市が施設を保有する状況に変わり
はなく、民間譲渡の提案を受ける
ことはできなかった。
今後は、民間譲渡を必須条件とす
るサウンディング調査を再度実施
し、他にも民間譲渡を提案してく
れる可能性がありそうな企業に直
接アプローチをかける。

【温泉施設管理運営費】
温泉施設の集約、民営化

（中）
売却可能な施設から売却
将来的に市としては温泉施設を保
有しない

令和7年度
(2025年度)

・民間譲渡を必須条件とするサウ
ンディング型市場調査を引き続き
実施
・サウンディング型市場調査の結
果を理事者へ報告

令和8年度
(2026年度)

163,133 152,686

152,507

28,114

1/13

【R7.12.16茅野市行財政審議会】

資料２－２



予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・地区別年齢別児童数と各地区の
児童数の推移まとめ
・今後の人口動向を推察

地区別年齢別児
童数と各地区の
児童数の推移を
確認。今後の人
口推移を推察。

・地区別年齢別児童数と各地区の
児童数の推移について一覧表作成
・子育て支援のニーズを把握する
ため保護者アンケート実施
・未満児受入れのための保育室等
改修計画及び概算費用算出
・土曜保育の見直し

・H26年度か
らR6年度まで
の0歳から10
歳までの地区
別年齢別児童
数の推移一覧
表を作成。
・土曜保育見
直しについて
検討（5月…
保育所運営審
議会において
説明、6月…
保護者アン
ケート実施予
定）

保育所運営審
議会におい
て、子育て支
援のニーズを
把握するため
の保護者アン
ケート実施に
ついて説明し
た。アンケー
トは6月実施
予定。

・未満児保育
の需要が増加
している。園
の統廃合を見
据え、既存の
保育室を乳児
室・ほふく室
に改修できる
園があるか検
討を行った。
・保育室を乳
児室・ほふく
室に改修する
場合に必要な
条件や備品に
ついて確認
し、都市計画
課に設計を依
頼するための
検討を行っ
た。
・私立園のヒ
アリング実施
・保護者アン
ケート作成中

・未満児受入
れのために必
要な施設改修
に係る費用を
把握するた
め、都市計画
課に設計を依
頼し打合せを
行った。（保
育室を乳児
室・ほふく室
に改修、未満
児用トイレ改
修等）
・保護者アン
ケート完成

・未満児受入
れのための保
育室やトイレ
改修等の費用
を算出するた
め、都市計画
課職員及び園
長と打合せを
行った。（改
修算出は９月
予定）園長と
の打合せの中
で、多くの課
題も出てきた
ため、今後検
討が必要であ
る。
・公立14園の
耐用年数一覧
表を作成し
た。
・保護者アン
ケート実施に
ついて、保育
所運営審議会
において説明
を行った。

・未満児受入
れのために必
要な保育室や
トイレの改修
等を行うため
の費用の概算
見積ができた
が、最低限の
改修に係る費
用であり、保
育を行う上で
の課題が新た
に見つかっ
た。今後、園
全体の改修と
含めて検討が
必要である。
・土曜保育の
利用実績がな
い２園に休園
について説明
会、聞き取り
調査を行っ
た。10月から
の休園に向け
て準備を始め
た。
・保護者アン
ケート実施

・経費節減の
ため、10月か
ら、土曜保育
の利用実績の
ない泉野保育
園及びみど
りヶ丘保育園
について、土
曜日は休園と
した。また、
土曜日に長時
間開所してい
るちの保育園
の保育士が不
足しているた
め、土曜保育
を休園とした
２園の保育士
が、計画的に
ちの保育園に
勤務すること
とし、ちの保
育園の土曜保
育に係る保育
士の負担軽減
を図った。

・施設の耐用
年数及び修繕
が必要な箇所
の確認を行っ
た。
・金沢保育園
保護者説明会
において、今
後、土曜保育
の利用者がい
ない場合に
は、土曜日は
休園の可能性
があることを
説明した。

・毎年行って
いる、みど
りヶ丘保育園
存続に係る宮
川地区関係者
説明会の準備
開始。今後、
令和7年2月か
ら3月にかけ
て宮川地区の
保育園保護者
会や区長会に
おいて、宮川
地区の児童数
の推移・現状
等について説
明する予定。
・Ｒ７年度入
所調整で土曜
保育の利用状
況も考慮した
調整を行う。

・毎年行って
いる、みど
りヶ丘保育園
存続に係る宮
川地区関係者
説明会の準備
中。令和7年3
月に宮川地区
の保育園保護
者会や区長会
において、宮
川地区の児童
数の推移・現
状等について
説明する予
定。
・Ｒ７年度入
所調整で土曜
保育の利用状
況も考慮した
調整を行っ
た。

・毎年行って
いる、みど
りヶ丘保育園
存続に係る宮
川地区関係者
説明会の準備
中。令和7年3
月に宮川地区
の保育園保護
者会や区長会
において、宮
川地区の児童
数の推移・現
状等について
説明する予
定。
・Ｒ７年度入
所調整で土曜
保育の利用状
況の調査を行
い、みどりヶ
丘保育園と泉
野保育園の休
園の継続の検
討を行った。

・毎年行って
いる、みど
りヶ丘保育園
存続に係る宮
川地区関係者
説明会の実
施。令和7年3
月に宮川地区
の保育園保護
者会や区長会
において、宮
川地区の児童
数の推移・現
状等について
説明。
・Ｒ７年度入
所調整で土曜
保育の利用状
況も考慮し
て、みどりヶ
丘保育園と泉
野保育園のＲ
７年度の土曜
保育の休園の
継続を確認し
た。

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

学校統廃合の
方向性を踏ま
え、地域にお
ける保育園の
あり方を検
討。

資料完成

１地区に複数ある保育園の今後の
園児数の推移から統廃合を含めた
適正な配置を検討。
０～２歳の入所が増加しているこ
とも含めて未満児室の確保に向け
た都市計画課との施設整備を検
討。

・将来推計を
するために必
要な資料の検
討を行った。

・各園、今年
度の土曜保育
利用者数を調
査。
・土曜保育の
職員体制を見
直し、ちの保
育園以外の園
長と主任保育
士が勤務に当
たるようにし
た。
・都市計画課
の施設カルテ
整備状況報告
会に出席し、
施設の現状を
把握した。

・土曜保育利
用者の少ない
園の洗い出
し。今後の利
用について保
護者へアン
ケート調査を
実施する。
・給食におけ
る白米の提供
の可能性の検
討
・保育施設の
建築年数等の
整理

・保育施設の
建築年数等の
整理
・入園児童
シュミレー
ションの作成
・未就園児交
流の参加率の
調査から、未
就園児の入所
の増加を把
握。

・保育園の改
修等希望調査
を受けた都市
計画課の現地
調査後の打ち
合わせ。
・入園児童
シュミレー
ションの作成
・未就園児交
流の参加率の
調査から、未
就園児の入所
の増加を把
握。

・保育園の改
修等希望調査
を受けた見積
り徴取。
・入園児童
シュミレー
ションの作成
・土曜保育の
利用が年度当
初から少ない
園の今後の利
用可能性につ
いての調査。

・保育園の改
修等希望調査
を受けた見積
り徴取。
・Ｒ8年度混
合保育の可能
性がある園へ
の保護者説明
会の開催。
・入園児童
シュミレー
ションの作成
(R8入所受付
開始）
・土曜保育の
利用が少ない
園の今後の利
用アンケート
の実施。

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

学校統廃合の
方向性を踏ま
え、地域にお
ける保育園の
統廃合を検
討。

831,336 816,554

6 幼児教育課

【保育所運営費、保育所施設維持
管理費】
民営化、適正配置の検討

（短）
民営化・廃園も含めて適正な配置
を検討

令和6年度
(2024年度)

・地区別年齢別児童数と各地区の
児童数の推移まとめ
・今後の人口動向を推察

B

・アンケート結果を第三期子ど
も・子育て支援事業計画に反映。
・みどりヶ丘保育園の存続に係る
児童数の推移について、保護者会
及び宮川地区関係者に説明。
・施設改修箇所の確認
・今年度土曜保育の実績がなかっ
た泉野保育園及びみどりヶ丘保育
園の年度内の休園の実施

【保育所運営費、保育所施設維持
管理費】
民営化、適正配置の検討

（中）
民営化・廃園も含めて適正な配置
を検討

令和7年度
(2025年度)

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

令和8年度
(2026年度)

・学校統廃合の方向性を踏まえ
て、地域における保育園のあり方
を検討

879,278

2/13



予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・補助金等基本指針の見直しを受
けたうえでの支援内容の見直し・
検討

・支援内容の
見直し・検討

・支援内容の
検討終了

・見直し結果
をR7予算要求
に反映
 【取組完了】

・以降必要に
応じ内容見直
し

・基本指針を改定した。
・みんなのまちづくり支援事業の
内容を見直しをおこない、支援内
容について関係課との調整を行っ
た。

基本指針の見
直し案検討と
協議

基本指針改定
案協議、改訂
(Ｒ6.6～)全
協提出

補助金等の
チェックシー
トの作成

全補助金等の
確認作業。

関係課で協
議、内容検討

関係課で協
議、内容検討
と要綱案の作
成

新要綱の内容
の協議。

要綱内容の再
検討が必要な
ため、R7予算
要求の見送
り。

要綱内容の再
検討が必要な
ため、R7予算
要求の見送
り。

補助金等の見
直し内容の
フィードバッ
ク

・支援内容の見直し・検討 ・支援内容の
見直し・検討

・支援内容の
検討終了

・見直し結果
をR8予算要求
に反映
【取組完了】

・以降必要に
応じ内容見直
し

・見直しの方針について、庁外関
係者（助言者）と協議した上で、
庁議（総合企画会議、地域経営会
議）に諮った

・財政課と見
直し方針を協
議

・課内協議 ・助言者と協
議

・課内協議 ・部課長協議 ・総合企画会
議
・地域経営会
議

・新要綱起案

・運協のあり方・負担金の見直し
（運協、担当課）

・運協のあり
方、負担金の
見直し（運
協、担当課）

・負担金の見
直し終了

・見直し結果
をR7予算要求
に反映
 【取組完了】

・以降必要に
応じ、運協あ
り方の見直し

運協会長ヒアリングの結果を踏ま
えて、市の方針を協議、地域との
話し合いに向けた準備を行った。
負担金の見直しについては、地域
との話し合いの結果による。

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議
・運協会長ヒ
アリング

・所長会議で
協議
・運協会長ヒ
アリング

・所長会議で
協議

・所長会議で
協議
・関係課会議

・理事者協議
（12/2運協会
長連絡会議で
見直し内容協
議）
・所長会議

・理事者協議
・所長会議
・関係課会議

・運協会長連
絡会議
・理事者協議
・所長会議
・関係課会議

・地域住民、
ＣＣ職員合同
研修会(3/27)
に向けた課内
調整会議

・課内協議 ・3/27運協最
適化に向けた
地域住民、職
員合同研修会
開催

・運協のあり方・活動負担金、助
成金の見直し（運協、担当課）

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方・活動負担
金、助成金の
見直し

・運協のあり
方の見直し、
活動負担金、
助成金のＲ８
年度予算計上
について検討

地域コミュニティに係る負担金の
方向性について庁内の合意形成を
した

・各地区運協
最適化に向け
た検討の開始
・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

・所長会議、
課内会議で協
議

9/10総合企画
会議、 9/30
地域経営会議
で協議

10/17地域コ
ミュニティ活
動に係る負担
金・補助金の
補助金の制度
の再構築につ
いて関係課と
意見交換を実
施

・新組織　新体制の運営
・社協へ委託している事業の精査
・社協が実施する相談・地域づく
りに関連する事業への財源確保の
検討
・財政健全化、経営安定化に向け
た改革プランの遂行

・新組織ス
タート

・委託事業の
精査、財源確
保の検討

・改革プラン
の遂行

・新組織の振
り返り

・新組織の検
証（職場及び
部内の検証）

・社協への補助金交付額の一部を
国庫補助とするため、重層的支援
体制整備事業への手上げを行い、
令和７年度予算に組み込むよう、
社協・関係各課と協議した。

社協委託事業
の精査

社協委託事業
の精査

重層的支援体
制整備事業の
検討

重層的支援体
制整備事業の
検討

令和7年度よ
り重層的支援
体制整備事業
実施のための
協議

令和7年度よ
り重層的支援
体制整備事業
実施のための
協議

令和7年度か
らの重層的支
援体制整備事
業の所要額見
込を県へ提出

重層的支援体
制整備事業の
令和7年度予
算要求

重層的支援体
制整備事業の
令和7年度予
算理事者査定
実施

４市合同実践
研究会inひみ
への参加

重層的支援体
制整備事業実
施に向けた関
係課、社協と
の打合せ実施

重層的支援体
制整備事業実
施に向けた関
係課、社協と
の打合せ実施

・重層的支援体制整備事業実施
・保健福祉ＳＣと社協とのデータ
共有

・重層的支援
体制整備事業
スタート

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業中間評
価

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業実施

・重層的支援
体制整備事業
実施
・参加支援事
業、アウト
リーチ等を通
じた継続的支
援事業評価

・重層的支援体制整備事業がス
タートし、CSW連絡会で重層的支援
体制整備事業における社協の役割
を説明した。
・保健福祉ＳＣと社協とのデータ
共有のための取扱合意書を締結
し、各保健福祉ＳＣとボランティ
アセンターに社協用端末を配備し
た。これにより、支援ツールにお
いて保健福祉ＳＣ職員と社協職員
がデータで情報共有を実現できる
環境が整った。

・重層的支援
体制整備事業
スタート
・CSW連絡会
で重層的支援
体制整備事業
における社協
の役割を説明

・保健福祉Ｓ
Ｃ主導により
多機関協働事
業における社
協との連携方
法を確認
・厚労省で示
された様式確
認

・福祉21茅野
幹事会におい
て、重層的支
援体制整備事
業の実施につ
いて説明
・厚労省提供
の統計ツー
ル、支援ツー
ル利用申請

・統計ツール
と支援ツール
のインストー
ル完了
・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ための取扱合
意書作成

・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ための取扱合
意書締結
・保健福祉Ｓ
Ｃと社協との
データ共有の
ためのフォル
ダ構成検討、
フォルダ構築

・各保健福祉
ＳＣとボラン
ティアセン
ターに社協用
端末を配備
し、支援ツー
ルの社協用Ｉ
Ｄ発行

・重層的支援
体制整備事業
の多機関協働
事業等におけ
る実績報告を
支援ツールの
情報を基に国
へ報告
・社協のアウ
トリーチ事業
の新規受付実
績は６件

・運協のあり方の見直し、活動負
担金、助成金のＲ８年度予算計上
について検討

3,096

・見直し結果をR7予算要求に反映

A

6,015

9

パートナー
シップのま
ちづくり推
進課

令和7年度
(2025年度)

8

パートナー
シップのま
ちづくり推
進課

【みんなのまちづくり支援事業
費】
補助金による支援内容の再構築

（短）
補助金等の基本指針も見直したう
えで支援内容を検討

令和7年度
(2025年度)

・12/2運協会長連絡会議におい
て、各課から支出する負担金につ
いて原則運協を経由しないことに
ついて賛同いただいた。また、組
織、活動の最適化に向けた協議の
必要性を確認。

令和6年度
(2024年度)

2,096 2,004

・見直し結果をR7予算要求に反映

C要綱内容を検討したが、調整がで
きず、次年度以降の検討となっ
た。

令和6年度
(2024年度)

10 社会福祉課

【社会福祉協議会助成事業費】
社会福祉協議会の事業の見直し

（短）
市の委託事業、SCにおける業務の
見直し

令和6年度
(2024年度)

・新組織　新体制の運営
・社協へ委託している事業の精査
・社協が実施する相談・地域づく
りに関連する事業への財源確保の
検討
・財政健全化、経営安定化に向け
た改革プランの遂行

B

令和７年度より重層的支援体制整
備事業を実施することとし、社協
のＣＳＷの人件費を国と県からの
補助事業に位置付け、市の委託事
業とした。保健福祉ＳＣと社協、
及び庁内の連携強化を図る。

【社会福祉協議会助成事業費】
社会福祉協議会の事業の見直し

（中）
独自の収益事業の見直し

令和7年度
(2025年度)

・重層的支援体制整備事業の多機
関協働事業等に関する研修会を実
施
・社協も含めた重層的支援体制整
備事業の検討会議の開催
・参加支援事業、アウトリーチ等
を通じた継続的支援事業における
国への実績報告の実施

令和8年度
(2026年度)

150,167
※業務委託
料含む社協
への支出総

額

146,963

163,454

5,940 5,221

【地区コミュニティ運営協議会支
援事業費】
運協のあり方、負担金の見直し

（短）
運協へ支出している負担金ごとに
必要性を検討
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・負担割合の検討
・廃止事業の選定、整理
・理事者協議

・負担割合の
検討
・廃止事業の
選定、整理

・理事者協議 ・理事者協議
に基づく対応

 【取組完了】

・ふれあい保健福祉事業は、要介
護者の在宅生活を支えるためには
必要なサービスであるが、優先改
革事項としては当初「全事業の廃
止」であったことを踏まえると負
担割合の据え置きから増やしてい
くことを前提として再度検討する
こととなった。
・機能訓練事象は「廃止」するこ
ととし手続きを進める。

・廃止事業の
選定協議

・令和５年度
事業実績確認

・理事者協議
に向けた準備

・理事者協議
資料作成
・日程調整

・理事者協議
資料作成

・理事者協議
の実施

・事業の方向
性について、
福祉２１茅野
幹事会に情報
提供、意見交
換を行う。

県内19市にお
いて同様の事
業の実施の有
無について調
査することと
し、調査票を
送付した。

県内19市への
調査結果を踏
まえ理事者協
議を実施。
真にサービス
提供が必要な
者にサービス
提供（決定）
ができるよう
事業の仕組を
令和7年度中
に見直しし、
令和8年度か
らの事業に反
映する方針と
なる。

サービス決定
までのフロー
について係内
で検討し、フ
ロー案作成し
た。
２月の課職場
会議にて検討
することと
し、課内調整
した。

課職場会議に
てサービス決
定フロー案の
提案、現場で
運用する各SC
地域福祉推進
係の体制につ
いて意見交換
を行った。

サービス決定
を審査する
「ふれあい保
健福祉事業検
討会議」を定
例開催するこ
とを課内の
他、地域の居
宅介護支援事
業所と調整
し、4月から
実施すること
とした。

・ふれあい保健福祉事業検討会議
の実施
・機能訓練事業の廃止するための
条例改正手続き
・令和6年度事業実績を踏まえた個
別事業の拡充・縮小・休廃止の検
討

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の開催

拡充・縮小・
休廃止該当事
業の有無を確
認

条例改正スケ
ジュール工程
の作成

条例改正工程
に沿った事務
の実施

該当事業に関
する調査（ケ
アマネ、他市
等）

調査結果を踏
まえた理事者
協議

令和8年度予
算見積への反
映

理事者協議を
踏まえた要綱
改正手続き

条例改正

要綱改正

・ふれあい保健福祉事業検討会議
の実施によりケアマネジメントの
視点を共有した利用決定の可否に
つなげられた。また、他法他施策
の利用につなげ本事業の利用とな
らないケースもあった。
・機能訓練事業の廃止手続きは進
めたが、その他事業の抜本的な見
直しまでは至らなかった。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。（ふれ福
サービス利用
によらない支
援方針に至っ
たケース1
件）

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・令和6年度
の事業実績に
併せ、近年実
績のない事業
を抽出した。

条例改正スケ
ジュールを打
ち合わせ、係
内共有を図っ
た。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・ふれあい保
健福祉事業要
綱の内容精査
を実施し、条
例改正に向け
た準備を実
施。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・昨年度決定
した機能訓練
事業の廃止に
向け、条例及
び要綱改正案
を作成した。

・ふれあい保
健福祉事業検
討会議の実
施。
・次年度事業
の実施方針の
係内検討の実
施。

・次年度事業
の実施方針の
課内共有と予
算見積業務に
反映した。

11

 高齢者・保
 険課

保健福祉
サービスセ

ンター

【ふれあい保健福祉事業】
ふれあい保健福祉事業の精査

（短）
直近で利用者がいない事業は廃止
継続する事業は利用者負担割合に

ついて検討

令和7年度
(2025年度)

26,010

・ふれあい保健福祉事業検討会議
の実施
・条例改正

令和6年度
(2024年度)

・理事者協議に基づく対応

B

理事者協議を踏まえ、必要な者へ
のサービス決定ができる仕組みを
整えたことで、「全事業廃止」か
ら「事業継続」となった。
事業の方向性が定まり、実施方法
を見直しも行ったことから、取組
完了とする。

26,325 19,822
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・試行結果を踏まえた職員体制の
変更
・CC業務との兼務について試行調
査（４箇所）
・拠点のあり方について、CC、図
書館分館を含む方向性の庁内協議

・試行結果を
踏まえた職員
体制の変更

・CC業務との
兼務について
試行調査

・拠点のあり
方について、
CC、図書館分
館を含む方向
性の庁内協議

 ・協議、試行
 の結果をR7予
 算に反映

・各地区との
対話を行う

・試行の結果、職員体制の変更に
は至っていないが、関係課と協議
を行う中で方向性が見えてきた。
・兼務や運営については、各館で
差異があるため、今後地域との話
し合いを含め進める必要がある。

・CC業務の試
行調査（金沢
CC）の継続 ・P課との協

議

・P課との協
議

・P課との協
議

・P課、図書
館との協議
（コミュニ
ティセンター
職員体制につ
いて）

・P課、図書
館、総務課と
の協議
（コミュニ
ティセンター
職員体制含
む）

・P課との協
議

・関係機関と
の意見交換
・利用状況、
課題の確認
（図書館分室
含む）

・関係機関と
の意見交換
・図書館との
協議

・職員勤務体
制について課
内で検討

・令和7年度
の地区コミュ
ニティセン
ターの職員体
制について確
認

・各地区こど
も館運営委員
会への説明に
向けた準備

・開館時間の見直しを検討
・各地区こども館運営委員会への
説明、地域との意見交換
・拠点のあり方について、CC、図
書館分館、学童クラブを含む方向
性の庁内協議

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明

・課内で地区
こども館、学
童クラブなど
の放課後育成
について、役
割と方針、人
材、課題を整
理

・検討内容を
運営委員会に
提供し意見集
約

・Ｐまち、図
書館と方向性
の共有

・見直し結果
の確定と予算
化

・整理された
内容を関係部
署と共有、必
要な協議を行
う

・メイトに雇
用継続の確認
及び募集

・方針を決定
し、予算化

・地区こども
館の位置づけ
の検討

・各地区へ周
知

・開館時間の見直しを検討
・各地区こども館運営委員会への
説明、地域との意見交換
・利用者アンケートの実施
・メイト及びステークホルダーの
館毎ヒアリング
・拠点のあり方について、CC、図
書館分館、学童クラブを含む方向
性の庁内協議

・開館時間の変更は、アンケート
結果なども参考に、メイトや運営
委員と対話しながらすすめてい
る。
・放課後の子供の居場所はそれぞ
れ役割があり、選択肢があるとい
う豊かさとなっている。地区こど
も館の放課後こども教室への移行
は、部分的には可能性がある。

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（玉川・金
沢・北山）

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（ちの・米
沢・湖東）

・運営委員会
に出席し見直
し意向の説明
（宮川・豊
平・泉野・中
大塩）
・利用者アン
ケートの準備
・放課後育成
に関する役
割・方針・課
題等の整理
シートを作成
中

・利用者アン
ケートの実施
・放課後育成
に関する整理
シートをもと
に課題や進捗
を担当者で共
有
・各種データ
もとに、見直
し案を作成中

・こども・応
援会議にあり
方検討を報告
・各種データ
をもとに、見
直し案を作成
中

・４月以降の
地区こども館
開館時間や仕
組案につい
て、各地区メ
イト及びス
テークホル
ダーにヒアリ
ングを行う。
・図書館、
パートナー
シップのまち
づくり推進
課、ＣＣ所長
に案を伝え
る。

・方針を決定
し、メイトと
共有。今後開
催される各地
区運営委員会
において説明
を行う。
・放課後のこ
どもの居場所
について、こ
ども家庭庁に
おける交付金
等を調査す
る。

B

・関係機関との意見交換を継続。
・令和７年度に向けて、各地区こ
ども館運営委員会に出席し、状況
を確認していく予定。

【地区こども館運営費】
運営方法の見直し

（短）
職員体制等の検証、拠点のあり方
の再検討

令和8年度
(2026年度)

令和6年度
(2024年度)

 ・協議、試行の結果をR7予算に反
 映
・地域との対話

17 こども課

【地区こども館運営費】
運営方法の見直し

（中）
学童クラブも含めた体制の見直し

令和7年度
(2025年度)

・地区こども館の来年度以降の方
針を確定し、雇用を確保
・放課後のこどもの居場所（学
童・こども館・放課後こども教室
など）としての役割、課題、関わ
る人材、、地域の中での在り方
（現在と未来のニーズ）の方向性
について庁内協議をすすめる

31,813

27,319 24,570
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進

①条例施行、
周知
②土地利用調
整計画の提出

②土地利用調
整計画の県承
認

①緑地面積率等を緩和したことで6
つの事業者から届出（変更）があ
り、工場敷地を拡張することがで
きるなどの効果があった。
②計画の素案作成や事業者との調
整を進めている。

①条例施行
（令和6年4月
1日）、準則
条例が適用さ
れた届出‥0
件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥2件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥2件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥1件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥1件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①準則条例が
適用された届
出‥0件
②計画の素案
作成、事業者
との調整

①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進(事業者への説明
など)
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進
（事業者との調整、土地利用調整
計画の素案の作成等
③製造業の企業や工場誘致だけで
なく、IT系やファブレス企業等の
成長産業分野への働きかけ
④空き工場・空き土地の情報収集
と情報提供
⑤企業訪問による誘致活動

①事業者向け
のチラシ送付
で規制緩和の
周知
②事業者との
調整および計
画の修正

①企業訪問、
設備投資の相
談などの際の
緩和周知
②事業者との
調整及び計画
の修正
③⑤訪問によ
る誘致活動、
自治体PR
④ものづくり
ネットでの情
報提供

②計画の件へ
の提出、下水
道計画変更協
議、農振除
外、農転申請
へ

④産業用地整
備WGの立ち上
げ、庁内にて
空き土地(候
補地)情報の
集約

・工場立地法の緑地規制緩和の周
知を継続して行った。
・地域未来投資促進法による工場
立地について、事業者との調整、
長野県との土地利用調整計画の協
議を行った。大規模案件のため、
進捗が遅れているが、引き続き協
議を継続していく。
・９月に産業用地整備庁内ワーキ
ンググループを発足した。候補地
の選定、候補地でクリアすべき課
題の洗い出しを行っている。今年
度中に候補地の選定を行い、企業
誘致に向けた取組を加速してい
く。

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数１件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数２件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③対象企業の
調査
④問い合わせ
件数１件
⑤対象企業の
調査

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数１件（電
話有。倉庫物
流事業者向け
に2,000坪程
度の土地希
望）

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数４件（レ
ンタル倉庫、
光学部品加
工、調味料、
外食）

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整、長野県
との協議
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数１件（資
材置場）

①規制緩和の
周知
②事業者との
調整、長野県
との協議
③⑤対象企業
の調査
④問い合わせ
件数１件（IT
企業）

・農村更正協会と協議
・プロポーザル実施

 (進捗状況に
 よる)

・農村更正協
会と協議

・プロポーザ
ル実施

・全協報告 ・議案提出

・農村更正協会と協議、プロポー
ザル準備を進めた。
・売却価格の算出に時間を要した
ことから、当初計画より遅れてい
る。早急に手続きを進め、１月末
までには売却先を決定する。

-

・プロポーザ
ル実施につい
て土地の所有
者である農村
更正協会と協
議

・プロポーザ
ル実施要領作
成

・売却価格の
検討

・売却価格の
検討

・プロポーザ
ル実施要領作
成

・プロポーザ
ル実施要領、
審査要領を作
成

・プロポーザ
ル開始

・プロポーザ
ル中止

・来年度の賃
貸借料等の支
払について土
地所有者、堰
管理者と協議

・今後の方向
性について、
副市長・政策
監と協議

・今後の方向
性について、
政策監と協議

・農村更正協会と用地返還協議
・構築物、物品の処分に係る手続
き（議会議決等）

・農村更正協
会と用地返還
協議

・土地賃貸借
契約合意解約
契約書締結協
議

・土地賃貸借
契約合意解約
契約書締結
・構築物等の
無償譲渡に係
る議案上程

・物品等の処
分、引き渡し

・用地返還に関する手続きを進
め、６月末日を以て残存する構築
物も含めた用地返還が完了した。
・付随するその他団体、企業等と
の契約類についても精算を行っ
た。

・用地返還に
係る協議を進
め、概ね内容
がまとまる。

・合意解約契
約書につい
て、相手方か
ら了承が得ら
れたため、締
結手続きを進
める

・土地所有者
への用地返
還、残置物品
等の処分が完
了した。【取
組完了】

19 商工課

【歳入】
税収の確保

（短）
企業誘致による税収の確保

令和6年度
(2024年度)

①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進(事業者への説明
など)
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進
（事業者との調整、土地利用調整

B

21
美サイクル
センター

【生ごみ回収・堆肥化処理事業
費】
蓼科有機センターの譲渡

（短）
民間企業へ施設を譲渡

【取組完了】

①緑地面積率等を緩和したことで6
つの事業者から届出（変更）があ
り、工場敷地を拡張することがで
きるなどの効果があった。
工場増設までは至っていないた
め、税収の確保には時間がかかる
と考える。
②計画の素案作成や事業者との調
整を進めている。

【歳入】
税収の確保

（中）
企業誘致による税収の確保

令和7年度
(2025年度)

①工場立地法の緑地規制緩和によ
る設備投資の促進(事業者への説明
など)
②地域未来投資促進法の重点促進
区域指定による工場立地の促進
（事業者との調整、土地利用調整
計画の素案の作成等
③製造業の企業や工場誘致だけで
なく、IT系やファブレス企業等の
成長産業分野への働きかけ
④空き工場・空き土地の情報収集
と情報提供
⑤企業訪問による誘致活動

令和8年度
(2026年度)

- -

-

令和6年度
(2024年度)

・全協報告
・議案提出

B

・土地所有者である農村更生協会
からの申出により、土地の返還を
求められたため、現存する構築物
の取扱いについて協議を行ってい
る。

1,576 753

令和7年度
(2025年度)

-

0
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・複数地区担当制試行、地域担当
職員制度の導入検討
・出張所のあり方検討

・複数地区担
当制試行（6
人体制）、メ
イトＣＣ勤務
試行・地域担
当職員制度の
導入検討
・出張所のあ
り方検討・地
域協議

・見直し結果
をＲ7予算要
求に反映

令和７年度以降の体制、機能の継
続、廃止について関係課等と協
議。今後、機能、職員体制見直し
に向けた地域との話し合いを行う
必要がある。

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・理事者協議
・関係課協議
・地区ＣＣ所
長、職員会議
での協議

・2/17全協、
市区長会長
会・運協会長
連絡会議合同
会議で方向性
を提示

・各地区区長
会で方向性を
提示

・集落支援員制度の導入
・職員体制の適正化に向けた検討
・出張所機能の縮小検討

・集落支援員
制度の導入
・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

・職員体制の
適正化に向け
た検討
・出張所機能
の縮小検討

令和7年4月集落支援員制度の導入
（4名）
（正規職員→会計年度任用職員）
令和7年10月以降の増員（1名）
令和8年4月から一部の地区コミュ
ニティセンターの出張所業務の縮
小と宮川地区CC公民館統合

・集落支援員
任用（4名）
・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて理事者
協議

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて都市計
画課と協議

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて所長会
議で共有
・会議室の利
用実態調査

・地区コミュ
ニティセン
ターの他施設
との複合化に
係る方向性に
ついて、地区
ＣＣ所長、職
員会議での協
議

・8/21　公共
施設再編計画
説明会
・課内打合せ

10/1異動に伴
う中大塩地区
ＣＣの会計年
度任用職員
（集落支援
員）の検討

・広報ちの12
月号に出張所
業務の縮小
（宮川・米
沢・豊平・玉
川・湖東・中
大塩地区）及
び宮川地区コ
ミュニセン
ターの事務室
を隣接する中
央公民館へ移
転することに
ついての記事
掲載
・関係課との
調整

・庁内関係課協議（企画部、総務
部、生涯学習部、市民環境部）

・庁内関係部
署協議

・関係者協議

・両課の組織統合に向けて検討を
行った。
・今後は理事者の意見等を伺いな
がら引き続き協議していく。
・統合はR８以降

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）勉強会開
催

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・庁内関係課
協議、東御市
視察（生涯学
習部、市民環
境部）

・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・理事者協議
（市長、副市
長、教育長、
生涯学習部、
市民環境部）

・関係課内部
協議

・理事者協議
（市長、副市
長、教育長、
生涯学習部、
市民環境部）

なし ・庁内関係課
（生涯学習
部、市民環境
部）協議

・関係者協議（教育委員、社会教
育委員、公民館運営審議会、ゆい
わーく運営委員会等）

・関係者協議 ・例規改正、
Ｒ８予算要求

・令和８年４月の両課統合に向け
て検討を行った。
・今後は理事者の意見等を伺いな
がらR8の統合に向けて関係者と協
議していく。

・理事者協議
（生涯学習
部、市民環境
部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・庁内関係部
課協議（生涯
学習部、市民
環境部）

・理事者協議
（生涯学習
部、市民環境
部）

・新体制スタート ・新体制ス
タート

23

パートナー
シップのま
ちづくり推

進課

【地区コミュニティセンター管理
運営費】
拠点数と人員体制の見直し

（短）
正規職員の配置見直し
センターが持つ機能ごとに分割し
てあり方の検討
今後建物改修は行わない

【地区コミュニティセンター管理
運営費】
拠点数と人員体制の見直し

（中）
機能ごとに分割して最適な施設配
置を推進

令和7年度
(2025年度)

・Ｒ8年度以降の職員配置、出張所
存廃に係る地域への説明

令和8年度
(2026年度)

令和6年度
(2024年度)

・Ｒ7年度以降の職員配置、出張所
存廃に係る地域への説明

A

職員体制、出張所機能の変更につ
いて庁内での調整を行い、議会
（全協）、地域（運協会長会、市
区長会長会）に方向性を提示する
ことができた。

47,418 42,599

40,287

24

パートナー
シップのま
ちづくり推

進課

【市民活動センター運営費、ひ
と・まちプラザ管理費】
中央公民館と組織・機能の統合

（短）
中央公民館と組織・機能の統合

令和6年度
(2024年度)

・関係者協議（教育委員、社会教
育委員、公民館運営審議会、ゆい
わーく運営委員会等）

B・理事者の意見を伺い、両課の組
織を統合することで合意した。
・今後はR8の統合に向けて、関係
者（教育委員、社会教育委員、公
民館運営審議会、ゆいわーく運営
委員会等）とも協議していく。

【市民活動センター運営費、ひ
と・まちプラザ管理費】
中央公民館と組織・機能の統合

（中）
旧施設を活用した機能の再編

令和7年度
(2025年度)

・例規改正、Ｒ８予算要求

令和8年度
(2026年度)

23,817 21,781

23,479
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・再編成に向けた地域との協議へ
の準備
・検討委員会設置、検討。
・保護者、地域等へのアンケート
実施

・地域協議に
向けた調整
（10→4月）

 ・第３者委員
 会協議

・第1回学校
再編検討委員
会（仮称） ・保護者アン

ケート実施
・アンケート
集計結果

 ・素案策定及
 び全員協議会
 等報告

 ・再編成に向
 けた地域協議

・全員協議会
等へ学校のあ
り方経過報告

 ・再編成に向
 けた地域協議
 （10～12月→
 11～3月）

・地域対話開
催

 ・第３者委員
 会協議（諮
 問）

 ・第３者委員
 会で協議（答
 申）

 ・再編成後の
 学校数の確定

・これからの学校のあり方に係わ
る素案検討委員会設置。学校のあ
り方について検討（３回開催）。
・保護者アンケート実施、報告

地域対話に向けての準備を具体的
に進めていく必要がある。また、
引き続き庁内での連携が必要とな
る。

・4/17庁内検
討会、4/25理
事者協議実
施。今後の進
め方の確認
（学校再編検
討委員会を設
置し、市民対
話に向けた素
案を作成。）

・第1回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会に向けた
準備
・保護者アン
ケート作成

・第1回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート作成・
発送準備

・第2回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート実施
（7/1～
7/19）

・第3回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・保護者アン
ケート報告
（素案検討委
員会、ＨＰ）

・保護者アン
ケート報告
（保護者）
・地域対話の
進め方や地域
対話で提示す
る素案につい
て、課内での
再調整

・第4回これ
からの学校の
あり方に係わ
る素案検討委
員会
・地域経営会
議状況報告
・地域対話に
向けての準備

・全員協議会
及び行財政審
議会へ経過報
告

・ＰＴＡ三役
と地域対話開
催に向けての
調整

・ＰＴＡ三役
と地域対話開
催に向けての
調整

・地域対話に
向けて準備

・ＰＴＡ三役
と地域対話開
催に向けての
調整

・地域対話に
向けて準備

・保護者対象
地域対話開催
通知発送

・保護者対象
地域対話開催
（北山、米
沢、泉野、金
沢）

・保護者対象
地域対話開催
（豊平・玉
川・永明・宮
川・湖東）

・保護者対象の地域対話の開催
・アンケート実施

第２回保護者
対象地域対話
開催

第１回地域対
話

第２回地域対
話

・アンケート
実施

・素案検討
（庁内）

・素案検討
（委員会）

・アンケート
結果公表

地域経営会議
及び議会への
報告

素案公表

・第２回保護者対象の地域対話の
開催（各小学校区）
・第１回地域全体の地域対話の開
催（各地区）
・県内小規模学校視察
・地域対話を開催する中で小学校
の存廃とまちづくりを一体的に課
題ととらえる地域がある。地域の
課題感をきちんと整理し、課題ご
との検討を進めていく事が必要と
なる。そのためにも、庁内での連
携を引き続き持ちながら、各課の
課題共有を行うことが必要。

・理事者協議
・庁内協議
・八坂小中学
校行政視察
・第２回保護
者対象地域対
話開催（北
山）

・第２回保護
者対象地域対
話開催（永
明、宮川、米
沢、豊平、玉
川、泉野、金
沢、湖東）
・行財政審議
会で中間報告

・地域対話に
向けて準備。
資料作成、開
催の周知を行
う。
・6/30　地域
対話（ちの地
区）

・地域対話開
催
7/3宮川地区
7/8米沢地区
7/11豊平地区
7/14泉野地区
7/16玉川地区
7/22金沢地区
7/25湖東地区
7/29北山地区
・7/28庁内協
議

・地域対話開
催
8/5中大塩地
区
・8/22理事者
協議
・アンケート
の検討

・アンケート
の検討
・委員会の検
討

・アンケート
の検討
・委員会の検
討

25 学校教育課

【小学校運営費、小学校施設管理
費、小学校施設整備費】
規模・配置の検討

（短）
教育の質の観点で規模・配置を検
討

令和6年度
(2024年度)

 ・再編成に向けた地域との協議
 ・再編成後の学校数の確定
・地域経営会議及び議会への状況
報告
・学校のあり方を市民と共に考え
るために地域対話を開催する

B
・ＰＴＡ三役と地域対話に向けて
調整（各小学校）
・第１回保護者対象の地域対話の
開催（各小学校区）
・地域対話では、教育環境のほか
まちづくりや財政への懸念など対
話内容が多岐にわたることから、
引き続き庁内での連携が必要とな
る。

【小学校運営費、小学校施設管理
費、小学校施設整備費】
規模・配置の検討

（中）
教育の質の観点で規模・配置を検
討

令和7年度
(2025年度)

・地域の方対象の地域対話の開催
・アンケート結果公表
・地域経営会議及び議会への状況
報告
・素案の作成、公表

令和8年度
(2026年度)

259,250 169,137

214,273
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・新組織　新体制の運営
・福祉２１ビーナスプランと保健
福祉サービスセンターの見直しに
向けて検討すべき事項の整理
・福祉２１茅野との情報共有

・新組織ス
タート

・福祉２１茅
野との情報共
有

・新組織の振
り返り

・新組織の検
証（職場及び
部内の検証）

・福祉２１
ビーナスプラ
ンと保健福祉
サービスセン
ターの見直し
に向けて検討
すべき事項の
整理

・健康福祉部組織改編により福祉
21ビーナスプランを意識した組織
運営、課題整理ができるように
なった。
・福祉２１茅野が新体制となり、
福祉２１茅野の役割や活動を模索
している状況にあり、保健福祉
サービスセンターの見直し議論ま
では到達していない。

・業務整理
・福祉２１幹
事会準備

・業務整理
・福祉２１幹
事会準備
・代表幹事打
ち合わせ

・福祉２１幹
事会日程調
整、開催通知
発送

・福祉２１茅
野幹事会の開
催

・ＳＣ職員研
修の企画
・第２回幹事
会日程調整

・第２回幹事
会準備、開催
通知発送
・代表幹事打
ち合わせ

・第２回福祉
２１茅野幹事
会の開催

・福祉２１茅
野代表幹事と
の打ち合わせ
（幹事会にお
いて地域福祉
に関する学習
の機会を設け
ることとし
た）

・福祉２１幹
事会日程調
整、開催通知
(メール配
信）
・保健福祉SC
業務の根幹で
ある個別支援
（アセスメン
ト）に関する
研修の実施

・第３回福祉
２１茅野幹事
会の開催（福
祉２１ビーナ
スプランの歴
史、重層的支
援に関する学
習、意見交
換）

・4月からの
重層的支援体
制整備事業開
始に向けた職
員研修会を実
施（4市合同
地域福祉実践
研究会報告会
と兼ねる）

・福祉２１茅
野代表幹事と
の打ち合わせ
（次年度の福
祉２１茅野の
運営体制の協
議）

・福祉２１ビーナスプラン課題検
討
・重層的支援を考慮した保健福祉
サービスセンター業務の整理

・重層的支援
体制スタート

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

・保健福祉
サービスセン
ター業務整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

・保健福祉
サービスセン
ター業務整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

業務整理を踏
まえた保健福
祉サービスセ
ンターの課題
整理

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

保健福祉サー
ビスセンター
のあり方検討

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

保健福祉サー
ビスセンター
のあり方検討

・福祉２１茅
野との情報共
有、課題検討

第4次福祉21
ビーナスプラ
ン策定に向け
た保健福祉
サービスセン
ターの方向性
のとりまとめ

・福祉２１茅
野との情報共
有

第4次福祉21
ビーナスプラ
ン策定に向け
た保健福祉
サービスセン
ターの方向性
のとりまとめ

・福祉２１茅
野との情報共
有

第4次福祉21
ビーナスプラ
ン策定に向け
た工程を作成

・福祉２１茅
野との情報共
有

第4次福祉21
ビーナスプラ
ン策定に向け
た工程を作成

・福祉２１茅
野との情報共
有

・第４次福祉２１ビーナスプラン
策定に向けた工程を整理したこと
で、福祉２１茅野の進め方や、検
討スケジュールの共有が図られ
た。

・重層的支援体制整備事業のうち
保健福祉サービスセンターが行う
多機関協働事業の実施に向けた業
務整理に着手したが、部内の調整
が必要な状況。

・重層的支援
体制整備事業
のアウトリー
チ支援事業及
び参加支援事
業の実施主体
となる社協
CSWへの事業
概要説明の実
施

・福祉２１茅
野運営体制資
料の作成

・保健福祉
サービスセン
ターの業務整
理の実施につ
いて課内会議
で提案。

・福祉２１茅
野幹事会開催
に向けた日程
調整

・保健福祉
サービスセン
ター業務を各
センター別で
整理した。

・福祉２１茅
野幹事会を開
催し、第４次
ビーナスプラ
ン策定に向け
た検討事項を
整理した。

・保健福祉
サービスセン
ター業務につ
いて課内で検
討。

・福祉２１茅
野幹事会開催
に向けた日程
調整を実施。

・庁内関係部
署向けのビー
ナスプラン研
修を実施。

・ビーナスプ
ラン研修報告
で、保健福祉
ＳＣ機能に関
する職員の評
価を実施して
おり、評価結
果をまとめ
た。

・重層的支援
体制整備事業
（多機関協働
事業）の実施
に伴い、保健
福栖サービス
センター業務
の棚卸を行っ
た。

・福祉２１茅
野幹事会に関
する代表幹事
との打ち合わ
せを行った。

・保健福祉
サービスセン
ター業務の棚
卸の継続。

・福祉２１茅
野幹事会を開
催し、第４次
ビーナスプラ
ン策定に向け
た工程を共有
した。

26
保健福祉

サービスセ
ンター

【保健福祉サービスセンター施設
管理費】
サービス提供体制の見直し

（短）
最適なサービス提供体制の検討

令和6年度
(2024年度)

・新組織　新体制の運営
・福祉２１ビーナスプランと保健
福祉サービスセンターの見直しに
向けて検討すべき事項の整理
・福祉２１茅野との情報共有

B令和７年度から実施する重層的支
援体制整備事業の理解が図られる
よう研修等を実施した。また、茅
野市の福祉システムの根幹を成す
福祉２１ビーナスプランを理解す
るため、策定の中心となる福祉２
１茅野幹事への研修を実施し、重
層的支援を踏まえた保健福祉サー
ビスセンター機能や茅野市の福祉
システムの見直しへの布石とし
た。

【保健福祉サービスセンター施設
管理費】
サービス提供体制の見直し

（中）
第４次福祉２１ビーナスプランの
策定に合わせて検討

令和7年度
(2025年度)

・令和10年（2028年）からの第4次
福祉21ビーナスプラン策定に向け
た工程を作成
・第4次福祉21ビーナスプラン期間
における保健福祉サービスセン
ターの方向性の素案をまとめる

令和8年度
(2026年度)

21,844 20,851

26,284
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・当初作成され、現在も茅野市民
館管理運営の基本となっている
「新市民会館管理運営計画」（Ｈ
16.5.26）の見直しについて検討

類似施設の実態調査

類似施設の実
態調査

・３者で茅野
市民館管理運
営計画の見直
しの要否につ
いて協議①

・３者で茅野
市民館管理運
営計画の見直
しの要否につ
いて協議② サウンディン

グ調査に向け
た検討

・３者で茅野
市民館管理運
営計画の見直
しの要否につ
いて協議③

・３者で茅野
市民館管理運
営計画の見直
しの要否につ
いて協議④

類似施設の実態調査を実施
茅野市民館運営三者（市・地域文
化創造・サポートC）で改革項目に
ついて検討を開始した。

・市民館のあ
り方について
理事者、指定
管理者とで意
見交換
・三者で今後
の協議の進め
方を打合せ

・類似施設の
実態調査（直
営・指定管理
の別や担当部
署など）

・優先改革事
項について三
者で協議を開
始した

・優先改革事
項について三
者会議におい
て課題を共有
した

・三者会議に
おいて今後具
体的に検討を
進める点（管
理運営計画・
指定管理のあ
り方等）の説
明を行った

・三者会議に
おいて管理運
営計画の見直
し方法につい
て協議し決定
・外部の専門
家への相談を
関係者全体で
行い、文化施
設における諸
問題について
の見識を深め
た

・三者会議に
おいて今後の
指定管理につ
いての打合せ
を行った。

・三者会議に
おいてR8末ま
での協議スケ
ジュールの確
認
・図書室の設
置見直しにつ
いて合意を得
た

・取締役会に
て事業計画の
確認
・図書室の設
置見直しにつ
いて関係者へ
の事前周知

・図書室設置
見直しのスケ
ジュール調整
・指定管理の
在り方につい
て、他の運営
形態の情報収
集

・今後の市民館運営の在り方（R10
～指定管理の是非を含む）につい
て協議
・図書室の設置見直しについて協
議

・今後の市民
館運営の在り
方（（R10～
指定管理の是
非を含む）

5/23取締役会

・図書室の設
置見直しにつ
いて協議

11/25取締役
会

取締役会

・今後の指定管理についての議論
を進めるため、指定管理者への職
員退職派遣を行うほか、中川行政
アドバイザーを委嘱し、文化ホー
ルのあり方に関する検討を行っ
た。
・現時点では、収益性のある取組
を継続して行うことは難しいとい
う結論が得られた。

・指定管理者
と図書室の施
設面・オペ
レーションに
関する打合せ

・議会全協に
て状況報告

・三者会議に
て今後のス
ペースのあり
方について意
見交換

・地域文化創
造、シアター
ワークショッ
プと市民館管
理運営と社内
体制、経営に
関する協議

(取組なし) ・地域文化創
造、シアター
ワークショッ
プと市民館管
理運営と社内
体制、経営に
関する協議②

・今後の市民館運営の在り方（R10
～）について協議

29 生涯学習課

【市民館費】
施設複合化の促進や施設の売却

（短）
指定管理協定の見直し、施設複合
化の促進、売却等を検討

令和6年度
(2024年度)

・当初作成され、現在も茅野市民
館管理運営の基本となっている
「新市民会館管理運営計画」（Ｈ
16.5.26）の見直しについて検討

サウンディング調査に向けた検討

B

・管理運営計画は根本的に見直す
ことで関係市民、指定管理者と合
意した。更に、より個別具体的な
市民館の施設の機能に関しても、
公共施設再編計画における継続的
見直しの観点から、今後のランニ
ングコストの低減と現状のサービ
スの在り方について協議を進める
こととなった。令和７年度におい
ては、図書室の設置の是非につい
て協議を行うほか、指定管理期間
終了後（R10～）の指定管理の在り
方について検討を進める。

【市民館費】
施設複合化の促進や施設の売却

（中）
指定管理協定の見直し、施設複合
化の促進、売却等を検討

令和7年度
(2025年度)

・今後の市民館運営の在り方
（（R10～指定管理の是非を含む）
について協議
・図書室の設置見直しについて協
議

令和8年度
(2026年度)

232,217 286,691

294,554
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
①市民研究員指導者からの意見聴
取
①先進地視察
①課内協議
②寄贈資料の現状確認
③展示機能のあり方検討

①②③博物館協議会と専門委員会
に現状説明と意見聴取

①市民研究員
指導者からの
意見聴取

②寄贈資料の
現状確認

③展示機能の
あり方につい
て課内検討

①先進地視察 ①②③博物館
協議会と専門
委員に現状に
ついて説明と
意見聴取

・「まち懇」
のテーマに公
共施設全般の
統廃合につい
て設定する
（全庁的）

①市民研究員
のあり方課内
協議

①市民研究員
の活動拠点の
あり方課内検
討（検討終
了）

②寄贈資料受
入れマニュア
ル作成

・公共施設の
統廃合につい
て市民アン
ケート実施の
検討

・「まち懇」
まとめ

①②について
理事者に検討
結果報告

①新市民研究
員の募集開始

・市民アン
ケート準備

①②について
博物館協議会
と専門委員に
検討結果報告

・市民アン
ケート実施

協議会では、減免や使用料見直し
を通し、博物館の在り方について
再度問われる形となった。市民研
究員の全体会を開催し、市民研究
員から意見を聴取した。アンケー
ト結果と併せ、多様な意見を集約
し、あり方と現状について再考す
る必要がある。

・アンケート
の検討

・寄託・寄贈
収蔵資料の確
認
・使用料の検
討

・寄託資料の
受け入れ検討
・博物館協議
会での現状説
明
・市民研究員
全体会通知発
送

・市民研究員
全体会開催

市民研究員の
あり方課内協
議

・アンケート
結果の考察

・検討結果か
ら市民研究員
の実践活動検
証

・市民研究員
の実践活動成
果課内協議
・県内の市民
活動事例発表
聴講

展示、収蔵、
市民研究員の
活動拠点等ま
とめについて
課内協議

・博物館協議
会開催通知発
送

・博物館協議
会を開催し、
優先改革事項
検討案につい
て協議。

・博物館協議
会での意見を
取り入れ検
討。

①有料入館者の増加を図るため、
学校、企業等との連携により魅力
的な企画展等を検討、実施する。
②収入増加のため物販を開始、販
売商品の拡充を検討する。また、
ネーミングライツの導入を検討す
る。
③施設のあり方を検討するため
に、PPP、資料収蔵の検討、建物の
躯体調査を実施する。

①学校、企業
等との連携

②物販開始、
商品の検討

③PPPの検討

③コンクリー
ト躯体調査

・全館燻蒸
・博物館協議
会

②ネーミング
ライツの検討

・使用料改定

③資料収蔵の
検討

・博物館協議
会

①EPSONや、各種団体と協力し講座
を開催。とくにEPSONの教室では、
受講者に対し応募者が15倍の人気
講座となった。
②水や冊子の販売や冊子の販売を
始めた。
③コンクリート躯体調査の実施し
たり、PPP財団の視察対応を行っ
た。

・TATESHINA
WATER販売開
始
・理科大地域
連携プレゼン
参加
・EPSON夏休
み企画協議

・語り伝承冊子
販売開始
・理科大地域連
携学生募集
・移住促進連携
・長野県プラネ
タリウム協議会
開催
・文化財活用セ
ンター環境調査

・コンクリート
躯体調査
・全館燻蒸
・理科大ゼミ活
用
・PPP研修会参
加
・北八ヶ岳ロー
プウェイ活用観
察会開催
・EPSON夏休み
企画広報

・冊子「八ヶ
岳」販売検討
・「方言かる
た」再販検討
・小中学校への
講義・プラネ出
前
・EPSON夏休み
企画募集抽選
・望遠鏡プロ
ジェクト贈呈式

・EPSON夏休み
企画開催
・国立国語研究
所市民科学プロ
ジェクトオーロ
ラ写真展開催
・地区公民館講
座協力
・コンクリート
躯体調査
・理科大講座協
力
・諏訪教育会共
同調査
・高齢者大学協
力

・EPSON]夏休
み企画反省会
・PPP財団視
察対応
・「八ヶ岳」
販売開始
・市民科学プ
ロジェクトシ
ンポジウム
文化財活用セ
ンターによる
貸与促進事業
のための資料
借用
・北八ヶ岳
ロープウェイ
活用観察会開
催
・郡内小学校
見学時解説対
応
・市内小学校
クラスレク・
出前プラネ協
力

・使用料改定
・文化財活用
センターによ
る貸与促進事
業「古墳の茅
野」開催
・郡内小学校
見学時解説対
応
・市内小学
校・公民館出
前プラネタリ
ウム
・学校-博物
館連絡会開催

30 博物館

【博物館運営費、博物館施設管理
費】
建物維持の必要性と必要機能の精
査

（短）
展示、収蔵、市民研究員の活動拠
点といった機能ごとにあり方を検
討

令和6年度
(2024年度)

・建物維持の必要性と必要機能の
精査について市民アンケート

②マニュアル作成

①②理事者協議

B

県内の市民活動事例発表の聴講や
市民研究員の実践活動を広く市民
に提供した。これらをとおし、活
動の拠点を博物館に置くべきであ
ることを再確認した。課内協議
や、協議会からの意見聴取で方針
を固めることができた。今後は検
討結果についてまとめ、協議・報
告をしていきたい。

【博物館運営費、博物館施設管理
費】
建物維持の必要性と必要機能の精
査

（中）
展示、収蔵、市民研究員の活動拠
点といった機能ごとにあり方を検
討

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

①有料入館者の増加を図るため、
学校、企業等との連携により魅力
的な企画展等を検討、実施する。
②収入増加のため物販を開始、販
売商品の拡充を検討する。また、
ネーミングライツの導入を検討す
る。
③施設のあり方を検討するため
に、PPP、資料収蔵の検討、建物の
躯体調査を実施する。

18,713 18,366

25,490
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・プールについてR6年度末の廃止
について市民周知
・使用料検討委員会を通じた料金
の見直し
・サウンディング型市場調査の検
討、準備
・スケートセンター（スポーツ施
設全体）について、市民アンケー
トを実施

【プール】
・R6年度末の
廃止について
市民周知

【スケート】
・使用料検討
委員会を通じ
た料金の見直
し

【スケート】
・関係団体等
との協議（①
利用者団体、
②庁内関係
者）

【スケート】
・R7以降の指
定管理契約に
ついて指定管
理者との協議

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の検討・準
備・庁内協議

・公共施設の
統廃合に関す
る市民アン
ケート準備
（全庁的）

・「まち懇」
のテーマに公
共施設全般の
統廃合につい
てを設定する
ことの検討。
（全庁的）

・公共施設の
統廃合に関す
る市民アン
ケート実施
（全庁的）

【プール】
・現地施設に
て市民周知
（最終営業）

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の仕様の確
定・募集開始

【スケート】
・サウンディ
ング型市場調
査の実施

【プール】
・施設の廃止
条例の議案提
出

【スケート】
・料金の改定
条例の議案提
出

【スケート】
・次期指定管
理公募関連の
内容検討

【スケート】
・調査結果に
基づいた今後
の方向性の検
討

【スケート】
存廃について行財政審議会に諮問
をした。そのことにより各方面に
反響があった。10/1に原則として
廃止する旨の答申が出された。今
後、市としての判断をするにあた
り存廃両面においてあらゆる可能
性を模索していく。

【プール】
今夏で営業終了することとした。
議会や市民からの反響もあった
が、今後は民営化に向けて取り組
んでいく。

【スケート】
今後の方針に
ついて理事者
協議。市職員
のスケート経
験者との懇談
会を開催。
【プール】
今夏で営業終
了する方針を
庁内で最終決
定（理事者協
議、地域経営
会議）→５月
全協、広報誌

【スケート】
市長と指定管
理者の協議。
スケートに関
与する市議２
名と協議。ス
ポーツ協会３
役と協議。ス
ケート協会と
協議。
【プール】
全協に今夏で
営業終了する
旨を報告。広
報誌に掲載。

【スケート】
行財政審議会
へ存廃につい
てを諮問。
6月議会の一
般質問にて県
や近隣自治体
との共同運営
について市長
が言及。
行財政審議会
がスケートセ
ンターを視
察。

【スケート】
諏訪圏域の学
校授業におけ
るスケートの
実施状況のア
ンケート調査
の実施。
行財政審議会
委員からの質
問への回答作
成。
【プール】
最後の営業開
始。今夏で営
業終了の周知
（看板、
HP）、回数券
の払戻しの周
知。

【スケート】
8/6行財政審
議会に出席。
第４回行財政
審議会につい
て理事者協議
出席。
【プール】
今期の営業終
了。回数券の
払戻し対応の
準備。民間譲
渡について副
市長協議。
メール・手紙
対応。

【スケート】
9/2行財政審
議会出席。9
月議会一般質
問の再質問に
てスケートセ
ンターの今後
の進め方につ
いて2名から
質問あり。県
スポーツ振興
課来庁。意見
交換。パテ
ティネレ
ジャー社長、
来訪。
【プール】
購入希望の意
向がある民間
事業者の聴
取。

【スケート】
10/2行財政審
議会から原則
として廃止す
る旨の答申あ
り。
10/17スケー
トクラブとの
意見交換会を
実施。
【プール】
民間譲渡に向
けた庁内協
議、及び理事
者協議。
現地確認、各
種見積り依
頼、不動産鑑
定士相談。各
まち懇にて
プール存続の
要望が続出。
理事者が民間
譲渡について
発言し、新聞
報道。11月全
協に向けて地
域経営会議で
審議。

【スケート】
広報誌「広報
ちの」の「行
革待ったな
し」に行財政
審議会からの
答申について
の記事が掲
載。オープン
日を１週間遅
らせて11/29
オープン。
【プール】
跡地の利活用
に関するサウ
ンディング型
市場調査の公
表。受付開
始。
各種見積り取
得、課税評
価、現指定管
理者との相
談。

【スケート】
現指定管理の
事業者に施設
の状況や今後
の展望等につ
いて聴取。
原村スケート
協会から施設
存続の要望書
の提出。
原村議会の一
般質問にて、
茅野市スケー
トセンター存
続のための支
援の質問が出
されたが、村
は慎重な回
答。

【プール】
サウンディン
グ調査の実
施。
譲渡の各種条
件について理
事者協議。

【スケート】
県スポーツ振
興課と情報交
換。

【プール】
サウンディン
グ調査の結果
の公表。施設
譲渡のプロ
ポーザルの準
備及び理事者
協議。プロ
ポーザル公募
開始。

【スケート】
今シーズンの
営業終了

【プール】
民間譲渡のプ
ロポーザル審
査会を開催
し、１者の応
募があった
が、審査の結
果、基準点に
達せず、事業
者の選定には
至らなかっ
た。今夏の営
業について、
理事者協議の
結果、再募集
を行うことと
なった。

【スケート】
必要な情報収
集を行った。
【プール】
プロポーザル
の再募集を実
施。審査会の
開催。
登記手続き、
建築確認調査
を実施。

スポーツ健
康課

31

【スケートセンター・ゴルフ練習
場・プール管理運営費】
施設維持・運営方法の検討

（短）
プールは廃止
スケートセンター・ゴルフ練習場
は現状維持

令和6年度
(2024年度)

・プールについて施設の廃止条例
の議案提出
・使用料検討委員会を通じたス
ケートセンター料金の改定の議案
提出
・サウンディング型市場調査の実
施と、実施結果に基づく次期指定
管理公募の内容検討

Ａ

【スケート】
市としての判断をするにあたり、
今後の選択肢を整理。など必要な
情報収集を行った。

【プール】
プロポーザルを実施（2回）し、最
適事業者を決定。契約に向け調
整。

55,975 55,975
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予算 決算

単位：千円 単位：千円 上半期（4月～9月） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

番号 担当課 優先改革事項の内容 年度
（上段）具体的な取組 /（下段）取組結果・評価・課題等 自己

評価
（上段）取組スケジュール　/　（下段）実施状況

下半期（10月～3月）
・プールについて、施設の譲渡を
進める
・スケートセンターについて、行
財政審議会から答申のあった付帯
意見に対する検討

【スケート】
・次期指定管
理公募関連に
ついて最終判
断
【スケート】
・指定管理者
と今後の施設
の在り方につ
いて協議
【スケート】
・関係団体等
との協議（①
利用者団体、
②庁内関係
者）

【スケート】
今後の在り方
について一定
の方向性を判
断

【スケート】
・国、県やスケート協会等関係者
との協議
・行財政審議会への経過報告

【プール】
・R7のプール営業に向け、譲渡契
約の締結、前管理者と新事業者間
の連絡調整
・施設内備品等の確認
・不用品の処分

【スケート】
・指定管理者
と今後の工事
について協議
【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
依頼
【プール】
・譲渡契約書
(案）の作
成。
・施設内備品
等の確認

【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
提出
・リンク関係
者と修繕内容
の協議
【プール】
・5/20譲渡契
約の締結

【スケート】
・リンク関係
修繕の内容・
金額等の見積
提出取りまと
め、修繕内容
等提案提出
・リンク関係
者と修繕内容
の協議
【プール】
・不用物品処
分準備
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・今後のあり
方について、
部内・事務関
係者・理事者
協議
【プール】
・不用物品処
分
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・今後のあり
方について、
理事者協議、
県担当者打合
せ
【プール】
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・今後のあり
方について、
理事者協議、
県副知事要望
【プール】
・事業者間の
連絡調整

【スケート】
・指定管理者
と工事等につ
いて協議
【プール】
・使用料請求

スポーツ健
康課

31

【スケートセンター・ゴルフ練習
場・プール管理運営費】
施設維持・運営方法の検討

（中）
スケートセンターについて、ス
ポーツ協会や広く市民の意見を聞
いたうえで維持・運営方法を判断

令和7年度
(2025年度)

・スケートセンターについて、行
財政審議会から答申のあった付帯
意見に対する検討
・スケートセンター（ゴルフ練習
場）指定管理者の2年延長手続き

令和8年度
(2026年度)

48,686
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はじめに 

 

茅野市の人口は、平成 17 年をピークに減少に転じ、人口減少、超少子高齢化の進展により、

地域や産業を支える人材の不足や社会保障関連費の増加、空き家の増加など多くの課題に直面

しています。加えて、昭和 50 年代から平成初期にかけて集中的に整備されてきた公共施設は、

老朽化により大規模改修等が必要な時期に差し掛かっています。 

 

茅野市の財政状況は、地方公共団体財政健全化法に規定されている健全化判断比率と資金

不足比率のいずれも早期健全化基準を下回っているものの、財政構造の硬直化を示す経常収

支比率は、令和６年度決算において 93.6％（前年度比 2.6 ポイントの増）と高い水準であり、物

価高騰や人件費の上昇を背景に財政の硬直化は、今後も進むことが見込まれます。また、令和７

年度の中期財政需要推計では、令和５年度と令和６年度に基金の取り崩しを行わなかったことな

どにより、基金残高の推移は、前年度の推計と比べ好転していますが、依然として令和７年度から

令和１１年度までの５年間で総額５８．８億円の財源不足が見込まれます。今回の推計には反映さ

れていませんが、将来的には学校施設の再編や公共施設の老朽化対策といった事業の財源を捻

出するために、さらなる行財政改革が必要な状況です。 

 

当審議会では、令和４年７月に策定された「茅野市行財政改革基本方針」の改革実行項目及び

令和５年１１月に策定された「行財政改革プラン２０２３」の優先改革事項についての取組状況を検

証し、特に補助金や施設使用料等の見直し、公共施設の縮減といった行財政のうち財政面での

改革に焦点を当て、「新たな投資を行う財源を生み出す」という視点で議論を重ねてきました。そ

の中で、優先改革事項に掲げる「茅野市国際スケートセンター（NAO ice OVAL）の存廃につい

て」の諮問を受け、原則廃止の答申をしました。しかしながら、答申に対する市の最終的な結論が

示されていないことに加え、その他の多額の市費を投じている施設のあり方検討や財政面以外

の改革として区・自治会の負担軽減など、多くの課題が残されています。 

 

この提言書は、令和６年に委嘱された当審議会の任期が令和８年１月１０日をもって満了するこ

とから、これまでの審議内容を踏まえて委員からの意見等を提言書としてまとめたものであり、市

へ提出するとともに、今後見直しを予定している基本方針を審議する上で指針として次期審議会

へ引き継ぎます。 

市においては、提言書の趣旨を踏まえ、まちづくりの普遍的なテーマである「幸せを実現できる

まち」の実現に向けて、行財政改革を着実に進めることを期待します。 

 

令和８年１月８日 

茅野市行財政審議会 

会長 小平 淳 
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提言内容 

 

１ 住民自治 

（１） 地域コミュニティ活動（共助）の新たな仕組みづくり 

  人口減少や高齢化が急速に進行する中、安全で快適な生活の基盤となる区・自治会活

動が大きな転換点を迎えている。未入区者に対しては、区・自治会の役割や重要性を伝

え、入区の促進を図るとともに、区や自治会の活動に参加しやすい環境構築に向けた情

報提供や、区・自治会活動に携わる役員等の負担軽減に向けた取組を進めること。 

 

 

２ 政策運営 

（１） 市民の声を政策へ反映させる仕組みづくり 

  行財政改革は、職員だけでなく、議会や市民を含めて市全体で進めるべき取組である。

茅野市が将来にわたって持続可能な自治体であり続けるため、市民が自分事として何を

すべきか、何ができるか、一緒に考えることができるよう、積極的かつ分かりやすい情報

提供に努め、市民参加を促すこと。 

 

(2) 政策や業務のタイムリーな検証と公開の仕組みづくり 

  非常に厳しい財政状況の中、限られた財源や人材を効果的、効率的に投入するために

は、「費用対効果の高い施策や事業を優先し、そうでないものは縮小や廃止を検討する」

といった「ビルド&スクラップ」の発想が必要である。各事務事業の進捗や成果の評価を

行う事務事業評価の目的を庁内で共有するとともに、事務事業評価を含む行政評価が、

政策立案や予算配分に反映される仕組みを構築すること。 

  新規事業（補助金等を含む。）の立案段階時に、目的や成果指標（ＫＰＩ）を設定し、適正な

評価を行える体制を構築すること。 

  公共施設の建替えなどの投資的事業においては、持続可能な施設運営を行うために、ラ

ンニングコストや将来人口を踏まえた規模や仕様について十分に検証すること。 

  行財政改革を進めるにあたり、市が目指す今後の方向性やビジョンを市民に示すことが

重要である。当審議会や市民に向けて、第 6 次茅野市総合計画の進捗管理や行政評価

の結果を踏まえた市が目指す今後の方向性などの情報提供について検討すること。 

 

(3) 行政の DX 推進の加速化 

  将来的な職員の減少を見据え、AI を活用した事務の効率化や電子化、オンライン申請、

事務処理システムの導入検討などを進め、事務負担の軽減と合わせて、市民の利便性の

向上を図ること。 
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(4) 市組織・職員・業務の改革 

  今後、生産年齢人口の減少に伴い、現在の職員数を維持することは困難になると見込ま

れる。限られた職員数で多様化、複雑化する行政課題に対応できる持続可能かつ柔軟な

組織体制を検討すること。特に公共施設などのマネジメントを行う専任組織や組織の壁

を越えたプロジェクト型組織を有効に活用することが必要である。 

  行財政改革を進める上での事業の見直し、縮小、廃止など困難な業務に当たる職員が適

正に評価される人事評価制度の運用を図ること。 

  厳しさを増す行財政環境を踏まえると、一つの自治体で全ての行政ニーズに応える「フル

セット主義」は困難な時期に来ている。近隣自治体との公共施設の共同運用や事務の共

同実施、システム等の共同調達など、「地域で支えあう行政経営」に向けた検討を加速さ

せること。 

  公共施設の運営や事務の効率化に向け、民間活力の導入は有効な手段であるため、民

間事業者が行政サービスの分野に参入しやすい、民間側の視点に立った魅力あるスキー

ムを検討すること。 

 

 

３ 財政運営 

（１） 歳入確保の推進 

  令和 7 年 10 月から公共施設の使用料等を見直し、新たな料金、減免基準による運用が

開始された。今後も社会情勢の変化を反映させ、適正な受益者負担を確保するために、

定期的な見直しを実施すること。なお、その際は、利用者数の減少を避けるため、システ

ムの導入といった利便性の向上も合わせて検討すること。 

  ここ数年のふるさと納税の取組は、歳入確保に大きく寄与している。今後も返礼品を磨き

上げて更なる寄付額増大に向け取り組むこと。 

  ネーミングライツなどの広告事業は、市有財産を活用した新たな歳入の創出につながるこ

とから、市が持つあらゆる資産について広告媒体としての戦略的な活用を検討すること。 

 

 

４ 公共施設の再編 

（１） 施設再編の取組 

  茅野市公共施設再編計画は、見直し後のスケジュールに基づき、着実に取組を進めるこ

と。また、全ての公共施設について、利用者数等を分析した上で、営業日や営業時間の見

直しについて検討すること。 

  急激な少子化の進行に伴い、保育施設の統合や民営化を進めていくことが必要である。

その際は、保育職場で働く保育士が安心して働くことができ、かつ、保護者が安心して子

どもを預けられる保育施設の運営や規模という視点からの検討を進めること。 
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  茅野市内で生まれる子どもが 1 年間で 300 人に満たない状況の中、小学校の再編は、

避けられないと考える。小学校のあり方の検討を進める際は、子どもの学習環境や安全、

安心な学校生活など、子どもが主役であることを前提とした検討とするとともに、多くの市

民の考えが反映されるよう、対話の機会や意見集約の方法について工夫すること。また、

市民からの意見を踏まえて、最終的な方向性を市の責任において示すこと。 

  茅野市民館については、その運営に多額の市費が投入されているとともに、今後、巨額な

修繕費が見込まれる一方で、施設の規模から収益性の向上を図ることが難しい施設であ

るため、施設の方向性について、早急に検討すること。 

  市が保有する６つの温泉施設については、老朽化が進んでいることから、現在進めてい

るサウンディング型市場調査の結果を踏まえ譲渡に向けた検討を進めること。なお、譲渡

が難しい施設は廃止を検討し、将来的に市が温泉施設を運営しないことが望ましい。 

  スケートセンターについては、昨年度に施設の存廃についての諮問を受け、原則廃止の

答申をした。その答申に「仮に存続を認める場合の条件」として付帯した意見を十分に検

討した上で、市が提示した期限までに存廃について結論を出すこと。なお、冷凍機の更新

には多額の費用を要することから、冷凍機が故障した場合の対応を併せて検討すること。 

  八ヶ岳総合博物館については、市民の学習支援施設としての役割を担っているものの、

公共施設のあり方に関するアンケート結果では、優先的に廃止を進めていくべき施設の

上位に位置していることから、施設の方向性について、早急に検討すること。 

  今後、公共施設の再編を検討する際は、財政面だけでなく、その施設で活動している個

人や団体に対する影響や市民活動の活性化という視点も必要であると考える。 

 

 

５ その他 

  行財政改革基本方針における改革実行項目と、行財政改革プラン２０２３における優先改

革事項については、進捗管理を徹底し、着実にその取組を進めるとともに、審議会がタイ

ムリーに進捗を把握できる体制を構築すること。 

  白樺湖温泉すずらんの湯の民間譲渡が決定した後、市の維持管理が適正に行われなか

ったことに伴い、市に財政負担が生じたことは、市民にとっても、議論を進めてきた当審

議会にとっても残念なことであった。この件を、一部署の、また、一職員の問題とするので

はなく、組織全体の問題として共有し、再発防止に努めるとともに、今後は、起こり得る

様々な事態を想定し、丁寧に行財政改革の取組を進めること。 

  当審議会において検討するにあたり、義務的経費と政策的経費の仕分けを進めること

で、より論点を絞り込んだ議論が可能となる。その上で、単独事業を中心とした市に裁量

のある政策的経費（義務的経費であっても他自治体と比較して、オーバースペックとなっ

ている事業を含む。）に関する検討が当審議会にとって重要であると考える。 
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茅野市行財政審議会審議経過 

 

令和５年度第５回（第１回） 令和６年１月１１日 

＜会議事項＞ 

（１）行財政審議会の役割について 

（２）行財政審議会の取組経過について 

 

令和５年度第６回（第２回） 令和６年３月１１日 

＜会議事項＞ 

（１）優先改革事項の進捗について 

（２）今後の審議会の進め方について 

 

令和６年度第１回（第３回） 令和６年６月４日 

＜会議事項＞ 

（１）中期財政需要推計結果について 

（２）優先改革事項、改革実行項目の進捗について 

＜諮問＞ 

茅野市国際スケートセンター（NAO ice OVAL） の存廃について 

 

令和６年度第２回（第４回） 令和６年６月１９日 

＜会議事項＞ 

（１）スケートセンターの設備等について 

 

令和６年度第３回（第５回） 令和６年８月６日 

＜会議事項＞ 

（１）諮問内容の協議 

 

令和６年度第４回（第６回） 令和６年９月２日 

＜会議事項＞ 

（１）質問の回答について 

（２）小中学生に行ったアンケートについて 

（３）公共施設のあり方に関するアンケートについて 

（４）答申内容の協議 

（５）その他 

・観光課とＤＭＯの役割分担について 

・環境絵本「やつがたけのちっち」の配布について 
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・どんぐり手帳の配布について 

 

令和６年１０月１日 

＜答申＞ 

茅野市国際スケートセンター（NAO ice OVAL） の存廃について（答申） 

 

令和６年度第５回（第７回） 令和６年１１月２７日 

＜報告事項＞ 

（１）第６次茅野市総合計画について 

＜会議事項＞ 

（1）改革実行項目の進捗状況について 

（2）優先改革事項の進捗状況について 

 

令和７年度第１回（第８回） 令和７年５月２８日 

＜会議事項＞ 

(1)令和７年度中期財政需要推計の集計結果について 

(2)令和６年度改革実行項目の取組状況について 

（３）令和６年度優先改革事項の取組状況について 

(4)公共施設使用料等の見直しについて 

 

令和７年度第２回（第９回） 令和７年１０月１日 

＜会議事項＞ 

（１）令和７年度優先改革事項の取組状況について 

（２）茅野市公共施設再編計画の見直しについて 

（３）茅野市行財政審議会のまとめについて 

（４）その他 

 ・広域連携強化に向けた取組について 

 

令和７年度第３回（第１０回） 令和７年１２月１６日  

＜会議事項＞ 

（１）令和７年度改革実行項目の取組状況について 

（２）令和７年度優先改革事項の取組状況について 

（３）行財政改革に関する提言書(案)について 
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茅野市行財政審議会 委員名簿（令和８年１月時点） 

（区分ごと５０音順・敬称略） 

№ 役職 氏名 区分 所属等 

1  足立 孝幸 第１号委員 株式会社マルエー・アダチ 

2 会長 小平 淳 第１号委員 信州諏訪農業協同組合 

3  鈴木 紘平 第１号委員 菊農家 やまファーム 

4  名取 哲男 第１号委員 パートナーシップのまちづくり推進会議 

5  半田 晴奈 第１号委員 休日子育てシェアハウス 山ん家 

6  宮坂 章 第１号委員 NPO 法人茅野市スポーツ協会 

7 副会長 守屋 正光 第１号委員 茅野商工会議所 

8  牛山 浩一 第２号委員 牛山会計事務所 

9  北原 政彦 第２号委員 公立諏訪東京理科大学 

10  小山 岳史 第２号委員 株式会社八十二長野銀行茅野支店 

11  栁澤 美奈 第２号委員 一般社団法人新しい自治体財政を考える研究会 

12  大川 かおり 第３号委員  

13  國枝 祐子 第３号委員  

14  高安 弥生 第３号委員  

15  矢崎 高広 第３号委員  
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